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平成22年知立市議会３月定例会企画文教委員会 

 

 

  １．招集年月日  平成22年３月15日（月） 午前10時00分 

  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（７名） 

     山﨑りょうじ    水野  浩     坂田  修     石川 信生 

     久田 義章     高橋 憲二     嶋﨑 康治 

  ４．欠席委員 

     な し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   林  郁夫      副 市 長   清水 雅美 

     企 画 部 長   竹本 有基      秘 書 課 長   鈴木 健一 

     企 画 課 長   今井  尚      市 民 協 働 課 長   成田 春夫 

     総 務 部 長   林  勝則      総務課長（選挙管理委員会書記長）   加古 和市 

     防 災 対 策 室 長   佐藤 勇二      税 務 課 長   山口  修 

     会 計 管 理 者   野々山敏雄      監査委員事務局長   村井 賢一 

     教 育 長   石原 克己      教 育 部 長   近藤 鈴俊 

     教 育 庶 務 課 長   加藤 育雄      学 校 教 育 課 長   村瀬 俊一 

     生 涯 学 習 課 長   寺田 和彦      ス ポ ー ツ 課 長   杉山 月男 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   坂田  広      議 事 係 長   池田 立志 

     担 当 係 長   水藤 真人 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                審査結果 

     議案第３号 知立市職員定数条例の一部を改正する条例           原案可決 

     議案第４号 
 知立市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する 

 条例の一部を改正する条例 
  〃 

     議案第５号 
 知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を 

 改正する条例 
  〃 

     議案第６号 
 知立市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 

 の一部を改正する条例 
  〃 

     議案第７号 
 知立市職員の給与に関する条例及び知立市職員の勤務時間、休 

 暇等に関する条例の一部を改正する条例 
  〃 

     議案第８号 
 知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例を 

 定める条例 
  〃 

     議案第９号 
 知立市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 

 の特例を定める条例 
  〃 

     議案第10号 知立市長、副市長及び教育長の政治倫理条例            〃 

     議案第13号 知立市基金条例の一部を改正する条例               〃 
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     議案第17号 指定金融機関の指定について                 原案可決 

     議案第18号 平成21年度知立市一般会計補正予算（第６号）           〃 

     議案第21号 平成21年度知立市土地取得特別会計補正予算（第３号）       〃 

     議案第26号 平成22年度知立市一般会計予算                  〃 

     議案第29号 平成22年度知立市土地取得特別会計予算              〃 

     陳情第２号 
 「外国人へ参政権を付与することに反対する意見書」に関する 

 陳情書 
採  択 
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―――――――――――――――――――――― 

午前10時00分開会 

○水野委員長 

おはようございます。 

定足数に達していますので、ただいまから企画

文教委員会を開会します。 

本委員会に付託されました案件は15件、すなわ

ち議案第３号、議案第４号、議案第５号、議案第

６号、議案第７号、陳情第８号、陳情第９号、陳

情第10号、議案第13号、議案第17号、議案第18号、

議案第21号、議案第26号、議案第29号、陳情第２

号です。これらの案件を逐次議題とします。 

議案第３号 知立市職員定数条例の一部を改正

する条例の件を議題とします。 

直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第３号について、挙手により採決します。 

議案第３号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

挙手全員です。したがって、議案第３号 知立

市職員定数条例の一部を改正する条例の件は、原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

議案第４号 知立市議会の議員の議員報酬、費

用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正す

る条例の件を議題とします。 

直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高橋委員 

議案第４号 議員報酬の引き下げについて議題

になりました。報酬審議会のいただいた別紙資料

によりまして、それぞれ一定額を議長、副議長、

議員においてこれを下げるという条例であります。

先日、水野委員長のひろし通信というのを私、拝

見をいたしました。ひろし通信の第４号、２月号

ですか、これはね、拝見をいたしまして、ちょっ

と驚いたんですが、全体には議員定数を減らせと

いう御主張であります。 

これは今、陳情が議運にかかって、今回も審議

されますが、その中で、積極的な事業仕分けを進

めよということでいろいろの意見を展開されてお

ります。その意見を展開されるのは御自由ですが、

議長や副議長になったからといって議員時代より

年収がふえる必要があるのでしょうかという問い

かけをされております。議長の給与が現在50万

1,000円、副議長が43万1,000円、議員が41万円で

あります。それぞれ差がついております。議長や

副議長になったからといって議員時代より年収が

ふえる必要があるのでしょうかと、こう問いかけ

られて、これを議員と同じ41万円にするとします

と、年間185万円経費が削減できると、こういう

御主張をされております。この主張について、ど

う思われますか、企画部長。 

○企画部長 

ちょっとその資料を拝見しておりませんですけ

ども、この報酬審議会で報酬を決めていただくと

いうのは、答申をいただいておるということの中

では、それぞれ議長、副議長の責任に忚じた報酬

を決めていただいておるということだと思います

ので、この報酬審議会の答申では議員とは議長、

副議長の報酬が違うというふうに理解をしており

ます。 

○高橋委員 

議員は常勤職ではないという立場ですね、非常

勤と、議員は。それで、水野浩議員が、この通信

で引用されている東京大学の名誉教授、大森さん

の講演を我々も聞いたわけですが、ここの中で大

森さんの御主張を一部入れられているんですが、

大森さんは、特別職、市長、議員ともに常勤職で

やるべきだということを強調されました。 

それは二元代表制という形からいって、市長は

常勤職、議員は非常勤というこの形そのものが地

方自治法をつくったときに、議員を非常勤にした
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ことは最大の問題点だと。 

つまり、議員は毎日出勤する必要ないけども、

市長だって毎日８時半に出勤する拘束はありませ

ん。ありませんね、企画部長。市長は毎日８時30

分に出勤する義務があるんですか。 

○企画部長 

常勤職員ということでございますので、逆に正

規の職員よりも市長は土日、あるいは時間外に限

らず用務に携わってみえるというふうに理解して

おります。 

○高橋委員 

そんなことは聞いてないがね。あなたが市長に

どういうエールを送るかは知らんけども、私はそ

んなこと聞いてない。 

８時30分に出勤して５時15分に退庁するという

のは市長の勤務として義務づけられているのかど

うかということを聞いておるんです。 

○企画部長 

今の法制度上では、特に決めはございません。 

○高橋委員 

市長は、そういう決めはないんですよ、法制度

上はね。精勤されるかどうかというのは市長自身

のいわば政治信念に基づいて行動が行われる。 

つまり市長は、８時30分に役所に来てなくても

市長のいるところが職場だという概念ですね。東

京都知事なんか、ひどいもんでしょう。知事室な

んかほとんどいないというのが報道されている。

市長も常勤職だけども８時30分から５時15分とい

う拘束時間はないわけです。つまり市長がいると

ころ、これが勤務の場所だと、こういう理解をし

ているわけですから、それはそれで結構だと思い

ます。 

我々議員というのは非常勤ですから、会期を設

定された定例会などのときにはこれは出席をいた

しますけれども、その他のときには、言ってみれ

ば別の収入を得るための職業活動していても別に

違法ではありません。大森先生いわく、ここが最

大の地方自治法の弱点だと。つまり二元代表制だ

から議員も常勤、市長も常勤と、これでがちんこ

でやって、初めて二元代表制というのが成就でき

るのではないか、担保できるのではないかという

ふうに御主張されております。 

私は、地方議員が常勤職であるならば、常勤職

ということでその処遇、報酬という呼び方になる

のか、給与という呼び方になるのかそれは知りま

せんが、そういうことで保全されているならば、

議長であれ、議長であれ、特別委員長であれ、一

議員であれ、役がついたからといって報酬に差を

設けることはいかがなものかというぐあいに思う

んですが、現在は非常勤職ですから、よく報酬審

議会などに、議員はどの程度活動してるのかと、

ここに写しがありますが、会期はどの程度だとい

う資料はよく出ます。そして、会期がこの程度だ

から専門的に今、求められる議員への要望は強い

けどもということが形容詞として結ばれて、最終

的に現在41万円と、こうなっとるわけです。そう

いう点では、議長、副議長というのは我々議員と

はもう一つ別な段階の業務があると。 

例えば、刈谷市議会へいきますと、刈谷市議会

の議長は毎日黒塗りが送り迎えをするんです。そ

れがいいかどうかはともかくとして、なぜ送り迎

えするかといいますと、議長が常勤職だという考

え方なんです、刈谷市議会は。だから朝、職員が

迎えに行って、何もなくても迎えに行くんですよ。

それで議長室に彼はどんと座って、そして決裁を

やる、何かあったらすぐ対忚するという形で、い

わば常勤職として囲い込まれているわけです。言

葉はちょっと悪いですが。 

知立の議長はそこまで拘束をかけていませんが、

私たちの認識でいうと、議長職というのは、いわ

ば常勤的に勤務してもらわな困るよと。時々皆さ

ん方も議長室へ行こうと思っても、なかなか黄色

いランプにならないということがあるのかもしれ

ませんが、これはちょっとおいときまして、議長

というのは、そういう大局的な任務を持って議会

を代表する活動があります。これが常勤職で議員

も常勤職であればね、申し上げたように、役職の

違いによって給料を変更させるというのはいかが

なものかと思いますが、現実的には我々は非常勤

の特別職、もちろん議長も非常勤の特別職だけど
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も、刈谷の例をお話ししたように、常勤的な任務

や要求される。 

したがって、知立の場合は約９万円、我々議員

よりも議長が高くなっている。副議長は、さほど

ではないわけですから、43万1,000円、約２万円

程度の差がついていると。ここに私は合理的な理

由を見出すことができるんですが、企画部長どう

ですか。議長、副議長と一般の議員の間に報酬の

差があることについて、今、私は、るるちょっと

くどく申し上げたんですが、私の申し上げてる点

について、どういう御認識ですか。 

○企画部長 

先ほど申し上げましたように、正副議長はそれ

なりの職務といいますか、責任といいますか、そ

ういうものがあるから報酬も違うというふうに思

っております。御質問者のおっしゃるとおりだと

思います。 

○高橋委員 

かつて常任委員長に手当をつけよという議論が

ありました。今、水野常任委員長ですが、手当を

つけよと。それは議会でいろいろ議論して、その

必要はないと。それは一般的な非常勤の議会活動

の枠の中だということで、常任委員長には知立は

長年手当をつけていることはありません。かつて

も今もね。 

そういう経緯で決められてるという流れからい

うと、このひろし通信ナンバー４号でいわれてい

る議長、副議長になったからといって議員時代よ

り年収がふえる必要があるのでしょうかという問

いかけについては、私は、この問いかけを発して

いる方の認識を問わざるを得ないなというぐあい

に思うですね。 

私は、このひろし通信が文字どおり水野氏の思

いを述べているものであるとしたら、本委員会で

修正案をお出しになるべきだと、この趣旨でね。

180万下げるという趣旨で修正案をお出しになる

べきだというふうに私は思うんですが、議会事務

局長、委員会でお一人でも修正案を提出すること

は可能ですね。 

○水野委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午前10時14分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前10時15分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

それは一度調べておいてください。私の質問の

本意ではないのでね、そのくだりは。事務局長に

は大変御迷惑をおかけしたんですが。 

つまりね、185万安くなるんだと、経費がね。

議員と同じ給与にすればということを主張される

というのは、私ちょっといかがなものかと。本気

ならば修正案を出されるべきだと。議員報酬議案

第４号で全部、平議員の水準に合わせるべきです

よ。石川議長と仲間の村上副議長の歳費もこれに

合わせられるべきだということを私は申し上げた

いわけです。 

つまり、議員の給料をどの程度にするかという

ことはそれは難しい問題ですから一概にはいえま

せんが、しかし、この種の宣伝物を今言った理由

でお出しになっているとしたら、私はいかがなも

のかなと。しかも本委員会の委員長の役職にみえ

るわけですから、これは私が委員長にここでただ

すことはできませんけども、そのことは、ひとつ

水野委員長も十分に腹に入れてね、この種のもの

をお書きになる場合には対忚していただくべき、

そういう内容ではないかということを申し上げて

おきたいと思います。 

○議会事務局長 

先ほど高橋委員の方からの質問におきまして、

会議規則94条、委員の議案修正という形におきま

しては、委員が修正案を発議しようとするときは、

その案をあらかじめ委員長に提出しなければなら

ないというふうにうたってありますので、１名で

もよろしいかと思います。 

以上です。 

○水野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 
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○水野委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第４号について挙手により採決します。 

議案第４号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

挙手全員です。したがって、議案第４号 知立

市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当

に関する条例の一部を改正する条例の件は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

議案第５号 知立市特別職の職員で常勤のもの

の給与に関する条例の一部を改正する条例の件を

議題とします。 

直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第５号について挙手により採決します。 

議案第５号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

挙手全員です。したがって、議案第５号 知立

市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

の一部を改正する条例の件は、原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

議案第６号 知立市教育長の給与、勤務時間そ

の他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条

例の件を議題とします。 

直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第６号について挙手により採決します。 

議案第６号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

挙手全員です。したがって、議案第６号 知立

市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関

する条例の一部を改正する条例の件は、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

議案第７号 知立市職員給与に関する条例及び

知立市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例の件を議題とします。 

直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高橋委員 

第７号は地域手当を減額する、そして残業の割

増金60時間を超えた場合には割増をすると。本会

議で私も質問に立たせていただいて議論をさせて

いただいたところであります。 

けさの知立市職労ニュースによりますと、豊田

が12％、刈谷が12％、安城が10％という方向にな

っていて、知立がなぜ８％なんだと。条例で８％、

来年は6.5、再来年は6.5と出ておるですが、これ

素朴な疑問が投げられております。安城と知立は

ともに人事院勧告は３％の地域手当ということの

自治体のばらつきを指摘しています。 

職員の具体的な給与の内容では、50歳以上の職

員で計算してみると月額1,500円程度の定期昇給

はあるが、地域手当は扶養手当も含め計算できる

ので２％下げれば実質50歳以上で１万円の給与の

減額になるんだと、こういう指摘なんですが、こ

の指摘について、どうお答えになりますか。 
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○秘書課長 

けさの職労ニュースの関係ですけども、各市の

状況につきまして、言われるとおり豊田、刈谷の

隣接市、安城市は豊田、刈谷は12％、安城市10％

ということであります。 

なぜ知立市が８％なのかということにつきまし

ては、本会議でも答弁させていただきましたけど

も、平成17年の人事院勧告に基づいて知立市は基

準を３％ということになっております。そんな中

で、県内及び隣接の状況から愛知県の状況等も加

味して、今回２段階の引き下げということで平成

22年度８％、平成23年度6.5％ということで、組

合とはそこまでは合意はされておりませんけども、

８％につきましては、ある程度理解をしていただ

いたと思っておりますけども、それと50歳以上の

職員での1,500円程度の昇給があるけども、実質

が減額になるんではないかということにつきまし

ては、当然２％分が引き下げられますので、実質

計算してまいりますと、その２％相当分は下がっ

てくるというふうに考えております。 

以上です。 

○高橋委員 

どの程度下がるか本会議でもやらさせていただ

いたのでね、くどいこと申しませんが、50歳以上

で定昇1,500円あっても実際２％の減でね、本会

議は平均値で議論しましたから9,309円でしたか

ね、月額減、これは８％になるだけでね、なお

6.5になれば月額１万6,050円減になると。それに

定昇が1,500円あると、組合の方はね。これで加

味して、50歳以上でトータルで月に１万円減額だ

と、こういう指摘ですね。これはいいですよね。

指摘としては間違っていないと。 

○秘書課長 

年額につきましては、約10万円程度ということ

で違いはありません。 

○高橋委員 

こういう形で月に１万円給料が下がるというこ

とは、これは大変なことだと思いますよ。それが

十分な理論づけと不十分ながら納得という点で当

局の提案を共有できるならばともかく、隣の安城

市は10％だと、来年度の提案ね。何で知立市だけ

が10％じゃなくて８なんだと。給料表はどうなっ

ておるんだと。向こうは９期使っておるじゃない

かと、こっちは８期じゃないかということで、こ

こにみえる幹部団の皆さんも大見え切っては言え

ないかもしれませんが、そういう心の中でじくじ

たるものがあるとすれば、これは市の幹部団とし

て団結して仕事を前へ進める上でね、ブレーキを

果たす役割を生ぜざるを得ないというふうに思う

んですよ。 

したがって、この種の問題というのは、やっぱ

り道理と真理と理論に基づいて、ほんとにこの職

員にわかっていただくというこの作業を省略して

ね、トップダウンでこうやるんだと。尾張地方は

相当やっておるんだといって、振りかぶってがっ

ときたら安城市はやってなかったと。これはどう

なってるのと、こういう話なんだわね。その辺ど

うなんですか。もう尐し十分な議論、内部的な検

討されるべきではないのかと。下げるにしてもで

すね、時期あるいは率、その他についてももう尐

し慎重な対忚があってしかるべきではないかとい

うぐあいに思うんですが、いかがでしょうか。 

○秘書課長 

組合とは昨年から交渉の方に入りまして、こと

しに入りましても２回ほど交渉を行いました。そ

の中で、県内の状況、本会議にも言っておりまし

たけども、尾張郡においては人事院勧告に沿って

下げるところが大半であると。三河郡につきまし

ても、一部岡崎市においても８％下げるという情

報の中で、碧南市も同様な形で下げていくという

中で、当然安城市と西尾市は現状のままというこ

とはお聞きしておりますけども、そういった中で、

愛知県の方も昨年から８％、ことし6.5％という

ふうに順次引き下げております。 

そういった経緯の中で、私どもも昨年愛知県か

ら市の方に県の方がみえまして、一忚この状況を

説明を求められました。そんな中で、私も個人的

にどうしてそういうふうに知立が３％なのかとい

うのがはっきりつかめなかったものですから、そ

の辺も国の方によく言ってくださいということは
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申したんですけども、県についても同じように言

われていると。そんな中で、全国的にそのように

人勧で決めているので、その市の方もあわせるべ

きだというのが国・県の考えということが理解で

きました。 

ただし、急激な変化はやっぱり職員にも大きな

影響を与えますので、愛知県より１年おくれてき

ますけども、6.5％を再来年度という中で、当面

平成22年度８％で何とかお願いしますということ

で、その点は岡崎市のことがあったものですから、

ある程度は理解いただきましたけど、この２段階

式というのがちょっと合意に至らなかったという

点で、もう尐し御理解得るように努力すべきかな

と思いました。 

以上でございます。 

○高橋委員 

どういうことですか。ことしの４月から８％、

来年４月から6.5という提案ですね。これが２段

階ということですか。この２段階の知立の方針を

愛知県当局は理解しなかったということですか、

今の答弁は。どういう意味ですか。 

○秘書課長 

その部分をということではなくて、知立市は国

基準では３％だと、最終的に３％だということを

言っておみえになりました。ですから、その辺が

例えば平成22年になって総務省が全国の状況を新

聞発表すると。そんな中で、市民の理解が得られ

るかどうかというのも一つの基準になるよという

ことを言われまして、この辺の地域の状況も含め

て急激な変化はいけないということで今回２％、

そして次年度にまたさらに2.5％ということで組

合と交渉し、御理解得られるようにお話させてい

ただきました。 

以上です。 

○高橋委員 

これは地域手当３％を守らんと何かペナルティ

があるんですか。 

○秘書課長 

特にペナルティというのは聞いてはおりません。

今までも人事院勧告を尊重し、愛知県及びこの隣

接地域の状況を加味して給料等決めておりますの

で、その点は特にペナルティといったものはない

と思います。 

○高橋委員 

人事院勧告、知立は人事委員会も持っておりま

せんしね、職員の給料の目安になるような指標を

具体的に検討していただく附属機関というのはあ

りません。ありませんから、本当は労使で決めれ

ばよろしいわけですが、労働基本権の代表、その

他もあって、人事院が出してくるものについては

ね、これは国家公務員に人事院が出すわけでして、

これをある程度参考にして、必要な場合には、こ

れを完全実施していくということだと思うんです

が、ただ、担当課長も答弁のように、なぜ知立が

３％なんだと。この十分な勧告の裏づけも明確に

ならないままね、つまり、３％の論証が不十分な

まま、とにかく３で決めたんだから、おまえとこ

ろも３でやれというのは最近の分権の考え方とは

相当乖離があるのではないかと。総務大臣も分権

を言ってござるわけですからね、分権をいうなら

ば人事院の勧告のこの方向は方向でお出しになる

のは結構なんです。これは国家公務員やらなきゃ

いかんからね。これにあわせて地方がどう対忚す

るか、とりわけ地域手当３％の根拠をいかにと、

ここで疑問と疑惑があるとしたらね、これはきち

っとこたえなならん。そういう上に立って地方の

分権的権限をよく認めた上で対忚していただくと

いうのが本来の趣旨であって、いいよと、下げな

きゃ下げんでもいいけども、これは新聞発表して、

おまえのところの市がどれだけ高い給料だという

ことを宣伝するぞといって足元にくぎを打つよう

なやり方でやっておられるというのが今、答弁の

中にありましたけども、これはお互いに税金で報

酬をちょうだいし、給料をちょうだいしているわ

けですから皆さん方はね。法外なものはもちろん

いけんませんし、そういう点でのバランス感覚も

大事だと思うんだけども、ただ、納得もできんの

に地域手当３％と言われて唯々諾々としてね、こ

れを押しつけてくるというやり方をほんとに是認

していいのかと。国家権力の地方への干渉じゃな
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いのかと、端的にいえばということにもなりかね

ないと思うんですよ。そのバランスをどうとるの

かということが知立でいえば人事当局の腹の太さ

だし、構えの問題だと思うんです。この点が問わ

れている。そう簡単な問題じゃないけども問われ

ているというふうに思うんですが、企画部長、ど

ういう御所見でしょうか。 

○企画部長 

本会議のときも御答弁をさせていただきました

が、知立が３％という地域手当につきましては、

先ほど来、話が出ておりますように、国からは特

にこういうことで３％だという具体的なお話とい

うのはないということでございます。刈谷が12、

豊田が12の中で知立は３、あるいは安城も３とい

うようなことがどういう根拠に基づくものか、一

忚の調査に基づいてこういう数字を出されたとい

うことではあるものの、今言いますように、お隣

の刈谷、豊田が12のところを知立が３というのは

どういうことかなということでございます。 

ただし、今回御提案をさせていただいておりま

すのは、基準が３ということで何でも３だという

ことではなくて、今、秘書課長も御答弁をさせて

いただきましたが、近隣のところも変わってきて

おる、あるいは愛知県も変わってきておる、こう

した中で、知立も今までどおりの知立でいいのか

どうかということから今回いわゆる県とは１年お

くれということにはなりますけども、県並みにさ

せていただきたいということでございます。 

○高橋委員 

抜き足さし足忍び足でね、何とか横並びという

ことでいろいろ苦労されてるその姿を私は全く無

視するつもりはありませんが、しかし、３％の根

拠もお互いに腹に落ちんのに、それがガイドライ

ンだと言われたときにはね、これはたまったもん

じゃない。このあたりはやっぱり幹部団が国に対

してね、総務省に対して、もう尐し言うべきこと

をきちっと言うべきだと。 

林市長ね、あなたの給料は先ほど言ったように

常勤特別職の給与に関する条例で決められるけど

も、職員の場合は、この人事院勧告の先ほど言っ

た流れの中で、とりわけ３％と、地域手当。腹に

落ちなかったら市長がちょっと上京するなりして、

きちっと知立の意思なりを伝えるべきじゃありま

せんか。どうですか、それぐらい部下のために働

いたらどうですか。働いたって語弊があるけども、

きちっとした御意見を述べてね、善処してほしい

と。きちっとした理屈を明らかにしてほしいとい

うぐらいはやらんと、これはトップの役割果たし

たことにならないじゃないですか、どうですか。 

○林市長 

これに限らず、やはり納得できないことは当然

問いただしていくという姿勢は今後もやっていき

たいと思っております。 

そうした中で、この件、私も納得いかないとい

うことで担当部長の方にくれぐれもしっかりと聞

いておいてくださいということで申し上げており

ました。私が上京して、これをとっていくまでは

してないですけれども、いろいろな手段で、この

件については今後も問いただしていきたいなと思

っております。 

○秘書課長 

とりあえず今は途中下車なんですよ、８、6.5

ね。まだ途中下車で終着駅は３ということでしょ

う。終着駅までにちょこっと途中下車しようとい

うだけの話なんだわ、これ。終着目標が３ですよ。

市長は、きちっと部長に問いただしてくださいと

いうんじゃなくて、部長にそんなことをね、もち

ろん部長はやりますよ、それは。トップとしてね、

いやいや、こんなことを職員にかぶせられたらも

たんと。私はトップとして必要なら副市長と一緒

にきちっと意見を言っていくんだと。受け取って

くださるかどうかは知らんが、異議ありと、３％

に。根拠薄弱と、地方分権を無視するのかと、国

家統制じゃないかと、そういうものをきちっと意

思表示をされるべきだということをさっき聞いた

んですが、されたんですか。 

○林市長 

上京しては私は言ってないです。 

○高橋委員 

上京して言って来いということをいっとるわけ
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じゃないですよ。市長としてこういう対忚につい

て部下職員が３％で対忚せざるを得ないというこ

の勧告の中身について、知立の市長として異議を

言われるべきではないか。その方法については私

は適切な方法をあなたが選ばれればいいと思うん

ですが、どうなんですか。上京してないという話

だけども、具体的に意思を表明されたんですか。 

○林市長 

この３％はどういう根拠かなということで担当

部長に聞いていただいております。 

そうした中で、自分自身が直接言ったというこ

とはまだないです。 

○高橋委員 

そのレベルの話じゃなくて、あなたが３％に納

得されておればいいですよ。地域手当３％妥当だ

と。３役は地域手当は今もらってませんからね、

妥当だと、やるんだということならいいけども、

御自分でも疑問だとおっしゃるなら、担当部長に

よう聞いといてくれよというレベルの話じゃない

と私は思うんですよ、本件は。実務的にすり合わ

せが足らなくてすり合わせておいてくださいとい

う話なら担当部長がすり合わせればいい。そんな

ことはすぐできる話。 

ところが、そうではないもっと全体に地方自治

体を含めた人件費の削減という大きな枠の中から

発想されている問題でありまして、この枠につい

て根拠と内容、正当性薄弱と。我が愛する部下の

職員にこういう根拠もない地域手当の押しつけは

まかりならんといって言わないと市長の役割果た

したことにならないじゃないですか。そのあたり

を私は、副市長がもう尐しねんごろに市長を補佐

すべきではないのかというぐあいに思っておるで

すが、副市長、どうですか。 

○清水副市長 

今回提案をさせていただいておりますこの地域

手当の関係でございますけども、御質問者おっし

ゃいますように、３％の根拠はどうだということ

でございますが、平成17年に調整手当というもの

が廃止をされて地域手当という形に移行したわけ

ですけども、そういった中でも、その10％、おお

むね愛知県内はどの市町村も愛知県も含めて10％

調整手当という形になっておったわけですけども、

この調整手当そのものについてもいろんな地域的

ないろんな賃金水準だとかそういう格差があるに

もかかわらず、すべてが一律10％はどうなんだと

いうような議論も確かにあったと。そういう経過

の中で、地域手当に変更がされ、それぞれの地域

におけるそういう民間の賃金水準、そういうもの

との均衡を図るというような趣旨があったのだと

いうふうに私は理解しております。そういうこと

の中で、刈谷、豊田については12、知立市は３と

いうことに結果的になったんだというふうに理解

しております。 

しかし、そういった激変ということについては、

非常にこれは生活の大変重要な部分でありますの

で、そういった大きな急激な変化ということは、

これはできないということで当時もそういう判断

をする中で、経過を見てきたということでありま

す。ここまで来た時点においては、そういう本来

の３％がいいのかどうかということは尐しまだま

だ議論が必要かというふうに思いますが、今まで

の人事院勧告の取り扱い、あるいは隣接、あるい

は愛知県人事委員会の勧告等々を参考にしながら

知立市の職員の給与というものを定められてきた

という経緯がありますので、そういった線、そう

いったことを考慮、尊重しながらやっていくこと

が必要だというふうに理解をしているところでご

ざいます。 

○高橋委員 

全然私の質問に答えてもらっておらんがね。そ

れは清水副市長から調整手当の講義を聞くことは、

私やぶさかではないけども、10％が妥当であった

かどうか、それはそういう根源的な議論をやれば

ありますよ。もともと人事院が地方自治体の職員

の給与を頭ごなしに決めるなんてこと自身がおか

しな話なんだわ、それは。そういう議論をすれば

ね。だけどさっき言ったように、人事院勧告もな

きゃだれが職員の給料を決めるのということにな

るわけでしょう。 

したがって、人事院がそういう意味合いを含め
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て国家公務員に示した基準を地方に当てはめてい

こうじゃないかと、当てはめ事項なんですよ、し

ょせん。そのときに地方自治体の独自の財政力が

職員の分布、あるいは能力、識見、その地域の給

与の水準、こういうものを勘案して決めていくわ

けですからね、その参考に人事院が勧告をすると

いうこと、それをはなから無視する必要はないけ

ども、そういうものなんですよ、しょせん。 

だから今、私が申し上げたように、３％、じゃ

あ何で３％なのと。副市長はそれについて腹にお

さまっておるんですかといったらね、どうもおさ

まってないようだけども、人事院が言ってくるか

らしょうがないんだと。だからかぶせていくんだ

ということで、私は、そういう点について部下の

疑問や悩み、しかも待遇、処遇が悪くなっていく

方向へベクトルが動いておるんだから、そのとき

に職員では言えないようなことでも幹部団が国に

向かってもともと人事院勧告とはかようなもので

はないのかと。地域手当はなぜ３％なんだと、こ

こが理解、納得できない限り承服できんという趣

旨のことを言うべきだし、言ってほしいわけです

よ。 

その点で、先ほど市長がああいう答弁でしたか

ら、番頭役のちょっと年配の副市長が、そこらあ

たりは尐しサジェスチョンをされたらどうですか

というのを私は言っただけのことで、いやいや、

それに当たらないという答弁だった、今ね。そん

なことは高橋委員に言われる必要ないと。そんな

こと言っていく必要ないという答弁だわね、副市

長の話は。市長よりもっとひどいわね。これでは

ね、たまったもんじゃないですよ、部下は。一手

に企画部長が引き受けられてね、たまったもんじ

ゃないですよ。何で３％と、相変わらず回答でき

ないと。これでいいのかということですよ。市議

会としてね、私はこの不明瞭な案件を手を挙げる

ことができないじゃないですか、今のような答弁

では。どうですか、もう一回、副市長。 

○清水副市長 

私といたしましても、こういったことを職員の

皆さんにお願いをしていかなくてはいけないとい

うことに関しては、非常に心を痛めるいう分は、

これは正直なところでございます。 

ではありますけども、先ほど申し上げましたよ

うに、私どもの給与というものは、過去に経過か

ら申し上げても、そういったものを考慮していく

ということだと思います。そのことに関して、市

長へのサゼスションということでございますけど

も、私といたしましては、そういった知立市の職

員の全体を考慮すれば今回の提案については必要

ではなかったかなと、必要だというふうに考えて

おります。 

○高橋委員 

私は茶の木畑で必要論を引き出しちゃったよう

な話になっちゃって、市長は10％、副市長もそれ

なりに言及しとるからね、それはいいじゃないか

という趣旨の話なんだわ、今の話は。 

ちょっと私、納得できないね、幹部団のこの姿

勢は。これでは知立市に体を預けて一生懸命やろ

うと。もちろん分権処分がない限り市の職員とい

うのは営々として仕事をやっていくわけだけども、

やっぱりしかしそこには人として温かいものを感

じて、幹部団に直接言うか言わんかはともかく、

厚い信頼を持ちながらお互いに仕事をするという

ところに生きている者の価値があるんじゃないで

しょうか。 

また、トップに立つ者は、尐々言いにくいこと

があっても、それはルールとしてきちっと言って

いく、言うべきことは言う。しかし、それだけで

済まない点もあるんで、何とか職員との合意を見

出しながら対忚もせざるを得ない。不利益を遡及

させようというわけだから、不利益を職員に与え

ようというわけだから、その不利益の根拠が何な

のかということが明確になるようなおぜん立てぐ

らいは幹部がやらんかったらね、これは幹部とは

いえないですよ。そのことを私の持論でね、押し

つけはしませんけども、そういう幹部団であって

ほしいし、そうでなかったら450人の職員はつい

てきませんよ。一部の者はついてくるかもしれま

せんが、450人ついてきません。そのことをしっ

かり申し上げておきたいと思います。 
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残業の６時間の問題ですが、60時間を超えて残

業を行っている実態、本会議でちょっと聞きまし

たが、何か紙にしたものはないですか。昨年度あ

るいはことし平成21年でいいですよ、あるいは平

成20年度でもいい。平成20年度は決算調停済み、

平成21年度はあと１カ月、半月残して終わります

がね、60時間を月に超えるような実態、どんなあ

んばいでしょうか。 

○秘書課長 

時間外勤務の月60時間を超えた場合の実績です

けども、本会議においても企画部長が答弁させて

いただきましたけど、昨年の４月の状況とことし

の１月の状況ということでお話させていただきま

したけども、一忚平成20年度と平成21年度月ごと

の、日曜日もちょっと含んでおりますけど、集計

したものは用意してありますけども。 

以上でございます。 

○高橋委員 

それを出してほしいと思います。 

○秘書課長 

後ほどでよろしいでしょうか。 

○高橋委員 

出していただくんですが、平成20年度、そして

平成21年度の年度末まできているですが、60時間

を超えたのは２課だけだと。２回にわたるだけだ

ということですか。これは個人に着目しているわ

けで課ではないわけですが、多分その課がそうい

う境遇になると。業務の実態になるというところ

から発生してくると思うんですが、それは２課と

いうか、２回の波以外には全く60時間というのは

ないですか、オーバーするのは。 

○秘書課長 

御紹介したように、３月とか年度末ですね、そ

の辺に大体集中しております。課の方も４月はそ

ういう年度末及び課税の状況で税務課とか総務課、

あと、３月にありますと決算の関係で水道業務と

かそういうところも入っております。あとは通年

的には人数的にも尐なくなっております。 

以上です。 

○高橋委員 

ちょっと出してもらってくださいよ。 

○水野委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午前10時52分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前10時53分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午前10時53分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前11時01分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

今、休憩中に資料いただきました。時間外勤務

60時間超ということで、４月と３月が多い。今年

度の３月はまだ調定されていないわけですが、そ

れで、こういう形で人数のばらつきはあるけれど

も、通年的に60を超える残業があって、むしろ人

数的には平成21年の方が３月調定前の段階で多い

と。時間も多いですねということになっているん

ですが、今回の条例でこれを一掃できますか。 

○秘書課長 

今お配りした平成21年度において尐し人数がふ

えてるんじゃないかということでありますけども、

平成21年度につきましては、定額給付金の関係が

当初３月から始まってありましたので、その担当

課及び、あと福祉課においても生活保護の関係で

ふえていると思っております。あとは前年と比べ

て大きな違いはないかなと思います。そして、今

回のこの条例施行によって時間外が減るかどうか、

これはやはり所属においての仕事の配分ですね、

その辺もよく見直していただいて、この60時間を

超えないというのを原則としてやっていくように

今後周知していきたいと思っております。 

○高橋委員 

60時間を超えないようにやっていくように周知

すると。それは構えはいいと思うんですね。構え
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はいいと思うんですが、現実が実態が変わらない

と周知だけでは何ともならないという面がありま

す。 

私、本会議でも言ったように、例えば災害が起

きて、１週間なら１週間職員が張りつけになって

おると、こういう事態をあらかじめ想定して60時

間を超えてはならんというふうに機械的に申し上

げるつもりはないけども、恒常的に任務、これ今

申し上げたように、お互いに見ればわかるんです

が、多尐のイレギュラーはあるにしても、毎月毎

月60時間を超える職員が尐なからず存在している

というわけでしょう。この１つ１つをきちっと分

析しながら、何でこういう事実が起きるのかとい

うことにメスを入れないと具体的な処方は明らか

になりませんよね。どうですか、そこを含めて60

時間を超えないような歯どめが具体的にかかるの

かどうか、この点、尐し見通しについて具体的に

述べてください。 

○秘書課長 

恒常的な職場においては、１年間通じてではあ

りませんけども、特に昨年の４月からですけども、

やはり生活保護というのが事務が多くなっており

ます。そんな関係で、本年度平成22年度で職員も

増加して、それに対忚させていただくと。ですか

ら１年間御苦労をかけたわけですけど、その辺は

そういうような対忚で行っていきたいと思ってお

ります。 

ほかの担当課においても、年度初めに来年度に

向けての職員の配置ヒアリング等の中で、その要

望をお聞きして、配置等もその要望をお聞きした

中で、適宜仕事の必要量に忚じて職員を配置して

いるという状況であります。 

○高橋委員 

60時間という残業は、これをどう認識するかと

いうことが一つあると思うんですね。これは大変

な残業だと。１カ月で60時間残業するというのは

大変な残業だというふうに私は理解しているんで

すが、どうですか、認識は。 

○秘書課長 

月に60時間といいますと、平日だけであっても

３時間を１カ月20日を、それとすべてではありま

せんけども、土曜日とか日曜日においてもそうい

った勤務をする必要がある場合があります。そう

いった場合ですので、実際に60時間勤務するとい

うことになりますと大変なことだと思っておりま

す。 

○高橋委員 

私は、大変な残業時間を根絶してほしいと。今

回出された60時間、60時間で私もまだ多いと思う

んですが、尐なくとも今回条例になっている労働

基準法の改正を含めて条例になっている月に60時

間を超えるというような職員を知立市は生み出さ

ないと、そういう残業をさせないと、そういう環

境をつくらないと。 

例えば定額給付金でもね、それは一気にきまし

たので大変でしたが、例えばその場合でも部内の

忚援をもっとできないのかどうか、部内で。定額

給付金の実務もそう簡単ではないにしても、あの

ときもアルバイトを即雇いましたよね。企画課長、

苦労してあなた頑張りました。これは一気にきた

のでそうなったわけですが、今度でいう子ども手

当みたいなものがどうなるのかなという気持ちも

あるわけですが、これは政策として国からくるん

だから、いろいろ意見を言うにしても、それは期

日までにやらなきゃならん。そのときに、ある程

度人海作戦がいる、人もあるいは時間もかかると

いうような場合にも、人は城ですからね、この部

内の異動も含めて忚援体制も含めて対忚し、60時

間を超えるような働き方はさせないということを

私は明言できないのかなというぐあいに思うんで

すが、どうでしょうか。 

いろいろ要因がありますけどね、そうならんよ

うに所属長がきちっと目配りをして、今まで以上

に職員の健康や残業の実態に心を砕いて、そして、

60時間を超える残業は本条例施行後はつくらない、

生み出さないというふうにしてほしいと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

○秘書課長 

一定の期間にどうしても事務が偏る場合は、当

然その他の部課の職員を求めて行っているのが実
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情です。例えば、きょうまでですけども、確定申

告の時期になれば、ほかの部門の職員も忚援に出

ておりますし、当然、税務課内においても、ほか

の係の協力も得て対忚しているという状況であり

ますので、そういったようにいっときの場合の事

務量の増につきましては、そういった対忚をして

いただくように、また、課長会においても、その

辺お話をさせていただければと思っております。 

○高橋委員 

生活保護のケースワーカーが２名が３名になり

ました。ことしの４月でね。しかし、生活保護が

だーってふえてきて、なかなか事務が専門的で奥

が深いんですよね。だから長時間の残業になった

と今回の議会でも明らかになりました。今回新た

に２名来年から増員していただいて５名にしてい

ただくと、こういう事務量が恒常的にふえること

についての職員体制の強化、これはこれでやって

もらわないかんけども、そうではなくて、臨時に

起きた発生した業務についても、先ほど言った部

下の連携よろしく対忚して全体の60時間を出さな

いと。この目配りは秘書課長１人ではとてもじゃ

ないが対忚できないというふうに思います。企画

部長、あるいは副市長、そして市長、ここらあた

りがしっかりと職員の健康管理、そういう立場に

きちっと立脚して指揮をとると、60時間を出さな

いということを庁内外に具体的な文書通達も含め

て幹部の決意を庁内外に示すことが必要ではない

かと思うんですが、いかがでしょうか。 

○企画部長 

今、御質問者おっしゃいますように、この条例

ができてそのままということでは何ら変わりはご

ざいませんので、今、秘書課長もお話申し上げま

したですが、係内の２部分担が今のままでいいの

か、あるいは課の中のお手伝い、あるいは課を超

えた部内のお手伝いと、こうしたところへもこれ

から各課の所属長は心を配っていただくようにき

ちっとお話を申し上げていきたいというふうに思

います。 

○高橋委員 

市長の考え方を聞かせてください。 

○林市長 

本会議でも申し上げたと思うんですが、この60

時間以上は避けなければいけない思いがございま

すので、部長会議等々いろんな機会を利用して活

用させていただいて徹底を図っていきたいなと思

っております。 

○水野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第７号について挙手により採決します。 

議案第７号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

挙手多数です。したがって、議案第７号 知立

市職員の給与に関する条例及び知立市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

の件は、原案のとおり可決すべきものと決定しま

した。 

議案第８号 知立市特別職の職員で常勤のもの

の給与に関する条例の特例を定める条例の件を議

題とします。 

直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第８号について挙手により採決します。 

議案第８号は原案のとおり可決することに賛成
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の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

挙手全員です。したがって、議案第８号 知立

市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

の特例を定める条例の件は、原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

議案第９号 知立市教育長の給与、勤務時間そ

の他の勤務条件に関する条例の特例を定める条例

の件を議題とします。 

直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第９号について挙手により採決します。 

議案第９号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

挙手全員です。したがって、議案第９号 知立

市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関

する条例の特例を定める条例の件は、原案のとお

り可決すべきものと決定しました。 

議案第10号 知立市長、副市長及び教育長の政

治倫理条例の件を議題とします。 

直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高橋委員 

第10号、政治倫理条例についてお尋ねをいたし

ます。 

きょう、職員の関連する倫理規定が配付をされ

ました。この中心点で結構ですから御紹介いただ

けますか。 

○秘書課長 

職員の倫理規定の案ということでありますけど

も、この倫理規定の条項は11条からになっており

まして、目的ということで倫理の保持に必要な措

置を講ずることによって市民の疑惑、不審を招く

ような行為の防止を図って市民の信頼を確保する

ということが目的でうたっております。 

それから、定義の第２条ですけども、こちらに

つきまして、地方公務員法に規定する一般職の職

員ということであります。これにつきまして、教

育長も含んでおります。それから、事業者等とい

うことで、法人その他団体、営利目的の事業を行

う個人も含んでおります。 

そして一番重要になりますのが、利害関係者と

いうことで、それぞれ職員が職務として携わる事

務の区分に忚じて定めております。それが６項目

にわたって述べております。 

それから、第３条につきまして、倫理行動基準

ということで、私たちが使命を自覚し、倫理の保

持を図るために遵守すべき行動基準ということで

５項目ほどうたっております。 

そして、４条に利害関係者との間での禁止行為

というもの、それから、禁止行為の適用除外とい

うことで８項目述べております。 

それから、第５条以下は禁止行為の例外、利害

関係者以外のものとの間における禁止行為、それ

から、講演会の場合の規制ということで、以上の

ことにつきまして総体的に述べておりますので、

細かいことにつきましてちょっと疑問な点、そう

いったものがあった場合に倫理監督員、この場合

は企画部長が担当しますけども、そちらの方に相

談をするということで８条で述べております。 

それから、９条におきましては、贈与等の報告、

贈与等があった場合は、その都度、倫理監督員に

報告して対忚するというものであります。 

それから、第10条で倫理審査委員会というもの

をおきまして、倫理の保持を図るためにおいてお

ります。そして委員には副市長を初め各部長及び

私、秘書課長が入っております。 

11条におきましては、違反者の処分ということ

で処分を行うというふうになっております。 

概要につきましては以上でございますけども、

あと、実際に運用面において、どういった場合に
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該当するのかというのを各職員からいろんな事例

が出てきますので、その都度、実務の手引という

ものを作成して対忚に努めたいと思っております。 

以上であります。 

○高橋委員 

一通り述べてもらいましたが、特に第４条の禁

止行為ですね、この禁止も例外規定を設けられて

いますが、（１）から（10）までございます。こ

の具体的に書かれている、例えば、一杯飲んじゃ

いかんとか、遊戯、またはゴルフをすること、旅

行に一緒に行くこと、公務以外で。飲食もパーテ

ィなど不特定多数のおる場合はいいよとかいろい

ろ例外規定があるんですが、職員の皆さん方のこ

の規定についての反忚というのはどんなふうに受

けとめてみえますか。 

○秘書課長 

まだ職員の方には、この３月に入ってから一忚

周知、配付させていただいたものですから、まだ

まだ配付したときには、こういうものはどうなる

のかというような、単純にゴルフはいけないけど

釣りはいいのかとか、そういったような区分はど

うかという細かいことまでが今後も出てくるかな

と思いますけども、やはり利害関係者との禁止行

為ですので、それが自分の職務と関連づけて、こ

れは市民に誤解を招くかどうか、その辺が一番重

要になるかなと思いますので、この点はまた疑問

点がありましたら人事の方で職員に周知していき

たいと思っております。 

○高橋委員 

こういうものが４月から明文化されるわけです

から、今まで利害関係者とおぼしき人とこういう

行為をしていたような雰囲気が職員の中でないと

はいえないというふうに自覚された場合には、４

月１日以降この規定に沿ってみずから律していく

と。それはゴルフであれ、釣りであれ、忚用問題

ですから、請負関係にあるものと個別にゴルフに

行くのも釣りに行くのも似たり寄ったりの話でし

て、現にそういう雰囲気とニュアンスの中に身を

置いていらっしゃる向きの職員が自覚できるとし

たら、みずから、これは４月１日からこの倫理規

定に沿ってきっちりと対忚する、そういう意味で

の職員の自覚の発揮といいますか、倫理観の高揚

といいますか、そういうものが必要だと、４月１

日に当たって思うんですが、そのあたりはどんな

ふうに受けとめていらっしゃいますか。まだこれ

は全員に周知されてないということですか。 

○秘書課長 

職員には各課等へメールで配付しておりまして、

その中には、やはり国家公務員の倫理法に基づく

基準とかその辺も参考にしていただくように一忚

添付してあります。 

ただ、膨大なものになりますので、やはり個々

の原課において、こういった場合はどうかという

のをどうしても示す必要があるかなと思いますの

で、やはりこの点については、私どもではわから

ない点は各担当課にはあると思いますので、その

辺をお聞きしながら職員に示していきたいなと思

っております。 

○高橋委員 

倫理規定ですからね、べからず集ではないわけ

ですから、やっぱり前向きに事をとらえていただ

くと。職員はかくあるべしということをきちっと

みずから職務に向かう場合の対忚、あるいは私生

活も含めた職員こうあるべきだというモラル、こ

ういうものがみずからの中にきちっと構築されて

おれば、べからず集をつくって何事だということ

にはならない。前向きな議論がこれは大事だと。

こういう場合どうするんだ、べからず集の適用範

囲を競い合うというような議論ではなくて、前向

きな議論が必要だということでお互いが地方公務

員として、べからず集ではなくて、これを一つベ

ースに市民に信頼され、あるいは市民から温かい

サービスを受けていただいてありがとうございま

すという感謝をされるようなそういう職員にみず

からも成長していってほしいというふうに思うん

ですが、その辺の規定のとらえ方というか考え方

についていかがでしょうか。私は、そういうふう

にとらえたいというふうに思うんですが、どうで

すか。 

○秘書課長 
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やはり法律で決まってるとかそういうものでは

ありませんので、それぞれ自分の職務に忚じて市

民から疑惑とか不信感を招かないということが一

番大切でありますので、その点をこういった場合

はどうかという疑問があったときには、私どもと

してはお示しできますけども、これはやっぱり常

識の範囲というのが一番あると思いますので、先

ほど委員から言われた、べからず集にもなっても

いけませんし、やはり職務がスムーズに行うとい

うのが一番大切ですので、その点も踏まえて、そ

の辺も決めていきたいと思います。 

○高橋委員 

具体的に政治倫理条例の内容について尐しただ

したいんですが、第３条の（５）に職員採用のあ

っせん禁止、紹介をしたりはしてはいけないよと

いうね、これは本会議でやりました。そのときの

副市長と任用委員長との関係について私、お尋ね

しました。矛盾があるんじゃないですかというこ

とについて、その後、この条例をみずから持って

いる先進地の実態も調査もしていただいたと思う

んですが、どんなような運用をされているのか、

わかったら御紹介してください。 

○秘書課長 

本会議で議論になりました任用試験委員会の副

市長の委員として入るということにつきましてで

すけども、その後、私ども政治倫理条例をつくる

に当たって参考とさせていただいた他府県の市に

紹介させていただいたところ、まず、関係市にお

きましては、９市この職員採用あっせんの条項が

入っております。15市調査したわけですけど、そ

のうち９市が入っております。その中で、任用委

員会というのがあるという市が４市ありました。

その中に、当然、副市長とか教育長含めた該当し

てる市がございました。 

それから、任用委員会そのものはありませんけ

ど、職員の採用の面接委員として参加していると

いうことで市長、副市長、教育長というのが半分

の４市入っておりました。 

以上であります。 

○高橋委員 

そこから学ばれた教訓というのはどういうふう

ですか。 

○秘書課長 

この倫理基準の１項の第５号、市職員の採用に

関しての推薦または紹介をしないということにつ

きましては、これは当然のことでありますので、

特別職の倫理基準の中に重要なものになるとは思

います。 

ただ、あと副市長の立場としても職員任用規定

によりまして委員の５人のうちの１人として市長

が任命しておるわけです。そんな中で、委員会の

委員長として委員会の担任する事務を処理してい

るということでありますので、委員会のこの決定

事項につきましては、各委員の合議制で決定して

おります。職員の採用につきましても競争試験の

結果に基づいて任用の候補者名簿を作成するのが

事務となっております。ですから、特にだれだれ

さんを推薦とかそういうことにはならないかと思

っております。ですから、今回のこの知立市の任

用委員会の委員として入ることには問題はないと

思っております。 

ただし、今回この条例が施行されることによっ

て、やはりこの採用に関しての推薦または紹介を

しないというのが当然のことでありますので、今

後はこの条例を機に、さらにこの規定違反で疑惑

をもたれないようにすることが重要かなと思いま

す。 

以上であります。 

○高橋委員 

職員採用の場合、任用規定にもありますが、採

用基準を明確にするとか、選抜候補を決めるとか

いうことも任用委員会の仕事になっています。 

現在、私の知るところによれば、共通の筆記試

験、１次試験と呼ぶのでしょうか、共通の筆記試

験をやって、一定の点数以下の者については、数

字的に点数が出ますからね、これをもう排除する

と、これは不合格にすると。必要な求人数とそれ

を若干上回る人々を１次合格者にして、２回目で

面接をやるんですか。これは合議制とおっしゃっ

たけども、どうやって決めるんですか、最終的に



- 18 - 

は。ちょっと任用の方法、仕組みについて、我々

もよく周知していないので、お知らせ方を含めて

答弁を願いたいと思います。 

○秘書課長 

職員の採用の選考の基準等でありますけども、

第１次試験ということで選択科目、教科が一般科

目が教養試験といわれるものがあります。それと

あと、適性検査が行われます。そして、保育士に

おきましては、専門試験があります。そういった

中で、第１次試験を点数化して第２次に進むと。

第２次試験におきましては、作文、面接、この保

育士においては実技を本年度取り入れさせていた

だいております。 

その面接、作文、それから実技等におきまして

も点数化しておりますので、その点数をもとに上

位者から判定をしていただくというのが順序であ

ります。 

以上であります。 

○高橋委員 

そうすると任用委員５人ですから、副市長入れ

て５人でしたね、たしか。そうすると、例のフィ

ギュアスケートじゃないけども、それぞれの５人

の委員が持ち点数で表示していくと。副市長もそ

のお一人だと、あるいは企画部長もそのお一人だ

と、その他入ってみえる部長職もその一つだと、

こういうことでお互いに点数を出し合って、それ

を平均化するということですか、最終的に行う作

業は。そして上から取っていくと。それが合議制

ということなのという意味なんですか。 

○秘書課長 

今、委員のおっしゃったように、やはり点数化

されて、それから上位の者から選抜していくとい

う格好になります。面接委員は、それぞれその職

種によって任用委員とは違うメンバーになってお

ります。 

以上であります。 

○高橋委員 

面接は任用委員がやるんじゃないですか。どち

らさんがおやりになるんですか。 

○秘書課長 

面接の方も集団面接と個人面接というのがあり

まして、個人面接の中で、例えば保育士等であれ

ば、当然保育士の専門の担当の部長、課長とかそ

ういう方を入れるというような配慮、あと、技術

職等であれば、当然技術関係の部長というふうに

面接委員が入っております。 

以上であります。 

○高橋委員 

そういう一連のシステムを通じて、最終的に総

合的に最もふさわしい方が上位からずっと採用さ

れていってね、必要なメンバーまできちっと採用

するということがきちっとできれば一番いいわけ

だし、また、そうしなきゃいけない。そのときに

１人突出して特定なものに思いを込めていく方が

あったとしても、それは全体の機構の中で平準化

されてくるんだということを今おっしゃったんで

しょうか。その機構というのは、そこに一つのし

かけというか、力点を置いた組織になっているの

か、そのあたりはどうなんでしょうか。 

つまり、副市長が先ほど言った倫理の規定に基

づいて入られてもね、もちろんそんなことはあっ

ちゃいかんけども、１人突出して意中の人があっ

たとしても平準化されていくんだという機構にな

ってるという理解でいいですか。そこを主張した

いわけですか、どうですか、そこ。 

○秘書課長 

やはりそれぞれ面接委員が点数をつけるわけで

すので、それぞれある程度、意見等も違います。

それでも点数化されて、全員の合計の平準化した

ものでいきますので、その個人１人が例えば満点

にしても、反対に尐なくなってもこれは平準化さ

れてきますので、恣意的な部分は入ってこないと

考えております。 

○高橋委員 

ぜひ任用についてのいろんな市民の意見を私た

ちも聞かないことはありません。大丈夫かなとい

うことも、るる聞かせていただくので、ぜひその

疑惑を受けないように、今言われるように、合議

制とそれぞれの持ち場できちっと選考すると、評

価するということにぜひ今後も専念していただき
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たいということを申し上げておきたいと思います。 

それから、７条なんですが、７条というのは何

を決めているかと言いますと、政治倫理基準に違

反している行為があったと。もちろん違反してい

るということのためには審査会が違反していると

いう向きのことを答申するわけですけども、その

場合に、違反している旨の指摘がされたときは、

市長は、みずから市民の信頼を回復するために必

要と認められる措置を講じなければなりませんと

いうふうに書かれております。以下、すべてが必

要な措置を講ずると認められる措置という言葉で

共通しているんですが、この必要と認められる措

置というのは、この条例で何を想定されているの

でしょうか。 

○秘書課長 

この第７条の信頼回復のための措置ということ

でありますけども、やはりこの調査報告書におい

て指摘されたときは、この報告書を尊重して、そ

の市長みずからが市民の信頼回復のために必要と

認められる措置、だから、どういったものがある

のかという話でありますと、当然法令違反であれ

ば罰則等がありますので、市長等の立場において

一定の説明を市民に果たすということがこの必要

な措置というふうに考えております。 

○高橋委員 

説明をすればいいんですか。つまり、この倫理

条例の違反行為については具体的に例示せよと書

いてあるわけ。審査会に提出するのに具体的な客

観的な資料を出しなさいと。30人以上の署名を持

って来いと、こう書いてあって、審査会が事実違

反行為があったという場合に、違反の現状をもと

に戻すという行為は要求しないんですか。 

つまり、さっき出た例が正しいかどうか知りま

せんが、任用に当たって明らかに特定なものの意

向が働いて、Ａ君が、あるいはＡさんが採用され

たと。おかしいじゃないかという疑念が生まれた。

審査会やったら審査会がその向きそのとおりと。

違反行為があったと。こういう場合もあるわけで

すね、一つの例示として。この場合に、市長等は

説明すればそれで必要な信頼回復の措置だという

ことなんですか。私は、その場合には、合格者を

不合格にするということも含まないと、必要な信

頼回復にはならんのじゃないかというふうに思う

んですが、いかがですか。 

○秘書課長 

この第７条での信頼回復のための措置ですから、

各３条による政治倫理基準それぞれが違反した場

合ということで、今その職員採用について例示さ

れたわけですけど、こういった場合は、当然その

調査報告に基づいて事実であれば、ある程度の措

置はしないといけないかなと思っております。 

○高橋委員 

ある程度の措置をせないかんわね。信頼回復に

至る措置をせないかんわけだがね。だから、その

審査会が違反行為を認定するというようなことは

並々ならぬことがあるということでしょう。それ

を認定した場合には、説明責任はもちろんだけど

も、これは市長の減給、減俸ということもありま

したね、本会議では。10％給与を下げると、そう

いうことも必要なんだけども、例えば現金を不当

に公金を奪った者については返還を求めるという

ことが一般的でしょう。これは犯罪の場合には。

だから、そういう行為が違反行為については元へ

戻すと、違反のなかった段階へということも当然

この条例は想起しているというふうに私は理解す

るんですが、そういう理解でいいんですね。 

○企画部長 

今、具体的に採用のお話が出ておるわけでござ

いますが、そうした場合に、現実そうなった場合

にはどうなるのかということでありますが、なか

なか今この場でそういう事実があったらというお

話ですので、ちょっと何とも御答弁をさせていた

だきにくいかなというふうに思いますが、ただ、

この間の本会議でもちょっと御答弁をさせていた

だきましたが、場合によっては、例えばみずから

がその職を辞するなり、あるいは例えば選挙で出

てみえる市長のような方ですと次の選挙には立候

補しないというような場合も考えられるんであり

ましょうが、それはその辞令が出たときに重さと

いいますか、重大性にかんがみ、みずからが御判
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断をされるということになろうかというふうに思

います。 

○高橋委員 

だから、その具体的な信頼回復に至る行為とい

うのは、市長等に専ら任されておるというか、市

長等のこの政治倫理条例の認識の度合いによって

決まってくるということがいえると思うんです。 

ただ、市民の側にも倫理基準を設けているんで、

例えば、うちの子を入れさせれくれといって依頼

されたと。その依頼を受けて長等がその行為をや

ったということであれば、その政治倫理条例でい

えば市民のモラル、規範に対して、それは逸脱し

ていると、市民が。長等も逸脱しているというこ

とであれば、当然おたくの息子の採用は無効にし

たいと長等がそういう決意をして依頼者にそうい

うふうにしたいから辞退してくれと。解雇という

わけにはまいらんだろうけども、辞退してくれと

いうことも信頼回復に必要な措置に大事なポイン

トだと。 

その上で、長等が言及するなり、あるいは職を

辞するなり、その問題の大きさによっていろんな

措置が出ると思うけども、その両方を含んでいる

と、第７条はというふうに理解するんですが、可

能性としてね。説明だけすればいいと。長等が何

か責任とればいいというだけではなくて、そうい

うことも包含した条文になっているというふうに

私は理解するんですが、そういう理解でいいかど

うかということです。 

○企画部長 

ちょっとそこまで想定はしておりません。基本

的には身を律すると、市民も三役の方もそういう

ことでありますが、基本的には間違いを起こさな

いということが大前提でありますので、それがあ

ったときにはということで今回のこの第７条、あ

るいは第８条があるわけでございますが、今言わ

れる、もしあったらということでございますが、

そこまで例えば今の採用ということであれば、第

三者のところまでそういうことが及ぶのかどうか

ということは尐し研究なり検討をした結果であろ

うというふうに思います。 

○高橋委員 

明確な法令違反というわけではないそのゾーン

を判断するわけですよね。明確な法令違反でない

が常識的に言ってちょっと問題だというゾーンを

この条例で律しようというわけでしょう。 

だから、審査会が今回の採用に当たっては、本

人等から依頼があり、市長等はその依頼等を受け

てそういうふうに導いたということが認定される

わけだわね。審査会で認定せないかん。しかし、

これはものすごいことなんだ、これ認定されたと

いうことは。それは内外に発表されるわけだ。市

長が公表するんでしょう。そうすると高橋何がし

が採用試験を受かったけども、これは本人が働き

かけて、そして長等が依頼あっせんして決まった

んだということになれば、それは本人もそれが公

表されるわけだから、書いてありますがね。そう

なったらおれんということだわね、一般論では。

長等も重大な責任を課せられると、こういうこと

になるわけでしょう。その結果おやめになるのか

どうかそれは知らんけども、そういう効果をこの

条例はワンセットでそういう効果を求めておると

いうことですよね。どうですか。やめなきゃいか

んということは書いてない。しかし、その効果を

十分に醸し出す条例になっているということはい

いわけでしょう。そこにある効果は何を意味する

かというのは、おのずと明確じゃないですか。 

○企画部長 

確かにおっしゃいますように、結果としてどう

いう道をたどっていくのかということはあると思

いますが、まず第１に、そういう結果をもたらさ

ない毎日、こういうことが大事であろうというふ

うに思います。 

○高橋委員 

だからね、これをたがをはめることによってお

互いに気をつけようねと、前を向いて公務員とし

て立派に生きていこうねと。市長等もそういうふ

うにしてほしいと、これはこれでいいんだけども、

信頼回復に至る必要な措置と、こうなってるから、

あえてそれはどういうことなんですかということ

を疑問を持つのは当たり前の話で、だから、想定
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はできんにしても、この条文の持つ効果、あるい

はその結果を公表するという条文上の措置からい

うと、そういう違反行為について認定された場合

には、社会的に明らかになるわけだから、それを

お願いした側も、あるいはそれを委託を受けて実

施した側も社会的に重大な負の遺産を背負うこと

になる、ペナルティを社会的に課せられることに

なる、このことに着目した条例だということは一

致できるはずなのでね、その結果、個々のケース

でどうするかということについては個々の人格の

ある方々が決められることだと、ここは異論のな

いところだと思いますよね。いいですよね、それ

企画部長、そういう理解で。 

○企画部長 

おっしゃるとおりでございます。 

○高橋委員 

そこでもう一つ明らかにしておいていただきた

いことがあるんですが、それは第９条ですね、こ

れは請負関係にあるもの、契約関係にあるもの、

契約を結ぶもの、それは下請であれ、孫請であれ、

一部請であれということで、９条だけは独立して

市との請負契約に関する問題が独立しているんで

す。 

そして、条例が言っているのは２親等、２親等

というのは、みずから数えて親へいって一歩下が

るわけだから兄弟ですね、あるいは祖父母、ある

いは子供、それらを含めて２親等になるわけです

が、これらの方が契約の相手側になることを禁じ

ています。 

その場合に、履行されてはならんので、履行さ

れてはまずいので、あらかじめ辞退届を提出する

よう求めています。条例別表にも辞退届の例示が

ありますが、これはいつ求めるんでしょうか。い

つ求めるんでしょうかという言い方はおかしいね。

その辞令がなければ、それはもちろん辞退届も発

生しませんけども、この条例施行時に市長もしく

は長等から、その疑いのある、疑いというか、こ

の対象になり得る可能性のものがあるとしたら、

その段階で辞退届を出していただくというのが条

例の趣旨なんでしょうか。 

○秘書課長 

この辞退届でありますけども、当然この条例が

可決されて施行され次第、そういう関係になるか

どうかはわかりませんので、市長等はそういった

範囲の人がいた場合は、辞退届をあらかじめ出し

ていただくようにこの条例の趣旨を説明して、努

力義務規定ということですけども、こういうのが

ありますので、そういった場合にはこういう辞退

届をお願いしますというふうに申し上げるという

ふうになるかと思います。 

○高橋委員 

今回、本会議でも出ましたが、長等は９条に該

当するような、契約の相手側になるような２親等

はいないというような御答弁をされていますが、

それでいいですか。もう一遍ちょっと確認したい

んですが。 

○清水副市長 

私は、現時点そういう該当する事項はないとい

うふうに認識しています。 

○石原教育長 

私も該当する者はおりません。 

○林市長 

私もおりません。 

○高橋委員 

みえなければ幸いなんですが、これは条例はず

っと生きるわけですから、改正されない限り。長

等は変更の可能性があります。変更という言い方

おかしいけどね。そうなったときに問題が生まれ

てくるのは、我々も体験したことなんですが、辞

退届を提出されなかったと、可能性はあった方だ

としてね。その人は、企画部長本会議で答弁され

たように、指名審査のための手続もされている。

電子入札の対忚もされている。それを否定するも

のじゃないですから辞退届が出ていないと。そう

なると、指名競争入札なり、一般競争入札で該当

した場合には、指名される可能性を残している。

一般競争の場合には本人の意思でその枠にはまれ

ば入札に参加するそのことの権利を留保する条例

ではないわけですから、それはどういう矛盾が起

こり得るわけですね。 
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○秘書課長 

やはり一般競争入札ですと、そういったことを

配慮して参加しないとかそういうことは考えられ

ますけども、当然指名競争入札でありますと適用

な申請届を出されておれば、そういう指名という

こともありますけども、この条例があるというこ

とで、この第１項、第３項の努力規定ではありま

すけども、明文化したことによって市長等のそう

いう２親等の関係者もその辺の趣旨を酌んでいた

だいて、辞退するというふうにしていただければ

ということであります。 

○高橋委員 

辞退されれば問題ないですよ。今、私の関係者

はないとおっしゃるけども、新たな婚姻関係が生

まれるかもしれませんし、それはちょっとどうな

っていくかわかりませんがね、それは一般論でね。

そのときにあらかじめ可能性のある人が全部から

辞退届が出ておれば問題ない。100％問題ないね。

だけども発見できなかったと。あるいは辞退届が

出ていなかったと。この条例は市のその入札に参

加することを拒否する条例ではないわけです。あ

るいは契約の対象になることを拒否する条例では

ない。それは粛々としてやっていくわけです。 

そうなったときに、指名をするときに、あるい

は一般競争入札で業者を選定するときに、長等の

２親等の方は除外すると。辞退届が出ておればい

いですよ、それは指名のときに辞退が出ておるわ

けだからあらかじめ指名せずにやればいい。 

ところが、一般競争入札も含めて２親等内の方

は入れないというような業者範囲のものを示すこ

とはできるんですか。 

○企画部長 

あらかじめ、いわゆる入札参加を排除してする

ことができるのかという御質問かと思いますが、

それはなかなか難しいかなというふうに思います。 

○高橋委員 

そこを規制する条例ではないというふうに私も

思います。 

したがって、辞退届が出ていない場合に、市内

の重要な業者を入れないと指名基準の業者数を満

たせないという場合には、辞退届は出ていないが、

明らかに２親等だということがわかっていても指

名せざるを得ないと、こういう事態が生まれると

いうことですね、可能性として。 

○企画部長 

可能性としては、あり得るかもしれません。 

○高橋委員 

可能性としてはあり得るかもしれない。そこで

落札しちゃったと、ある得るかもしれない。本人

は辞退届を出していただかないと、あり得るかも

しれない。これがかつてのにがい経験だったんで

す。この２親等以内という条例はなかったけども

合法的でしたから。ここに今度は縛りをかけると

いうわけでしょう、この条例は。だけども、それ

は辞退届がない限り可能性否定できないというこ

とになります。 

そうすると、どこに問題があるかというと、市

長等の皆さんの負っておられる立場、皆さん方の

努力義務というか、これが非常に大きいと。説得

できませんでしたでは済まなくなってくるんです

よ、今度。それが審査会に摘発されたと。２親等

以内が入っておるじゃないかと。説得したけども

辞退をしないと。契約は粛々として進んでいくと、

今の答弁。そのときに契約は進んでいくのに２親

等内じゃないかと。これは審査会反対しますよね。

明確ですから反対します。このときに、原状回復

のさっき言った７条でしたか、原状回復の措置と

いうものが具体的に求められる。契約行為はその

まま粛々と進んでいく。そしてものも建っていく、

あるいは納品されてくる。しかし、違反行為が認

定され、そして、天下に明らかになる。しかし、

その行為がおさまらないという場合がこの間あっ

たわけですね。この条例がなかったからあれです

が。そのときに長等の負っている努力義務という

のは非常に大きなものがあると。 

私は、そうなったら辞表を覚悟せないかんなと。

極端な話、辞表覚悟の話だなというぐあいにその

程度の重要問題として受けとめるわけですが、そ

ういう受けとめ方を幹部団がされているかどうか、

ちょっと仮定の話で答えにくいかもしれんけども、
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私はそういうレベルの条例の提案だというふうに

理解していますが、市長いかがですか。 

○林市長 

この条例で先ほどの話でありますけども、やは

り審査会にかけられて、そして、その審査会の中

でおかしいじゃないかという判定下されたと。そ

うした中で、説明を私なりさせていただくわけで

ありますが、非常に重いそういう判定を下された

時点でかなりそういうことが内外に知らされるわ

けでありますから、非常に大きなものがあるなと

いうふうに思っております。 

○水野委員長 

 ここで午後１時５分まで休憩します。 

休憩 午後０時01分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時00分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第10号について挙手により採決します。 

議案第10号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

挙手全員です。したがって、議案第10号 知立

市長、副市長及び教育長の政治倫理条例の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

議案第13号 知立市基金条例の一部を改正する

条例の件を議題とします。 

直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高橋委員 

給食センターが新しくオープンしたことによっ

て給食センター建設のための基金を今回廃止する

と。当然といえば当然のことであります。そして、

この跡地については、既に本会議でも議論あった

ように、普通財産の売却ということで、その財源

に充てるという向きの場所は特定はされておりま

せんが、財政計画にも位置づけられているという

状況のものであります。 

私は、跡地利用について、普通財産として売却

するという日程に入っているわけですが、基金が

なくなり、代替施設ができ、跡地が今、更地で残

っているわけですが、これちょっと所管が違うの

であれなんですが、保育園の待機児を出さないと

いうことでいろいろ子ども部で努力をされている

んですが、なかよし保育園の隣地にあるわけでし

てね、これはなかよし保育園も私立認可園で重要

な役割を果たしていただいておるわけで、施設の

老朽化等社会福祉法人の意向がいかほどにあるの

か、ちょっと私わかりませんが、当然、南保育園

と同じような環境が私立認可園といえども存在す

るわけでして、ここは基金廃止とあわせて残って

いる普通財産の活用について尐し打診をされても

いいんではないかと。それはうちでも結構ですと

いうことであるならば、普通財産としての活用の

方法というのもいろいろあると思うんですが、そ

んなことを本条例の廃止とあわせてお考えになっ

たようなことはありませんか。 

○総務課長 

実は、以前の本委員会で委員の方から、この給

食センター跡地の関係で御質問いただきまして、

今後その土地をどういうふうに利用していくか、

売却していくのか、また新たな行政財産としてい

くのか等々を検討をしていきますという答弁をさ

せていただいたかと思います。 

企画部の方からの答弁だったかと思うんですけ

ど、実は、総務課の方でもってですね、一度正式

な委員会ということではございませんが、各部長

に一度お集まりいただきまして、今後の跡地利用

に関してどうしていくかということを尐しお伺い

を立てさせていただきました。その後、実際こう

いった財政状況が非常に厳しくなりまして、今後
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普通財産として売り払っていくんだということが

決定しておるわけではございませんが、各部長に

おかれましても、そういった財政状況を踏まえて

みえると思いますし、また新たな行政財産として

活用ということも各部署においてそれぞれ検討は

されておるかというふうに考えます。 

○高橋委員 

跡地利用としてね、以前本会議でも議論になり

まして、跡地をもう尐し市民参加も含めて検討し

たらどうだというような提案もさせていただいて、

今そのくだりについての担当部長の答弁だと思う

んですが、それはそれで大いにやってもらえばい

いわけですが、きょう私がひとつ提起しているの

は、お隣になかよし保育園があるわけでね、社会

福祉法人の意向を私は正確に正式に聞いているわ

けじゃないけれども、一般論として、あのところ

に建てかえを考えてみえるとしたら、これ所管が

違って大変恐縮なんだけども、普通財産の管理は

あなたのところだからここで聞くしかないわけだ

けども、そんな意向でみえれば南保育園、今、当

市が苦しんでいる南保育園と同じことが言えるん

じゃないのかと。私立といえども認可園というこ

とで待機児解消の一翼を担ってもらってるわけで

すから、そういう向きの行政からの打診等を一度

されたらどうなのかなというふうに思っているわ

けでして、そこらあたりの見解を聞いてるわけで

すが、どうでしょうか。 

○総務課長 

まだ正直申し上げまして、なかよし保育園のと

いう話は私もきょう初めてお伺いしたわけでござ

いまして、担当の福祉子ども部長の方にはそのよ

うなお考えも多尐なりあるかもしれません。ちょ

っと私はその辺も存じておりません。 

また、それ以外の土地利用に関しても同じよう

に全庁的に検討していきたいというふうには考え

ております。 

ただ、そういった検討する中でも、先ほど申し

上げましたように、現在の財政状況ということを

皆さんが念頭におかれておられますので、その辺

どのような御意見が出るかということはちょっと

私ども想像つきませんですが、また各部の方へそ

ういった紹介、また、そういった会議といいます

か、打ち合わせはしていくのはやぶさかではない

というふうに考えます。 

○高橋委員 

先日の財政計画で普通財産の売却が２カ所、総

務部長からも具体的に言われました。もちろん必

ずしもそこが既に100％売却年度も決めてやって

みえるというぐあいには思いませんが、普通財産

の売却という手法も守備範囲の中にあるよという

ことは私も申し上げておるわけでね、それは最悪

の場合というか、どうしてもやむを得ん場合には

普通財産売却するという方法はないわけではあり

ません。 

ただし、市民の血税で求めた行政財産ですので、

これを他に転用してなお有効に活用できる方法が

あればね、これはこれで活用するということもま

た同時に検討しなければならない。 

そういうことをみたときに、あの場所とあの位

置で先ほど言ったようなお隣にかなり老朽化した

私立認可園があるということを考えたときに、行

政の側がね、そんなことは余分なことだと。私立

は私立で考えればええだということであれば、こ

れは話はそこでおしまいなんですが、私立認可園

も含めて、耐震補強もやるし、今度新しく猿渡は

建設されますよね。そういうことを含めて、保育

行政の役割を担っていただいているので、そうい

うことが行政の一つのテーマとして対忚の方向が

あってもいいんじゃないかなということを聞いと

るわけです。所管部の部長じゃなので、どうです

か副市長、それぐらいの努力をされて、いや、う

ちは結構ですと。あるいは代替をしてもらって、

今の園の方をそういうふうになるかもしれないと

いうようなことも含めてあるかもしれないし、そ

れはわかりませんけども、そういう私立認可園の

役割に注目したときには、私が申し上げているよ

うな検討が付随してきて当然だという思いがある

んですが、どうなんですか。それは余分な話だと

いうならそれはそれでおしまいなんですがね、ど

ういうふうにお考えでしょうか。 
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○清水副市長 

現在の財政計画上での普通財産の売り払いとい

うところについては、現時点そういった計画を立

てさせていただいてますけども、今後どうなるか

わかりません。そういったこととあわせて、総務

課長も答弁させていただきましたけども、今初め

てお聞きするような話でございます。もしそうい

ったなかよし保育園が近いうちにそういったこと

があると。そういった代替といいますか、そうい

ったようなことのお話は今後具体的に出てくるよ

うであれば、それは市としても十分御相談に忚じ

ることは必要ではないのかなと、市の立場として

そのような認識でおります。 

○高橋委員 

どこの普通財産を売却するかは限定されてない

けども、この間の財政計画では２年連続で普通財

産を売却していくと。一つは給食センターであり、

いま一つは南保育園だと。南保育園もまだ代替地

も決まっておらんのに本体を処分するのはいかが

なものかと思うんだけども、それぐらいの今、話

になっておるわけですよ、既に。 

だから、ほんとにその場所をそういう形で売却

するのがいいのかどうかは個々に検証が要ります

し、当然異議が出てきて当たり前です。そういう

ものを全体にながめていくと、今、私が申し上げ

ているようなことは検討課題として俎上に上がる

んじゃないのかということを私は言っておるわけ

ですよ。売却はその可能性はゼロとはいいません

が、その場合は、今言うような条件整備が当然求

められてしかるべきだと。しかも近々な話でしょ

う。あの計画によればね。そういう点で、ぬかり

のない対忚が必要じゃないかということを所管の

違う施設の話をして恐縮だけども、普通財産の管

理者にそこはいいのかと。今、副市長がそういう

話が出てくればという話だけども、向こうは私立

認可園なんだから、社会福祉法人なんだから、そ

の意向をこちらに伝えるとは限んわけですよ。あ

そこに土地を持つものが、いわば先に声をかけて

あげて、うちはこういう計画もあるけどもどうな

んでしょうかという配慮があっても悪くはないん

じゃないかと、こう思っておるわけでして、その

あたりの全庁の中で市がどう動くかという点で粗

相があってはいかんよということを言っておるわ

けです。このあたりはどういうふうにお考えでし

ょうか。 

○総務課長 

まだちょっと前後しますけど、財政計画上で乗

せさせていただいた普通財産の売り払いというの

も総務部長の方が本会議で給食センターの跡地、

南保育園という形で、一忚これは決定してはござ

いませんが、その他の普通財産も含めてという形

で検討しております。 

今、委員のおっしゃられたお話は十分にわかり

ます。今後、一度福祉子ども部の方にも、うちの

方からも一遍確認をさせていただいて、今後のこ

の跡地利用につきましては、先ほど申し上げまし

たように、全庁的に検討して研究してまいりたい

というふうに思います。 

○高橋委員 

ぜひ一度ね、今申し上げた提案について、相手

側は何とおっしゃるか知りませんよ。私は意向を

受けて質問しとるわけじゃないですから。 

しかし、可能性と当市の保育行政を考えたとき

に、その件を払しょくしていくということは大事

だと。その可能性を否定できない、そういう立地

にあるわけなもんですから、ぜひ積極的なぬかり

のない対忚をしてほしいということを申し上げて、

その範囲の話なんですから、しかし、それはしっ

かり受けとめていただきたいと思いますが、副市

長、どうですか。よろしいですね。 

○清水副市長 

市の普通財産イコールこれは市民の大切な財産

でございます。そういったものを今後どういうふ

うにするかということにつきましては、御質問者

のお話、十分に理解をさせていただくところでご

ざいますので、よろしく御理解ください。 

○水野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 
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質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第13号について挙手により採決します。 

議案第13号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

挙手全員です。したがって、議案第13号 知立

市基金条例の一部を改正する条例の件は、原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

議案第17号 指定金融機関の指定についての件

を議題とします。 

直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。 

○高橋委員 

指定金を碧海信用金庫に継続して指定金として

やりたいと、こういう提案ですね。金融機関選抜

の方法、碧信を引き続き継続する理由と根拠、こ

れらについて明らかにしてください。 

○総務課長 

今回、碧海信用金庫の方を指定金融機関という

形で指定させていただきます。今回の選出方法は、

実は、過去は指定代理というんですかね、ＵＦＪ

と岡崎信用金庫、碧海信用金庫、３行が輪番制で

行っておりました。平成15年前までは３年に一度

の輪番制で行っておったわけですが、平成16年か

ら２年という形でコンペ方式といいますか、三つ

の銀行を輪番制ということではなく、コンペ方式

で毎回決定をさせていただいておったと。前回の

平成20年からコンペ方式という採用をさせていた

だきました。コンペ方式につきましては、本来の

指定金融機関の基本となります正確性、規律性、

安全性、それの上に立ちまして利便性、経済性そ

のようなものを要件にコンペ方式という形で行わ

させていただきました。 

コンペ方式の内容につきましては、各それぞれ

の３行の指定代理金融機関の方に私どもの方でい

ろいろとそういった利便性、例えば、この指定金

融機関の方に何人配置をしていただけるのかとか、

各振込手数料等が幾らにしていただけるのか等々

も複数の項目に分けまして、そういった情報を収

集いたしました結果、碧海信用金庫が市にとって

一番有利な銀行であるというふうに決定をさせて

いただいたわけでございます。 

○高橋委員 

市にとって一番有利だということですが、それ

は私たちが見えないんですよ。つまり、工事請負

でしたら入札執行調書というのが配られましてね、

落札金額が一番低いからそこと契約するんだとい

うことは我々も理解できるわけです。 

今の担当部長のお話では、安全性や信用性、利

便性などを含めていろいろ聞き取った結果そうな

ったと、こうおっしゃるんですが、どの項目、何

を３行に示して、要するに根拠の中身ですね。ど

ういう点がどれぐらいでどれほど有利だったのか

ということがわからないと、それは我々は指定金

を碧信を継続することに意味合いと根拠は全く判

断できないですよね。だから、入札執行調書に当

たるものを出してくださいよ。あるいはきちっと

説明してくださらないとわからんじゃないですか。 

○総務課長 

今、手元の方には３行の集計したものという資

料、手元にございません。先ほどの利便性につき

ましては、さっきも尐し触れましたが派出所への

派遣人数、開設時間、またあと、経済性につきま

しては派出所の費用、口座振込手数料等々ござい

ます。すべての項目において一つずつ精査した中

で、ＵＦＪ、また岡崎信用金庫よりもほとんどの

面において碧海信用金庫の方が、例えば手数料に

おいても一番安い金額でありましたし、人数につ

きましても間違いない人数を送っていただくとい

うことでございました。 

その表をちょっとお出し、皆さんの方へお配り

できるかどうかは一度検討させていただきたいと

思います。 

○高橋委員 

以前コンペ方式の場合は、一覧表を出してもら
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ってね、だからこそ碧信が妥当だと。だってそれ

はここで議決を求めておるわけでしょう。何で岡

信じゃいかんのだと、何でＵＦＪではいかんのだ

と、こうなるわね、話として。いやいや、碧信が

一番よろしゅうございますというなら、よろしゅ

うございますという理由を最低価格でしたと、請

負契約でいえばね。だからそれで納得するわけだ

わ、我々としてはね。安全な工事の履行を頼むぞ

と、こういって理解するわけでしょう。だから、

総務課長は理解されておるかもしれんけども、私

たちは何の情報もなしに出されて継続ですと、信

頼度抜群、利便性抜群というて言われたって、そ

れはにわかに判断できないじゃないですか。ちょ

っと委員長、資料出してくださいよ。請求してく

ださい。 

○水野委員長 

ただいま高橋委員から資料請求がありましたが、

本委員会として要求することに御異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

異議なしと認めます。当局においては、準備で

き次第、速やかに提出をお願いします。 

○総務課長 

それでは、ただいま後ろの方で準備をしておる

かと思いますので、用意でき次第お配りさせてい

ただきたいと思います。 

○高橋委員 

いや、それが出なきゃ、あとに続かんがね。執

行調書が出てくれば議論できるけども、手を挙げ

るわけでしょう、イエスかノーか。利便性はどん

だけ利便かどうかわからへんじゃないの。 

○水野委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後１時23分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時27分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○総務課長 

大変お時間を取らせまして、失礼しました。 

今、配付させていただいたものが今回３行のコ

ンペ方式によっての集計表となっております。最

初から配付をさせていただくべきだったものを遅

くなったことをおわび申し上げます。 

このように碧海信用金庫と他行２行を比べます

と、いろんな意味で岡崎信用金庫とは同額なもの

等とはございますが、数字見ていただければおお

よその数字見当がつくかと思います。以上のよう

な結果でもって、碧海信用金庫とさせていただき

ました。 

以上です。 

○高橋委員 

こうなると三菱ＵＦＪはコンペに参加する資格

要件が問われるという状況ですね、総務部長。Ｕ

ＦＪなしでもいいじゃんか、１行、２行で。いけ

ないの。もう歴然としてるじゃない。 

○総務部長 

今まで指定代理機関としてこの３行で順番にや

ってきた歴史のところ、また、今まで３行におい

てコンペ方式でやってきた実情等がございました

中で、今回も引き続きこの３行でやらさせていた

だきましたけれど、委員おっしゃられるように、

碧海信用金庫、岡崎信用金庫と比べますと三菱東

京ＵＦＪ銀行は、いろんな面で知立市にとっては

好条件ではないという状況ではございます。 

以上です。 

○高橋委員 

知立市にとって好条件ではないというだけじゃ

なくて、三菱東京ＵＦＪ自身はもう指定金という

考え方を持ってない。指定金ということで地方自

治体の公金を扱うということについては、対象外

というようなニュアンスをちょっと私、最近感ず

るんですが、そういうことはありませんか。今、

３行でやってみえるけどね、結果的に何も積極的

に除外する必要はないけども、いい数字が出てく

ればそれも一つのあれですが、ＵＦＪ自身は、さ

らにこの自分たちのハードルを下げてまで地方自

治地体の指定金ということは考えていらっしゃら

ないと、この結果から見るとというふうにも理解
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できるんですが、そういう認識をした方がいいん

じゃないかというぐあいに思っているんですが、

そこら辺の認識はどうですか。 

○総務課長 

実は、県下各市の指定金融機関を確認いたしま

すと、ほとんどの市が１行制で永久的にといいま

すか、指定金はずっと同じところでお願いしてお

るというところがほとんどでございまして、交代

制をとっているのは碧南市、これは輪番制かと思

います。あと、コンペ方式をとっておるのが知立

市と高浜市と。県下の中でもそれ以外のところは

みんなすべてが一つの金融機関に固定して１行制

をとっております。 

知立市においても前回から尐しずつこういった

１行制にしていってもいいのかなという論議はさ

れておりまして、今回のコンペ方式で決定させて

いただいたあと、次回２年後以降からは１行制と

いうもの視野に入れまして検討していこうという

考えではございます。 

○高橋委員 

三菱東京ＵＦＪは尐し私は対象から外してもい

いという思いなんですね。 

ただ、１行制にした場合に、競争原理が働かな

いというデメリットもあるわけでして、コンペで

やるから碧信が結果的に他の指標をずっと見てく

ると、今御説明あったように、勉強してもらって

ると、競争に耐えるように頑張っていただいてる

っていう背景を否定することもできないような気

がするんです。 

１行制にした場合、その競争性がきちっと契約

上担保できると。いわば競争しなくてもその位置

が十分利便性・安全性が担保できるということで

あれば１行制も悪くないと思うけども、コンペで

複数の金融機関に競っていただいて、必要最小限

度の競争をしていただいて決めていくというのも

基本的な契約の相手を決める場合の原則的方法で

はないのかと。 

だから、１行制にする場合には、その競争性の

結果が担保できるような結果をちょうだいしない

とね、どうかなという思いがあるんですが、１行

制に移行の向きも若干さっき答弁されたんだが、

そのあたりの自治体の有利性、ここはどういうふ

うに考えていらっしゃいますか。 

○総務課長 

１行制へすぐにしていくということではござい

ませんし、また今後、他市の状況も一度よく勉強

させていただきまして、特に刈谷が１行制にした

場合に、今、委員おっしゃられたように、引き続

き１行にしても担保されるのかどうかと、そうい

ったことは一度よく研究をさせていただきたいと

思います。 

○高橋委員 

私、ちょっとよく整理がついてないんですが、

１行制にするとどういうメリットが生まれるんで

すか。２年に１回だとデメリットとなるような要

因というのがあって、１行制にするとそこは埋ま

ると、担保されるということがあるんですか。１

行制の根拠ですよ、要するに。 

○総務課長 

１行制についての、メリット、デメリットとい

うのはまだ当面やっていくということを決めたわ

けじゃないものですから深く研究はしてございま

せん。たまたま県下各市の状況が１行制がほとん

どだったということもございまして、この碧海信

用金庫もその前においては碧海信用金庫と、コン

ペ方式においては一番有利なところということで

碧海信用金庫がついておるわけでございまして、

岡崎信用金庫とそういった競争性をもたせるとい

った意味では、今後もコンペ方式というのは市に

とっては有利であるかなという気もします。 

したがいまして、まだ１行制というのは先ほど

口走っちゃったような気もするんですけど、先走

っちゃったような気もするんですけど、他市がそ

んなような状況でございますので、知立市も一遍

研究してはどうかなというふうに考えております。 

○高橋委員 

１行制のメリットがあったら、それを教えてく

ださいよ。１行政のメリットがうんとあるならね、

尐々条件が悪くても１行制の方が総体的にメリッ

トがあるなら１行制を採用すればいいです。 
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しかし、さして１行制にメリットがないのに競

争原理をみずから発揮して、１行制に固定すると

いうことについてはいろいろ議論がある。 

他市は何で１行制を採用するんですか、あなた

おっしゃるように。１行制が多数派だとおっしゃ

るけど、何で１行制がそんな多数派になるんです

か。 

○総務課長 

先ほど申し上げましたように、１行制のメリッ

ト、デメリットというのは、まだ正直申し上げて

深く研究してございません。 

契約においても１行制にすれば、一度契約した

中で複数にわたる契約事務というのもございませ

んし、そんなことは尐し考えます。 

ただ、他市においての１行制を行っておるとい

うところもメリットも一度よく研究をさせていた

だきたいということです。 

○高橋委員 

契約の回数が減ることがメリットだということ

になると、それは地方自治体の契約の原則とは何

なのかというね、そこからさかのぼった議論をせ

ないかん。 

ごく普通に２年がいいのか、３年がいいのかは

それはいろいろ議論があってもいいと思うけど、

複数の金融機関と、ここにあるように、より有利

な環境と条件で安全に、しかもまた利便性豊かに

やっていただけるところが指定金になるというの

が一番ベターですからね、だから、それは私は原

則だと思うんですよ。だから、それはコンペなり

何なり競争相手をつくっていただいてやると、こ

れは原則だというふうに理解しておるんですが、

１行制がいいとおっしゃるものだから、長期継続

契約というのは余り乱発してもらっちゃ困るんで

すよ。そういう話になっとるわけでしょう。契約

１回で済むから安全だなんていうのはね、それは

公務員の原理原則に関することで、それは面倒で

もやらないかんですよ。公金の有効な運用、契約

の有効な運用ということを考えれば、それはやら

ないかん話で、そういうことでいうと、１行制と

いうのは、ちょっとオーバーランだったという理

解でいいですね。 

○総務課長 

先ほど申し上げたように、尐し先走ったのかな

という気もいたします。今の委員のおっしゃって

おるとおり、今後、研究はしていきたいというこ

とで、当市の１行制においてもメリット等も一度

よく勉強させていただきたいというふうに思いま

す。 

○高橋委員 

研究いいけども、基本的に競争入札でやるとい

うのは大原則だと、ここを曲げてもらっちゃいか

んですよ。より有利なところと地方自治法でいう

指定金の資格要件含めてね、一番ベターなところ

と契約するというのは大前提ですから、複数以上

の銀行があれば、そこと自由な競争、公平な競争

をやって対忚するというのはこれは大原則。それ

を超えるような１社随契で、それを超えるような

利便性が客観的に明らかになったときにはね、そ

れは随時契約を採用することを可能性として否定

するものじゃないけども、今のような議論で１社

随契の方がいいような雰囲気で研究するというの

は、私はちょっと根拠薄弱と、そんな研究しなく

てよろしいというふうに言わざるを得ないじゃな

いですか。そんな研究必要ないですよ、今の答弁

の範囲なら。碧信しかおらなくなったときにはど

うするんだと、ＵＦＪもどうもパートナーになら

ない。どうしたらいいのかところで考えて、１社

随契の場合にどういう物差しでこちらの要望を突

きつけていくのかということをいろいろ考えなき

ゃいいけど、尐なくとも複数の金融機関があるん

だから、何も１社随契の方針は私は理解できない。

総務部長、いいですか、今の答弁。競争入札でい

いじゃないですか、原則は。 

○総務部長 

今回コンペ方式で選定した中でお願いさせてい

ただいておりますが、先ほど総務課長がお話しま

したのは、市内35市の中で、３市のみが今、順番

性もしくはコンペ方式で実施しておるという中身

でございます。残りの32市が１社の１行制を採用

してきておるということであります。 
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そういった愛知県内の中でも流れがあるという

ことは一つあります。しかし、競争の原理が失わ

れるということは、知立市にとってはいいことで

はないというふうに思います。 

ただ、平成20年からこのコンペ方式を採用させ

ていただいて、今回２回目になるわけですが、こ

ういった有利な条件がずっと続いて行くという確

定があるならば、それも一つの方法だとは思いま

すが、この２年もまたかけて次回についてもどう

いう形がいいのかも一遍探っていきたいというふ

うには思いますが、今、１行でやってるというの

も現実の話として出ておりますので、こういった

ものを見ながら知立市にとって有利な条件が継続

するであれば一つのまた考え方も出てくると思い

ますので、どちらにしても今後の引き続き研究は

させていただきます。 

○高橋委員 

32市が１社随契だという事実を示されてね、競

争をやっとるのが３市で尐数派だと。尐数派に甘

んじているのはいかがなものかと。だから１社随

契ということも視野に入れて検討するとおっしゃ

るけども、だから聞いてるじゃないですか。１社

随契のメリットは何ですかということを。１社随

契もメリットが明確にあるならね、碧信、岡信あ

ったって１社随契の方がいいという結論、１社随

契必ずしも可能性としてゼロじゃないわけだから、

だけど２社おって、今回のようにこうやって、し

のぎを削って自由な競争によってこういうふうに

決まるのがこれが大原則じゃないのかということ

ですよ。なぜこの原則があるのに、もう１社随契

の検討の余地があるんですか。県下で尐数派だと

いうことはいかんことですか。１社随契のメリッ

トをお出しいただいて、知立が競争をやっとるか

らそのメリットは甘受できないというなら、それ

を示してくださいよ。そこを示さない限り、１社

随契の方が有利だという根拠には全くならんじゃ

ないですか。地方自治法の大原則をも逸脱するん

じゃないですか、どうですか。 

○総務部長 

今、単純な話でそういう話をさせていただいた

つもりではなくて、このこれで２回目のコンペ方

式になるわけですが、この好条件、今回、碧海信

用金庫が３行の中で一番有利な条件を出していた

だきました。先回の平成20年度においても一番有

利な条件を出していただきました。これは今後も

継続するということであれば、そういうことも考

えられるというお話をさせていただきました。 

ですから、今後それが崩れるだとか、また変わ

ってくるんだということであれば、また引き続い

てということにもなるのかもしれませんが、こう

いう好条件が続くんであればというお話をさせて

いただきました。 

○高橋委員 

そんなこと何でわかるの。１社随契にしてあげ

るから好条件を続けてくださいということが成立

するというわけ。競争させないと、あなたのとこ

とやるから、長期継続契約で。そのかわりこの条

件でお願いできますかと。競争せんならやってや

ると、こういう話が成立するということですか、

今の話。 

○総務部長 

成立するという話ではなくて、そういうことが

前提としてあるならばというお話をさせていただ

いたわけでして、これが成立するかしないかは、

まだお話もさせていただいておるわけではござい

ません。 

○高橋委員 

だったら競争入札をするというのは大原則じゃ

ないの。やり方いろいろあっていいですよ。コン

ペにせよ何にせよ、入札によって自由な競争によ

って契約の相手方を決めるというのは大原則じゃ

ないの。だったら、その環境が崩れない限り、そ

れは追及するのは当たり前じゃないの。通告され

ておるわけですか、碧信から。今回勉強したけど、

次回から２年後はあかんぜと。だったら岡信にか

えてもええじゃないですか、競争入札の結果。岡

信がそれ以上のものを出さなかったら、それは碧

信だわね。そういうものじゃないの。だから、競

争のパートナーがおって存在しておるんだから、

やればいいじゃない。何で１社随契を検討せない
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かんの。 

○総務部長 

最終的には知立市が有利な条件、有利なものを

出していただいたところが一番いいわけですので、

競争性の原理が常に保たれていくということであ

ればコンペ方式をずっと続けていくということに

はなると思います。 

○高橋委員 

それが原則じゃないのかと私、言っておるわけ

ですよ。碧信か岡信かどちらかがなくなっちゃ知

りませんよ。ＵＦＪもリタイアだというなら知り

ませんが、現に信用金庫という二つの企業があっ

て、こうやって競っとるわけでしょう。これが現

実じゃないですか。何でこういう現実があるのに

もかかわらず、１社随契を検討せないかんの。１

社随契の方が有利になる環境が存在するんですか。

存在するなら１社随契の方がベターなら、そのベ

ターな要因を出してくださいと言っておるんです。

ちょっとおかしいじゃないの、発想の方向が。 

○総務部長 

何度か申しますが、知立市にとって有効な条件

の提示が継続されるということであるならば、そ

ういった１行制にしていくのも別に差し支えがな

いんだろうというふうには考えますが、これが有

益性が失われるということであれば競争の原理が

あってしかるべきだと思います。 

○高橋委員 

優位性が何をもって優位性かということですよ。

これ相対的なものですよ、優位性というのは。Ｕ

ＦＪの方がいいかもしれない、優位性でいえば、

安全性も含めて。だけども、この指標をコンペの

指標で３者争うと、一番優位なのは碧信というこ

とになるわけでしょう。優位というのは相対的な

ものじゃないですか。二つあるからＡがいいかＢ

がいいか比べられるわけでしょう。だけども、こ

の優位性が保たれているならこれでいくけども、

保たれないとしたら１社随契の方がいいとおっし

ゃるけども、どうやってその優位性のよりベター

さを確認するんですか。そこがさっぱり私はわか

らん。何で１社随契がいいというふうにおっしゃ

るのか。１社随契の方は知立にとってプラスにな

ることはあり得るんですか。それは競争をしない

かわりに、私に独占させるかわりに、ちょっと色

をつけましょうと。だけど落選しとる方が、何を

言っておるのだと。うちはもっと好条件をその段

階で出せるかもしれないじゃないですか、相対的

なものだからね、そういうものじゃないですか、

競争というのは。だからパートナーがおる限りコ

ンペでどちらが有利なのか、これは相対的なもの

なんだから比べればいいじゃないですか。どちら

が早いのかというのは相対的な話でしょう。 

○総務部長 

２年後そういった検討もいろんな意味でさせて

いただくということでありまして、今ここでこう

がいい、ああがいいという議論のところまで私ど

もも資料持っておりませんので、また各市の状況

も把握しておりませんので、今後においてそうい

うことも一ついろんな意味で考えていきたいと、

こういうことでございます。 

○高橋委員 

今後においても碧信、岡信がこうやって存在し

ておればコンペ方式で相対的な話なんだから、よ

り有利な方向、ものがはっきりするんだから、あ

ぶり出されるわけだから、言葉悪いけどね。その

信用金庫にとっては、あぶり出しが嫌なのかもし

れないけれども、これは行政の原則なんだから、

何でこれが引き続き継続するというふうにならな

いんですか。コンペ方式なり競争入札の方式が今

後とも大原則というふうにならないんですか。こ

れが大原則じゃないですか。 

それに条件が整わないような状況、例えば、つ

ぶれちゃってなくなっちゃったと、パートナーが

ねというときには、それは涙を飲んで１社随契に

なるかもしれませんね。そのかわり先回こういう

ふうだで、何とかこの近くならんかという話は当

然出てきます。それが知立市にとって有利だと、

しょせん考えられない。３社なら３社で大いにコ

ンペで競ってもらって、競ることは有利を保障す

る担保になる、こうじゃないですか。私は１社随

契考える必要全くないと思うんですが、いかがで
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すか。 

○総務部長 

そういったものも御意見も含めて、いろいろ勘

考させていただきたいと思います。 

○高橋委員 

私はね、地方自治法の契約の原則を申し上げて

おるんですよ。例えば、市内に業者がたくさんあ

ります、土木業者が。有利な条件が結べるなら１

社と随契してもいいというような話をされておる

のと似通っておるんですよ。市内では業者が指名

競争、一般競争を含めて業者がみえる。競争する

土壌があるのに、いやいや、１社と随意契約した

方が市にとって有利になる可能性があるなら１社

随契を選択するのだって考えますと、県下はみん

なそうやってますと、そんなばかな理屈がありま

すか。私の意見は一つの意見として一忚耳に入れ

ておきますと、そういうものが地方自治法の原則

に反するんじゃないですか。 

副市長、そういうことなんですか、指定金の指

定というのは。 

○清水副市長 

先ほど県下の状況等もお話がありましたけど、

知立市は昭和47年からこの指定金融機関を交互に

お願いしていくというその時点でのスタートが当

時の東海銀行、岡崎信用金庫、碧信が３年ずつの

先ほど話がありましたように、順番にやっていた

だくというそういう歴史的な経過の中で、ただそ

ういう輪番制だけではなかなか市が求めておるそ

ういうサービスが金融機関の方で検討していただ

けるかどうかというようなことがありまして、コ

ンペ方式というような形でこちらの希望する条件

を提示させていただいて、そこにどのように対忚

していただけるか、そういうことをもろもろ検討

する中で、こういった一覧表になるわけですけど

も、そういった中で検討させていただいて金融機

関を決めてきたと、こういうことであります。 

先ほども１社がいいか悪いかという契約の原則

論からいったら御質問者のおっしゃるとおりであ

ります。それは私も同じ認識でございます。その

実態の中で、今回このような手数料とかこういっ

たものをこういうふうに提示されてくるというと

ころは、もちろん毎回同じ行為をして、その結果

を確認しながら提案をさせていただければ、それ

はそういうことだということでありますけども、

今の担当の方では、こういう同じような流れにな

っていくのならどうかというようなことを話題に

したというふうに思っております。 

それと、もう一つ、２年ごとに金融機関がかわ

るということは、やはりそれぞれ金融機関ごとに

いろんな事務手続も尐しずつ違ってくるというよ

うなことがありますので、それを移行する前段で

の、例えば、７月１日から新しい金融機関に移行

するということになると、やっぱり３月、４月、

５月の段階からいろんな関係する部署とのいろん

な調整をしながら、そういう時間を使っていろい

ろ帳票を変更するだとか、いろんなそういったこ

とも事務的な部分が出てくると思いますので、そ

ういったことは同じ金融機関であるならば安定し

て継続できるんじゃないかというようなことも話

としてはあるかなというふうに思っております。 

○高橋委員 

指定金融機関が当市に採用されたのは、たしか

永井五三市長のときだと思います。それはメーン

バンクをきちっと設けてやるんだということで始

まったことだと思います。 

それで、コンペにかけたと、３社。ところが、

だれも忚募しなかったと、コンペで。入札に付し

たけども、だれも忚募がなかったと。こういう場

合が生じたときには現在やってもらっておる碧信

なら碧信が今やってもらっておるんですが、いか

がでしょうかと、なぜ忚札していただけませんで

したでしょうかということで前回のこのデータを

ベースにこれに近い契約はできませんかという形

で結果的に１社随契になる可能性を否定するもの

じゃありません。 

しかし、忚札しといてくれる段階で、何で市の

方から門戸を閉じるようなことをする必要がある

のかということですよ。それは地方自治法の契約

の原則に反するじゃないか。もともと指定金を誕

生させた瞬間からずっと１社でやってるところも



- 33 - 

あるんですよ。隣の刈谷なんかそうじゃないです

か。競争なんかしてないですよ。１社ずっとやっ

ておる。これが有利な条件で指定金と契約できて

おるのかどうか、私はそこを検証したことはない

けども、当市はたまたま輪番制。当時は市議会に、

どこどこ信用組合を指定金に入れてくれという陳

情まで出たんですよ。当時ね。 

そういうように指定金に魅力のあったころにそ

うやって３行で回していったと。いまやこういう

情勢のもとで２社、３社のコンペ。この競争の原

理が続く限りは行政としてこれを推進するのは当

たり前の話じゃないですか。後段に言われた業者

がかわることによる事務的なデメリット、これは

入札を否定するような要因ではありません。入札

にとってかわるような要因ではない。私は、競争

入札の土壌は、継続する限り行政としてはコンペ

も含めて競争で業者を選ぶというのは当たり前の

大原則だということを申し上げておるんですが、

もう一遍部長、いいですね、それで。だから、こ

れで継続するということでいいですね、こういう

方式を。 

○清水副市長 

この３行の三菱東京ＵＦＪ、ここはメガバンク、

なかなか個別の対忚をしていただけないというの

が現状でありますので、そういったことも考慮し

ながら、今後条件面のそういうことを出していた

だいて決定していくということでございます。 

○高橋委員 

そういうことだけども、要するに、競争の環境

があるうちは競争すると。競争の環境がなく、例

えば、ＵＦＪが私、コンペやりませんと、魅力あ

りませんと。おつき合いした方がいいならするけ

ど、やりませんといえばリタイアだがね。一般競

争入札でも参加せんとこあるがね。で、岡信、碧

信どうですかと。いやいや、いいですと。そうす

ると困っちゃうがね、メーンバンクがなくなっち

ゃって。そのときに１社随契で具体的に碧信長い

ことやっていただいておるけども、何で忚札して

いただけませんかと。だれも受けてくれんのでと

いうことになるんじゃないの。そんな話はいかん

よ。いかんけども、岡信、碧信がやっとってくだ

さる、ＵＦＪがやっとるというのは、この競争を

大原則とするのは当たり前の話じゃないの。何で

市の方から１社随契の議論を研究せないかんのと

いうことは申し上げたいわけですよ。そういう方

向でいいですね。答弁を求めたいと思います。確

認の答弁を。 

○総務課長 

委員のおっしゃられたことは非常によくわかり

ました。今後はコンペ方式でもって検討をもちろ

んさせていただきます。委員のおっしゃられたＵ

ＦＪを外すかどうかということも含めて、またこ

の２年間でよく研究させていただきます。 

○高橋委員 

最後変な研究という話が出るもんで、引き続き

コンペ方式で指定金の契約者を決めていきますと

いうふうに言ってくださればそれで済む話だがね。 

○総務部長 

２年後の話でありますのであれですが、条件的

にどんなふうに変わってくるかわかりませんが、

競争のいい方向ができる方法、これを今後も研究

してまいりますし、そのように優位性を主眼にも

ってまいります。 

○高橋委員 

全然違うがね、結論が。全然違うよ、私の言っ

てること。私は、研究の余地はないんじゃないの

と言っておるの、１社随契にする。競争の環境が

ある限り、金融機関が指定金にこういう形で競争

に参加する環境がある限り、競争入札で指定金融

機関のパートナーを決めますと、そういうことじ

ゃないの、私が求めたのは。 

○総務部長 

委員おっしゃられるとおり、競争の原理が続く

限りはこういったコンペ方式でまいります。 

○久田委員 

ちょっとこの調査書が配られたものですから、

一、二点ちょっとお聞きしたいと思います。 

この経済性のところでございますけれども、口

座振替手数料、市の希望として10円50銭、碧信と

岡信は10円50銭、ＵＦＪは21円というふうになっ
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ておるわけですけれども、これは昔からこれぐら

いの手数料でしたのでしょうか。 

○会計管理者 

この件につきましては、私の方からお答えをさ

せていただきます。 

現行は口座振替手数料というのは口座の引き落

とし手数料のことなんですが、現在は消費税込み

で10円50銭ということでございます。 

以前ですが、ちょっとかなり古い話は私の方も

記憶はないんですけれど、随分昔は５円というこ

とでして、それが平成15年10月１日から税抜きで

ございますけど５円から８円に変更がされており

ます。その後、平成18年の７月１日から税込みで

10円50銭というふうに変わっております。 

○久田委員 

それは会計管理者の方と銀行との話し合いで自

動的に決まっていくというふうに理解してよろし

いでしょうか。 

○会計管理者 

この件を含めて基本的には市長部局の方で本来

この費用の交渉するんですが、私の方もちろん参

画しまして、この料金については関与していると

思うんですが、基本的にこの費用というのは民間

ベースと比べますと、かなり格安な費用というこ

とでございます。愛知県下ほぼ同じような料金で

体系でやっております。大きな名古屋市とかそう

いうところは承知しておりませんが、近隣同一歩

調のような形でやっておりまして、この料金の決

めにつきましては各金融機関、それから各市町村

等の足並みをそろえて、この平成18年当時はやっ

ているというふうに記録がありますので、そのよ

うな形だと思います。 

インフレのときじゃありませんので、多分この

費用は下がるということはないだろうと思います

が、横ばい状態でいくだろうというふうに思って

おります。 

以上です。 

○久田委員 

ありがとうございました。 

それでＵＦＪが余りにも高いなということで、

21円。この近隣でもＵＦＪで指定金で取り扱って

いる市町村があるとは思うんですが、そこら辺、

研究というか、参考にしたことはあるでしょうか。

ＵＦＪはやっぱりほかの市町村でも21円でやっと

るというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○会計管理者 

県下の状況すべてつかんでいるわけではござい

ませんけれど、口座振替の手数料につきましては、

ほぼ10円50銭ということでございまして、今回の

コンペ方式でＵＦＪからの提案がこの金額だとい

うことでございます。 

ただ、この口座振替手数料のほかに窓口の収納

手数料こういうのが今、無料ということでござい

ますので、これはもう県下ほぼ同じような状況と

いうことでございます。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後２時04分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後２時12分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第17号について挙手により採決します。 

議案第17号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

挙手全員です。したがって、議案第17号 指定

金融機関の指定についての件は、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

議案第18号 平成21年度知立市一般会計補正予
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算（第６号）の件を議題とします。 

直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○嶋﨑委員 

二、三点お願いいたします。 

まず、補正予算の37ページの市庁舎アスベスト

除去工事費、減額の1,221万2,000円を御説明いた

だきたいと思います。 

○総務課長 

これにつきましては、本庁舎におきますアスベ

スト除去工事を行いました。予算減額が2,775万

2,000円に対し、請負金額が1,554万円でしたので、

その差額を減額補正とさせていただきました。 

以上です。 

○嶋﨑委員 

この減額をもって庁舎においてのアスベストの

対策は必要ないというふうにみていいわけですか。 

○総務課長 

これまでにすべて検体検査を行いまして、これ

でもって庁舎内のアスベスト除去は終了したとい

うふうに考えております。 

以上です。 

○嶋﨑委員 

ありがとうございます。 

次に、79ページ、または83ページにございます

小学校、中学校のアスベスト調査分析委託料が小

学校の方が24％、中学校が50％という形で計画さ

れております。それの説明をお願いしたいと思い

ます。 

○教育庶務課長 

まず、79ページのアスベストの調査分析委託料

でありますが、これにつきましては、平成20年３

月に県の通知がありまして、アスベストの項目と

して３項目が追加調査の指示がありました。それ

で今回、平成21年度におきまして、８月にその３

項目を再度調査させていただきました。その結果

といたしまして、小学校が51万4,000円の契約額

ということで、予算との差し引きで22万1,000円

の減額をさせていただいております。 

それから、中学校費の83ページであります。こ

れもアスベストにつきましては、同様の理由で契

約額と予算との差額を22万1,000円減額させてい

ただきました。 

以上であります。 

○嶋﨑委員 

減額をしていただき、これで調査分析は終わっ

たということで、そういう理解でよろしいでしょ

うか。 

○教育庶務課長 

はい。全小・中学校の３項目につきましては、

全部調査を終わらさせていただきました。 

○嶋﨑委員 

その結果、各小学校７校、中学校３校からアス

ベストに対する工事が必要な場所は出てきました

でしょうか。その調査結果をお願いしたいと思い

ます。 

○教育庶務課長 

今の小・中学校の調査をさせていただきました

結果、八ツ田小学校の内階段の階段裏につきまし

て３カ所ありますが、アスベスト３項目のうちの

含有が出たということで、今回平成22年度の当初

予算で国の補助をいただきまして撤去工事を計上

させております。他についてはありませんでした。 

以上であります。 

○嶋﨑委員 

八ツ田小学校のみということで理解させていた

だいていいわけですね。 

○教育庶務課長 

はい、それで結構です。 

○嶋﨑委員 

43ページのところの防犯パトロール業務委託料、

減額の235万7,000円について御説明をお願いした

いと思います。 

○市民協働課長 

防犯パトロールにつきましては、当初予算の方

で1,305万1,000円だったものが、契約金額が

1,069万4,250円ということで、その差額の235万

7,750円を減額させていただいたものです。 

○嶋﨑委員 

防犯パトロール業務委託料は39.6％減額されて

おるわけですけども、今年度また平成22年度予算
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案については、かなりの増額になっておりますけ

ど、その理由をお願いしたいと思います。 

○市民協働課長 

ことしは、最初６月から夜間の防犯パトロール

ということで161日間ということで契約をさせて

いただきました。そのあと、追加で11月から徒歩

のパトロール、12月から、また夜間の青色の防犯

のパトロールということで追加をさせていただき

ました。来年度については夜間の青パトのパトロ

ールと徒歩のパトロールを毎日１年間実施すると

いうことで、この金額になったものでございます。 

○嶋﨑委員 

47ページ、土地改良区総代選挙費で、減額が

89％の205万1,000円が計上されておりますけども、

これの説明をお願いします。 

○選挙管理委員会書記長 

こちらの減額につきましては、土地改良区の総

代選挙が無投票であったため、事務費のみの支出

となりました。ゆえにほとんどのものが減額補正

という形になっております。 

以上です。 

○嶋﨑委員 

無投票ということで、この総代は何名いるのか

参考まで言っていただきたいと思います。 

○選挙管理委員会書記長 

大変申しわけございません。ただいま資料の持

ち合わせございません。後ほどまた報告させてい

ただきたいと思います。 

○嶋﨑委員 

77ページの学校教育指導費のところでしたかね、

理科支援員等報償金として63％の減額、49万

2,000円が載っております。これの説明をお願い

いたします。 

○学校教育課長 

この理科支援員等報償金でありますが、労働基

準監督署の指導を受けまして、９月から賃金の方

にかえさせていただいて、この報償費がそのまま

残ったということであります。 

○嶋﨑委員 

次に、79ページ、81ページに載っている小学校、

中学校におけるごみ収集運搬委託料、小学校にお

いては348万3,000円、59.1％の減額、中学校にお

いては157万5,000円、52.3％の減額でございまし

た。この説明をしていただきたいと思います。 

○教育庶務課長 

79ページ、81ページのごみの収集運搬委託料で

ありますが、理由については同様であります。一

括で説明させていただきます。 

平成20年度までは、ごみ収集の運搬委託料につ

きましては、１社随意契約で行っておりました。

平成21年度におきましては、１社随契としてベタ

ーなのかということを環境課とも相談させていた

だいた中で、市の許可業者が20社あるということ

の中で相談いたしまして、指名競争入札というこ

とで平成21年度から実施させていただいておりま

す。その結果、予算、小学校につきましては585

万5,000円、契約額が240万1,578円ということで

348万3,000円の減額になっております。 

中学校につきましても同様な形で、予算が301

万1,000円、契約額が143万5,075円ということで

157万5,000円の減額をさせていただいております。

収集運搬の内容につきましては、変わりはありま

せん。 

以上であります。 

○嶋﨑委員 

入札の結果ということで理解させていただきた

いと思いますけども、僕、尐し疑問があるんです。

入札をするときに、かなりの差が起こさせるとい

う現象が今現実このごみ問題だけでもなくあるわ

けですけども、そのごみのことでいえば、中学校

では50％、小学校では59.1％ということですね。

この件について、尐し入札をしたときに業者をい

じめてはおらへんかという部分があるんですけど、

そういう見解はいかがでしょうか。 

○教育庶務課長 

そのような形はとっておりません。 

以上であります。 

○嶋﨑委員 

ありがとうございます。 

業者の方に負担をかけておらへんかということ
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については、ないと言われればそれまでですので、

終わります。 

次に、87ページにおいて、市史編纂事業が58％

減額、2,278万7,000円に対して1,322万2,000円と

いう形で載っております。これについての説明を

お願いしたいと思います。 

○生涯学習課長 

平成21年度市史編纂事業といたしまして、当初

予算として2,278万7,000円を計上させていただき

ました。 

この編纂事業は、平成20年度から始まったわけ

でございますけども、平成19年当時、庁内で協議

がなされまして、編纂の事務をこの生涯学習課が

事務局ということで設置をいたしまして事務を進

めておるわけでございます。最初に例規の整備な

どを行いまして、平成20年の４月１日からスター

トいたしました。事務局は、この私と文化係長、

担当者１名が兼務という形で、あとが市史編纂嘱

託員の１名で組織として立ち上げたところでござ

います。 

現在は事務局は図書館の２階の研修室を事務局

の部屋ということで衣がえをしまして、今使用し

ております。平成20年度に資料の収集や整理をし

てもらうために１名の臨時職員を採用しまして、

ことしの平成21年度からは、また新たに市史に造

詣の深い方、臨時職員を１名採用いたしましてや

っとるわけですけども、この方は１週間に一遍、

古文書の解読等をしていただいております。 

この市史というところは専門的な分野でござい

ますものですから、なかなか私、係長だけでは前

へ進めないということでございまして、ここの市

史の第一人者でございます、今回、市史編纂委員

会で顧問も務めていただいております愛知教育大

学の名誉教授であります新行先生の自宅に訪問い

たしまして、いろいろと今回進めていく編集委員

候補について相談をいたし、アドバイスをいただ

きました。 

そして、昨年の７月に先生からのアドバイスに

従いまして、考古部会、古代中世部会、それから

近世部会、近代現代部会、民俗まつり部会、自然

部会の６部会を組織をしていくわけでございます

けども、その編集委員になっていただく先生をア

ドバイスいただいて、その方に順次お願いしてい

くという形を昨年の７月からとっておりました。

予定していました編集委員のうち一部の編集委員

の方からは、就任を断られたという経過もござい

ます。それで断られましたので、また新たな編集

委員を見つけ出したということもあります。 

そしてまた、７月からでしたので大学が夏休み

に入ったということもありました。そういった何

人かの先生の勤務先にも連絡してもなかなか連絡

がとれないというような状況もありまして、この

６人の編集委員の方に承諾をいただくのが10月の

末になってしまったと。それで、この編集委員の

方も全員で一度お会いして編集委員会を開かなき

ゃならないということで、私ども通知を出して12

月の末までにできないのかなということで通知を

出したんですけども、大学の先生忙しい方が多か

ったものですから、１月になりましてやっとこの

編集委員会が開催できることになりました。それ

で２月に入りまして、また２回目の編集委員会を

会議しまして、部会の組織の体制やら編集委員と

一緒にやっていただく調査、執筆委員、それと調

査協力員ですね、そういった方を今から人選をし

ておいていただきたいということをお願いしてお

ります。 

それで、あと平成21年度の計画の中で、現在嘱

託員１名がおりますけども、この１名からもう一

名嘱託員を採用いたしまして、２人体制で事務を

進めていこうという考えがございましたんですけ

ども、市史のことも理解できる方が市のこともわ

かるような人がおればなということで探してみた

んですけども、なかなか見当たらず、平成21年度

はお一人のみで、あと１人が今回補正予算で減額

をしてるような状況でございます。 

このように人選とか連絡がおくれました結果、

この平成21年度に多額の予算を採決していただい

たわけでございますけども、当初に計画していま

した予算が執行できずに、先ほど言われました６

人の予算を残す結果となりました。ほんとに財政
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的面から考えますと、非常に御迷惑をおかけした

という状況でございます。 

現在、平成22年度中に刉行予定の知立宿・・構

成作業を進めております。そして、昨年から採用

した臨時職員の方によりまして資料の収集とか整

理をしていただいております。またこれまで資料

館が収集してきました古文書の解読、それから、

広報が持っておりました写真等の整理をしており

ます。また野村泰三さんが収集しておりました文

書を受領いたしまして、その整理を行っておると

いうような今は状況でございます。 

今後、今当初予算で見ていただいた金額、当初

からすぐに事務が進んでいくというような予算を

立てさせていただきましたけども、先ほど言いま

した各編集委員がなかなか見つからなくて、こん

な予算を執行できなかったというには、これはこ

の予算として計上させていただいた次第でござい

ます。 

以上でございます。 

○嶋﨑委員 

この市史については、今現在発行されている上

中下ありますよね、上については知立市内で手に

入れようとすると手に入らないということもあり

ますけども、それを回収するのか、それをもう一

回見直していただいて出していただくものと解釈

していいですか。 

○生涯学習課長 

今までのものは今までのものでございまして、

また新たな発見とか、またお寺や神社等に出向い

て行ったり、いろいろと中でいろんな資料が出て

これば、それをまた新しい市史の方にやっていき

ます。 

もちろん今までやった市史はまた再度見直しま

すけども、今後は新しいものをつくっていくとい

うふうに考えています。 

○嶋﨑委員 

大変な貴重なものを編纂していただくわけです

けども、この完成の目安は今現状、平成21年度は

減額予算になってしまったわけですけども、平成

22年度は進めていっていただいて、予定は平成23

年、平成24年、いつごろ完成するかお伺いします。 

○生涯学習課長 

私どもの計画では、平成29年度は最終的にでき

ると。 

ただ、それまでずっと出さないわけではなくて、

資料編という形で先ほど言いました部会がありま

すので、それぞれの部会で資料編を出していくと

いう形をとっていこうと思っております。 

○嶋﨑委員 

ありがとうございます。 

最後になりますけども、独立行政法人日本スポ

ーツ振興センター負担金が載ってるわけですけど

も、この減額は尐ないんですけども、この負担金

を持ってる振興センターと知立市とのかかわりを

尐し説明していただきたいと思います。 

○学校教育課長 

かかわりでありますけども、子供１人当たり年

間960円という掛金であります。それで保護者の

方から半分480円、市の方から480円というふうで

負担をいたしまして、学校管理下等におけるけが

等において治療代等が出るということになってお

ります。 

ただ、今、市では小・中学生、医療費等無料に

なっておりますので、その分を除いた１割見舞金

という形で今現在出ております。 

以上であります。 

○選挙管理委員会書記長 

先ほど嶋﨑委員の御質問にございました知立土

地改良区総代の人数、定数でございます。合計で

36名となっております。 

以上です。 

○高橋委員 

それでは、補正予算お聞かせいただきたいと思

います。 

まず、歳入なんですが、歳入の18、19ページに

なるんでしょうか、今回は税の補正はないわけで

す。ただ、利子割交付金を初め、配当交付金、地

方消費税交付金、自動車税交付金、景気のバロメ

ーターの一つにはなるんですが、こういう諸指標

で大幅な減額になっています。これは金額はもの
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すごいものではありませんが、景気の動向を反映

した当市の大事な歳入ということになります。当

然来年度もこれらの歳入が計上されておりますが、

今申し上げた18、19ページ等に記載されている利

子割交付金以下の歳入の動向をどのようにみてい

らっしゃるのか。 

また、今回の減額の根拠もあわせてお示しいた

だけませんか。 

○総務課長 

それでは、まず、利子割交付金でございます。

これにつきましては、預金利率の低下によりまし

て利子割の収入見込みが当初予算見込みよりも減

収が見込まれるためという形での減額補正でござ

います。 

続きまして、配当割交付金でございます。こち

らにつきましては、これも委員の御指摘のとおり、

景気の後退によりまして配当割の収入見込みが当

初見込みよりも減収が見込まれるという形での減

額補正となっております。 

次に、地方消費税交付金、こちらも同様でござ

います。景気の後退によるための消費の低迷によ

るということでの地方消費税の収入見込みが当初

見込みよりも減収が見込まれるという形での減額

補正となっております。 

続いて、自動車取得税交付金でございます。こ

ちらも景気後退といいますか、これの場合は自動

車の販売台数の減尐によりまして自動車取得税の

収入見込みが当初見込みよりも減収が見込まれ、

減額補正ということになっております。 

こういった内容でございますが、今後におきま

しては、当初予算の方でも計上させていただいて

おりますが、今の景気が今後どのような形で回復

されるかということは私どもの方も尐し予想がで

きにくいところでございます。あまり期待が持て

ないところなのかなという気がしております。 

以上です。 

○高橋委員 

そういうことなんだけども、具体的な歳入は数

字で出ているわけでしょう。例えば、利子割交付

金というのは預金が減ったと。だから利息が減っ

た。したがって、今回900万円の交付金の減とい

うことですね。合計5,000万円になったと、平成

21年度決算見込みで。 

ところが、平成22年度ではさらに減るという見

通しですよ、4,500万円にね。この辺の数字的根

拠をはっきりしてほしいなということを聞いてお

るわけ。 

利子割交付金は700万円減ったんですか。合計

2,000万円の歳入、平成21年度。平成22年度も歳

入2,000万円と。利子割交付金は平成21年度決算

見込みと平成22年度の当初予算はイコールだけど

も、利子割交付金の方は、なお平成22年度当初減

額と、こういうふうにみていらっしゃる根拠を聞

いてるわけです。なかなか難しいだろうと思いま

すが、ひとえにだんだらと減というわけではない

ですよ。下げどまっておるものもあれば、なお下

がるものもある。地方消費税は、なお下がると。

平成21年度で６億円ですよ、決算見込みが。これ

がなお５億7,000万円に下がると、こういうこと

になって、自動車は頭打ちで１億円イコールと、

こうなっておるので、これらの数字の根拠をもう

ちょっと明らかにしてほしいなということです。 

○総務課長 

私どもの方が今、地方財政計画等に基づきまし

て算定した中で、このような数字というふうにさ

せていただいておりますが、まず、交付の基礎と

なる額の方でございます。平成21年の見込みが今

のところ51億4,400万円から平成22年の見込みが

47億1,200万円と、前年度比8.4％三角という形で

全体に交付される額がそのような見込みがあると

いうところで、うちの方で試算をいたしますと、

その金額を前年度比三角の8.4％という形での見

込みを算定いたしますと、三角の8.3％なもので

すから、その減額分をもとに算出いたしましたと

ころ、これが実は、今回の補正後の額が5,000万

円となっております。この5,000万円に三角8.4％

を掛け合わせまして4,500万円という形でさせて

いただいております。 

それ以外もすべて同じような形で説明を申し上

げればよろしいでしょうか。 
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○高橋委員 

利子割交付金は4,500万円、500万円減ってるん

だけど、配当割交付金はイコールになっておるわ

けでしょう、決算見込みと来年の当初予算額が

2,000万円で。自動車交付税の取得交付金も１億

円でイコールになってますがね。だから、ひとえ

に減っておるわけじゃないんだわね。だから減っ

ているものもあれば、横ばいのものもあるわけだ

から、そこはどういうふうにごらんになっている

かということを簡潔に言ってもらえばよろしいで

すよ。 

○総務課長 

配当割交付金につきましては、一忚交付の基礎

となります額の方が、今うちの方でつかんでおる

数字が平成21年度見込みが24億1,800万円、平成

22年度見込みが24億5,000万円という形で、これ

につきましては1.3％の増というような形で見込

んでおりましたので、今回平成22年度の当初予算

につきましては、３月補正後の金額2,000万円と

いう形でさせていただいております。 

以下、株式等譲渡所得割の交付金につきまして

も、これは基礎となる額が平成21年度見込みと平

成22年度見込みの額が同額の11億9,800万円とい

うことで増減なしという見込みというところから、

前年度と同額とさせていただいております。 

続いて、地方消費税交付金でございます。地方

消費税につきましては、平成21年度の見込みが

779億200万円、そこから平成22年度の見込みが

741億2,800万円、前年度比三角の4.9％というこ

とで、こちらにつきましては、平成21年度の額か

ら三角の4.9を掛け合わせたものの予算とさせて

いただいております。 

それから、自動車取得税交付金につきましては、

平成21年の見込みが139億1,900万円、平成22年の

見込みといたしまして136億100万円、前年度比三

角の3.3％ということで、平成21年度の予算に対

し三角分を参考に算出させていただいて1,000万

円の減額という形になっております。 

以上です。 

○高橋委員 

細かいことをここで分析的にいってもなかなか

将来のことですからうまくいきませんが、例えば、

自動車取得税交付金は平成21年度決算見込みは１

億円じゃないですか。平成22年度当初予算も１億

円、3.3％の減というお話ではなかったでしょう

か。ちょっとこの辺がつじつまが合わないような

気がいたします。 

地方特例交付金は、そういう中で3,079万5,000

円増額補正になっていますが、この理由お示しく

ださい。 

○総務課長 

地方特例交付金につきましては、ちょうど児童

手当特例交付金、これにつきましては、児童手当

の制度改正に要する費用のうち、市町村分に相当

する額を各市町村に児童手当対象児童の数で案分

されたものとなっております。その額が当初は

3,000万円を予定しておったものが3,644万3,000

円となりました。 

続いてもう一つが、住宅借入金等特例控除分、

こちらについては住宅借入等の特別税額控除によ

ります減収、そちらの方で減収に伴い交付金が増

額になるというものでございますが、そちらが当

初予定しておった額が3,000万円だったものが

3,673万2,000円、もう一つが、自動車取得税の減

税に伴う自動車取得税の交付金の減収に伴い交付

されるものでございますが、そちらが当初は

2,000万円だったものが3,762万円とそれぞれの総

額があったということになっております。 

○高橋委員 

特別交付金519万9,000円、決算見込み3,519万

9,000円、この補正の内容を御説明ください。 

○総務課長 

こちらにつきましては、恒久的な減税に伴う地

方税の減収の一部を補てんする減税補填特例交付

金が平成18年度をもって廃止されたことによりま

す経過措置として平成21年度まで交付されるもの

でございます。 

そちらの方が、今こちらの方に計上させてもら

えたものなんですが、算定の結果、交付額が当初

交付見込み額よりも増となったという形での増額
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ということになっております。 

以上です。 

○高橋委員 

地方特例交付金あるいは特別交付金、これはち

ょっと性格が違うのでおいときますけども、あと、

今補正で減額になっている利子割交付金、配当割

交付金等々ですね、さっき申し上げたように、税

ではないけれども国民のパワーといいますか、資

金の大きさといいますかね、景気の動向といいま

すか、ということをあらわす一つの歳入として地

味ではありますが、大変重要な歳入だということ

ですから、今後もこれらの動向を正確につかんで

いただいて当初予算等に反映していただくという

ことが極めて重要だということを申し上げておき

たいと思います。 

それで、歳出についてですが、先ほど嶋﨑委員

のお尋ねで、ごみの処理費の問題が出ましたね。

79ページ、東小学校で、中学校もあるんですが、

これ答弁では、従来では１社随契だったと、さっ

きの話じゃありませんけど、知立衛生社に今まで

は１社随契でお願いしていたものを平成21年度で

は予算計上後、競争入札に付したと、こういう内

容でしたね。何社の入札で、どういう企業が入っ

て入札をされたんでしょうか。 

○水野委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後２時54分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後２時54分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後２時54分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時03分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育庶務課長 

どうも失礼いたしました。 

先ほど20社の許可業者というお話をしました。

19社の誤りでありました。訂正をお願いしたいと

思います。 

その中で、市の方へ登録されてる業者が６社と

いうことで、その６社の中で金額の基準でいきま

して５社指名競争入札ということで行いました。 

以上であります。 

○高橋委員 

そうしたら、585万円の当初予算を計上してみ

えた小学校が240万円で落札したと。300万円の当

初予算だと中学校が143万円で契約できたと。半

分以下になったということですね。これは１社随

契から５社の競争入札によってそういう変化が起

きたと、こういう理解でいいですか。 

○教育庶務課長 

はい、そのとおりであります。 

○高橋委員 

そうすると、ごみ運搬委託料という余り目立た

ない仕事ではあるけれども、それが小学校７校、

中学校３校という施設としては一番大きい施設か

もしれませんが、予定の半額になったと、これは

大変経費節減では貢献をされているというぐあい

に思うんですが、なぜ今まで１社随契だったのか、

あるいは教育関係の他の施設においても同様の措

置をされたのかどうか、このあたりどうでしょう

か。 

○教育庶務課長 

他の課の施設についてはちょっとわかりかねま

すが、教育委員会としては、このごみ処理につい

ては市内の１社随契で妥当であるというふうに思

って平成20年度まできておりました。 

ただ、平成21年度にいろいろ環境課、それから

指名審の中でも可燃ごみについては許可業者でで

きるじゃないかというお話をいただきまして、再

考いたしまして指名競争入札とさせていただいた

次第であります。 

○高橋委員 

どこに落札したんでしょうか、小・中。ちょっ

と紹介してもらえませんか。 

○教育庶務課長 

落札者は知立衛生であります。小学校、中学校
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とも同じであります。 

○高橋委員 

従来も知立衛生ということだったんですか。 

○教育庶務課長 

はい、そのとおりであります。１社随契であり

ましたので。 

○高橋委員 

今までは１社随契でこれが適正だと、こうやっ

てやってみえたわけですが、今度は、さあどうだ

といって５社がそろい踏みして札を入れたら半分

になっちゃったと。これ、知立衛生社の意欲で利

益を度外視したのかね、あるいは今までが高値安

定だったのかよくわかりませんが、しかし、一つ

言えることは、自由な競争に付して契約をすると

いうね、その自由な競争にそぐわない契約もある

でしょうけども、そういうもの以外は自由な競争

に付してやるということが求められると思うんで

すが、これは安ければ安いほど落札するという仕

組みでしょうか。ごみを搬送するという業務なの

で請負とは違うんですが、このあたり、安ければ

安いところと契約できると、こういう入札のシス

テムだという理解でいいですか。 

○教育庶務課長 

委託業務につきましては、物品扱いということ

で最低制限がないと思っておりますので、結果と

しては、質問者のおっしゃるとおりであります。 

○高橋委員 

そうしますと、これは庶務課長にお伺いした方

がいいですが、他の保育所、11保育所ありますね。

予算は所管外ですけども、あるいは他の公共施設

あるんですが、これはどうされておるですか。１

社随契で、教育委員会の学校は今回５社入れたん

ですが、ほかの施設はどうなっとるんでしょうか。 

○総務課長 

すぐに調べさせていただきます。 

○水野委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後３時09分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時12分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○総務課長 

大変失礼いたしました。 

保育園につきましては、１社随契でやっており

ます。契約相手の方はシルバー人材センターとな

っております。 

また、本庁にも可燃ごみがございます。そちら

につきましても50万円以下ということで、１社随

契、これは知立衛生と１社随契をさせていただい

ております。 

以上です。 

○スポーツ課長 

福祉体育館でございます。１社随契で可燃ごみ、

不燃ごみ及び粗大ごみの収集運搬を知立衛生の方

でお願いをしております。 

○生涯学習課長 

図書館と歴史民俗資料館でございますけども、

体育館と同じ可燃物、不燃物、資源ごみ、１社随

契で知立衛生にやっていただいております。 

それと、猿渡公民館と知立文化広場でございま

すけども、これは管理の業者、全体の施設管理の

中でやっておりますので、そこの業者が全部持っ

て行っております。 

以上です。 

○高橋委員 

すべての施設で５社でやったらいいのかどうか

ね、これは量や金額にもよりますので単純ではな

いと思いますが、教育委員会等の学校でこれをや

ったと。900万円の予算に対して500万円が減額に

なったということですよ。平たくいうと半分以下

になったと。これはこれで一つ教訓として機械的

に当てはめる必要はないけれども、教訓として競

争入札に付せる施設はどこが適正なのか、どの程

度の業者数で入札をするのがいいのか、これらを

含めてひとつ忚用問題で拡大することが必要じゃ

ないでしょうか。庶務課長、どうですか。 

○総務課長 

委員のおっしゃるとおりかと思います。小学校、

中学校でそのような実績が出ておるということに
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関しましては、非常に参考になると思います。 

今後、一度検討をしていきたいと思います。 

○高橋委員 

これは教育委員会が思いつかれたんですか。教

育委員会の所管でも他のところは１社随契は相変

わらずやってみえるわけでしょう。７校、３校に

ついては、これはここだけですよ、競争入札をし

ているのは。ごみの処理の問題で。 

これは教育委員会の庶務課が独自の発想で他の

部局の整合性なしにぐっと突っ込んだと、こうい

う理解でいいですか。 

○教育部長 

今回のごみの入札につきましては、ちょっとさ

かのぼった話から入るわけなんですけども、私が

総務部長で総務におりましたときに、こういった

ごみについての収集の委託料についてを競争入札

にということで話をしていったのが最初なんです

けど、ところが保育園は当時は路線収集で袋出し

をしておりまして、ところが、それは事業系ごみ

だからそれはいけないよという環境課の指導のも

とで、それならばということで当初はこういった

昔の学校と同じように１社随契という形も実は環

境課におけるごみの指導行政の中で、尐しずつ市

の方でそういう形にきちっと振り分けていくとい

う中身が実は中でも検討されまして、だんだん大

きいものはこうやって一般競争入札、今、うちの

所管であるのは当初予算見ていただきますと十何

万とかその程度の施設ですけど、学校とか保育園

になりますと、特に学校は一体になりますので、

大きなものになりまして、こういったものについ

て、この年度から指名競争入札にしていくという

ことで環境課の方にも話ができて行っていくと。 

したがって、今後はそういった競争性をきちっ

と担保できるものは、こういった形での入札に切

りかえていくと、こういう形でございます。 

○総務課長 

教育部長がお話されたとおり、市全体としても

今後の執行から検討を図っていきたいと思います。 

○高橋委員 

ほんの尐ない予算ならともかくね、一般的にそ

こそこの予算計上をごみ収集で行っているという

ことであれば、それは競争性を担保するという入

札に変えた方が客観的に明確だし、ベターだとい

うふうに思います。 

ぜひ来年度、平成22年度４月以降の当然対忚に

なると思うんですが、その措置を今、答弁いただ

きましたので、ぜひお願いしたいというふうに申

し上げておきます。 

それから、さっきこれも嶋﨑委員が最初にお触

れになったんですが、市史編纂ね、いろいろ言わ

れたけども、細かいことは私はようわからんもん

で、組織を６部会つくったとかね、なかなかよく

わからんけども、要するに、準備不足で予算が執

行できんかったと、こういうことのように聞こえ

てくるんですよね。その根本的な原因は、なぜそ

うなったのか、ここが一番問題ですよ。６グルー

プに分けて編集委員がなかなか選任できなかった

とかいろいろ、るる言われるけども、何でそうい

う辞退になってしまったのかということが一番問

題。なぜこの予算が執行できなかったのかという

ことを担当課長としてどのように深めてみえるん

ですか。 

○生涯学習課長 

確かに準備不足というのが一番私、問題だとい

うふうに思ってます。 

当時私はこちらに来たときに兼務でこの事業を

進めていくという中身になりましたものですから、

担当者も兼務というような中身でございました。

その中の体制がもう尐ししっかりしておればよか

ったかなと今、思っております。 

○高橋委員 

以前、象徴的な議論があって、その市史編纂の

部屋をどこにするかという歴史的な有名な議論が

あったじゃないですか。図書館の展示室だと。玄

関入って右側のね。いやいや、あんなところで使

ってもらっちゃ困るじゃないかといって最終的に

は２階へ追われていったという経過が、追われて

いったといったら語弊があるけど、２階の館長の

隣にちょっと空いとるあそこへ移動されましたよ

ね。そういう議論は今でも私、覚えてますよ。当
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時あなたが課長じゃなかったけどね。私は、その

関係者の意見も求めました。個別にはどうですか

と。どこで市史編纂するのがいいですかと。ある

いはあそこの玄関入口の展示場というのはどれぐ

らいの活用があるんですかということも聞いて議

論したことがあるんですが、あの議論がああいう

形で議会でもあって、あのときはちょっと後手だ

ったわね、大体。どこを事務室にするかというこ

とが軸がぶれとったわけなもんで。最初は展示室

だといっておったやつが議会の論戦で、いやいや

といって２階へ追われていっちゃったわけだわね。

そのあたりからこの事業に対して当局の軸足がど

うも決まってなかったなというのを今、答弁聞き

ながら私、思ったんですが、準備不足だとおっし

ゃるけども、それは所管がおれのところの仕事だ

ということの自覚が遅かったのか、それはどこの

所管でやるにしても諸準備、予算をつける前の裏

づけの計画てなものが不十分だったのか、そのあ

たりはどういうふうに自己分析というか、総括さ

れておるんですか。 

○生涯学習課長 

当時、庁内の中で協議が市史編纂についてどん

な形でやっていくかという議論をされたと思って

おります。 

それで、その中で、所管は生涯学習課という位

置づけはされました。それの中で、事務局の中で

新たな人が張りついておるのかというと、そのま

ま私どもが兼務という形でスタートが始まりまし

たものですから、初年度、２年度はどんな形でい

くかというのはまだちょっとわからないような状

況も多分あったと思います。それで多分こうして

人が、先生が見つかり、その下につくまた編集委

員が見つかり、いろいろと事務連絡、パソコンや

メール等がふえてくれば職員とかそういった人員

的なものが今後ふえていくだろうというふうには

思っておりますけども、当初からどのぐらいの体

制がいいかというのは各市のやつを見ながら、ま

ずはこの人数で進めていこうというふうで決まっ

たというふうに思っております。 

○高橋委員 

市史編纂という仕事はね、それは直接課長は中

へ乗り込んでいって編纂作業をするわけではない

わけでしょう。あるいは係長がやるわけじゃない。

そういう土俵を事務方としてどうつくるかと。つ

まり、どういう人がどこへ専門家としてどの程度

座ってね、どういうアプローチで研究していけば

一定の時間でどこまで何が進んでいくのかという、

直接自分は手を出さんけども、その土俵づくりが

一番の大事な問題点だと思うんですね。 

土俵づくりが、いわば失敗したと、平成21年度

は。だからなかなか編集委員が決まらんかったり

して苦労されとる結果がこの補正予算にも出てお

るわけだけども、例えば市史編纂嘱託員は、今回

補正で２名が１名になりましたね。来年の当初予

算もそのまま１名のままじゃないですか。２名に

ふえる計画になってないじゃないですか。そんな

ことでいいですか。 

○生涯学習課長 

確かに言われるとおり、当初は平成21年２名で

出しましたけども、平成22年度は１名にしており

ます。 

これは、現在のところ予算やっとる作業の中で、

なかなか見つけようということで安城市、市史が

終わりましたものですから、そういった方でやっ

ていただける方がおるのかということで当たって

みましたけども、なかなかそういった方も豊田で

市史やって、そちらの方へ行っちゃったとかいう

いろいろ専門的な方がここの分野では必要なわけ

でございます。 

そして今、当たったところでなかなか見つかり

ませんでしたけども、もしこの平成22年度でやっ

とる途中で、大学の先生いろいろと私どもと話が

できるようになりましたものですから、もしそう

した中で、適任の人がおれば補正対忚で予算化を

しまして、嘱託員の方でもおれば、そういった方

にお願いできるものならお願いしていきたいと。

とりあえずは１名でまずは。またこのような結果

になって２名やっていたら、また１名になっちゃ

たじゃないかということを言われるとまたいかん

なということで、見つかった時点で、何月からで
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きるように予算化をしていきますからお願いしま

すというようなことはしていきたいなというふう

に思っています。 

○高橋委員 

現在でき上がっている市史、上、中、下とある

んだけどね、これは主に学校の先生方が相当深く

かかわって、皆さん退職された先生ばかりなんで

すが、個別に私お話ししたことがあるんですよ。

市史をつくってみえる中心的な校長先生であった

り、あるいはそれに造詣の深い先生が入られて、

いろいろ苦労されながら、ずっと積み木を上げる

ようにして積んでいかれた。 

今度はちょっと手法が違うわけでしょう。そう

いう手法じゃなくて、専門家をもうちょっとスペ

シャリストを随所に配置しながら組み立てていく

というようなどうもやり方のようですね。だから、

そこのその専門家がきちっと座っていただくとい

うことが担保できないと、それはもうさっぱりそ

こは空っぽになってしまうわけですよということ

が今の質疑でわかって、顧問の先生と相談してア

ドバイスをいただいてやったけども、時既に遅し

という趣旨の説明があったけども、今のお話を聞

く限り、平成22年度でぐっと体制を含めて市史編

纂がいけるかどうかというちょっとイメージが私

わかないんだわね、今の答弁では。だから、そこ

ら辺がどうなのかということは予算計上されてお

るわけだから、これは平成22年度の予算審議でや

らないかんかもしれんけども、そこら辺が見えて

こないんだけども、いかがですか、そこは。 

○生涯学習課長 

２月に編集委員に集まっていただいたときに、

この先生方のところに執筆委員という方を今度張

りつけるわけでございますけども、私ども当初考

えておったのは、執筆委員もお一人でそれぞれ編

集委員と執筆委員お二人で進めていくことで予算

を計上しておったんですけども、各先生たちの御

意見を聞いておりますと、例えば、それぞれの部

会の中でも近在、近世とかいろいろと時代ごとに

専門のスペシャリストがおるということがわかり

まして、２名から４名の執筆委員が必要だという

ことがわかりましたものですから、今後こういっ

た方々にも私たちが職員が今からそういった先生

たちを推薦いただきましたら、その方にお願いし

て知立市の市史をお手伝いしていただけるように

お願いしていこうというふうに考えております。 

以上です。 

○高橋委員 

市史調査執筆委員報償費、増員せないかんとお

っしゃるけど、昨年当初予算とほとんど変わって

へんがね。283万5,000円。昨年当初は252万、こ

れで人がふえるんですか。 

○生涯学習課長 

この当初予算組むときに、私どもまたほんとに

どのような形で人がふえていくのかどうかという

のもわかりませんでしたので、今こういった編集

委員の方々にいろんな話を聞いて、またこれは補

正で対忚できるものならば対忚していきたいとい

うことで、当初は今年度並みの予算でまずはやっ

ていこうということであげさせていただいたとこ

ろでございます。 

○高橋委員 

教育長、ちょっとずぼらじゃないですか、これ

対忚が。担当課長、汗かいて一生懸命答弁してみ

えるけど、ちょっとこれはトップのリーダーシッ

プ、この市史編纂を編纂する時期も含め、体制、

予算、これがちょっと枠づくりが不十分なまま、

何かふわっと立ってどしょっぱつに突き押しで土

俵終わっちゃったという感じがしますけども、教

育長、どうですかそこは。 

○石原教育長 

10年計画で実施計画を立てて進めているわけで

ありますけども、言われるとおり出発がおくれて

おります。平成19年度のときに新行先生のところ

に自宅まで行きまして、実際どのような編成、知

立市としてはどうかと。それで、資料編だとか数

誌があるので、そういう大ざっぱな話をしてまい

りました。そして、それぞれの専門の先生方の紹

介もしていただきました。それで、平成20年度あ

たりはなかなか進んでいなかったのが現状であり

ます。さらにまた新行先生のおたくへお邪魔しま
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して、さらに詳しい話をしてまいりました。 

そして、第１回の編集委員会が開かれたのが、

ことしの１月だったと思います。大学の先生方が

平日は出て来れないので、休みの日に図書館で行

いました。そのときに私も初めて編集委員の先生

方にお会いしまして、１人１人お願いをしたわけ

であります。その編集委員会の中で、とにかく今、

高橋委員言われましたように、動き始めることが

一番大切だと。土壌をつくって、とにかく動いて

いく、これまでが私たちの仕事であるということ

で、そのときに次に新しい年度になってから第２

回をやるという話があったわけですけども、やは

り委員の方たちも、それは遅いぞということで２

月にもまた行ったということであります。 

言われましたように、大変出発が遅かったとい

うようなことを思っておりますけども、今それな

りに動き始めたということで、今、編集計画とい

うのができております。何冊かを一遍にそれは出

版できませんので、この時期にこれこれ、このや

つをしっかりと踏んでやってほしいということを

お願いしました。 

ただ、新行先生の話ですと、例年いろんなとこ

ろやってるけども、大体２年ずつぐらいおくれて

いくのが普通だぞと。だから10年であれだったら

８年計画で進めなきゃあかんぞと言われましたけ

ども、いや、知立市は10年計画でその計画どおり

にその年、年に出す本、これを計画的に実施して

いきたいと、そんなふうに思っております。 

○高橋委員 

知立市は歴史と文化という点ではね、胸を張っ

て大いに先人の営みを学んでいくと。非常にふさ

わしい価値のある歴史を持っていると思うんです

よね。だから、そこを検証し、掘り下げ、そして

未来へつなげていくという市史編纂の仕事は非常

に重要な仕事だというふうに思うわけですが、そ

れが平成21年度のようなことではね、やっぱり大

変申しわけないというふうに思うんですが、平成

22年度予算執行出ておりますが、そこは間違いな

く平成21年度の轍を踏まずに対忚できるという胸

を張って答弁いただけますか。 

○教育部長 

大変申しわけありませんでした。 

平成21年度につきましては、ほんとに土俵で言

えばそういうことですが、800メートルのリレー

で言えば、まだコースがきちっとできてなかった

と。ようやくメンバーがそろってバトンが回ると

いうところにきました。 

今からは、まだまだ先ほど課長が申しました協

力員と執筆員、その人間が、おのおの６コースの

教授からきちっと示唆されていくということが前

提になります。 

したがって、当初予算につきましては、10月の

段階ではフルの12カ月を予算で考えておりました

けれども、多尐１月、そして２月、新年度は４月

の当初に委員会が開かれますので、ここらで１人

１人人選が見つかっていくという中身になります

ので、10カ月ほどの予算で当初予算を組んでおり

ます。 

したがって、何とかそれぐらいはクリアできる

ように私もきちっと努力をしていきたいと思って

おります。もし場合によっては補正ももちろん増

額になるかもわかりませんが、そういった方向性

が打ち出せれば、なお私としてはよかったなとい

う気持ちで頑張っていきます。 

○高橋委員 

同じ轍を踏まないように、コースが決まってお

らんかったと。もちろんバトンもあらへんと、こ

ういうようなスタートで１年間、答弁のような実

態でした。平成22年度はそれを繰り返さないよう

に、ぜひきちっと対忚していただきたい。またそ

の都度、議論の方を進めていきたいと思います。 

もう一つ、埋蔵文化財発掘事業499万1,000円の

減額、この点御説明ください。 

○生涯学習課長 

今年度の埋蔵文化財発掘事業につきましては、

八橋登城跡周辺の発掘調査事業として予算を計上

させていただきました。 

場所につきましては、八橋の葦香城跡公園の西

側にあります八橋城下65の１、65地内の600平方

メートルでございます。 
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予算につきましては、発掘するための作業の準

備、ラジコンを使っての航空測量費、畑の終わっ

ております樹木の伐採費用、それと発掘に伴いま

す機材の借り上げなど主なものでございまして、

当初は710万ほどあげさせていただきました。 

ここの八橋の地区なんですけども、お城につき

ましては歴史的な文献や見取図がなくて、築城の

時期とか、城主、城の規模については非常に不明

な点が多く、わからないような古城跡でございま

す。 

平成７年に大手の住宅会社から八橋城下と古城

付近一帯の開発の計画がありましたので、そこは

発掘調査を実施しました。そのときには戦国時代

を主体とする遺構が遺物が確認されております。 

それで平成18年におきまして、平成19年度から

平成21年の３カ年計画で実施計画かけまして、約

1,850平方メートルの発掘調査を実施計画にあげ

ました。平成19年度と平成20年度は、そこの土地

所有者の方とは承諾が得ておりましたので実施す

ることができました。それで、平成21年度に予算

を計上するときは、もう一つ該当する今回の調査

区域でございますけども、発掘をしていきたいと

いうお話をしておりましたけども、正式な合意ま

では至っておりませんでした。 

それで市の担当者といたしましては、昨年の６

月から10月にかけまして調査ができるように土地

所有者の方と合意の準備を進めておりましたけど

も、最終的に合意が得られないまま時間だけが過

ぎていってしまったということでございます。 

合意できなかった理由ですけども、当時会社の

寮を建設していこうという考えがありましたけど

も、費用がたくさんかかるだろうと。それからリ

ーマンショックでトヨタ自動車の不況などがあっ

て、開発に前向きになれなかったのではないかと。 

それと、もう一つが、発掘調査を実施するとき

に樹木を伐採しなければならない。それで畑も以

前のままというわけにはいかなくなってしまうと

いう思いと、その方が生活の一部であります畑の

仕事が今の状態のまま続けていきたいというよう

なお気持ちがございまして、私どもとちょっと合

意ができなかったということもありました。 

それで、昨年からそんなことがありまして、も

し本人の心変りもあればなということで考えてお

ったんですけども、ことしの１月になりまして本

人にお電話したんですけど、最終的にはこちらに

こなくてもいいよというような話になりましたも

のですから、結果的には承諾は得られないという

ことで今回３月補正をさせていただいたというこ

との結果でございます。 

以上です。 

○高橋委員 

来年発掘するんですか。 

○生涯学習課長 

発掘は、今の状態ですと、まだ本人もまたやり

ますよというようなことをいただいておりません

ので、とりあえずこのままの状態で置いておくと

いう形になります。 

○高橋委員 

３カ年計画で平成19年、平成20年と調査をした

と。ところが、平成21年度最終年度が開発そのも

のがちょっとストップしたということも含めて、

地主の了解が得られずに掘り返せんかったと。来

年も掘り返す予算にはしてないと、こういうこと

ですね。 

私、荒新切を前、提案しましたよ。いやいや、

待っといてくれと。登城はもうすぐだといって激

励もいただいて、こちらがそうかいと、頼むぜと、

こういう話だけど、ここでつまづいて歴史的な遺

跡が発掘されずにいると。どうも市史編纂といい、

埋蔵文化財の発掘作業といいね、どうも後手後手

ではないのかと、市教委の対忚が。そんな昔の古

いことなんかどちらでもいいということであれば、

これはまたはなから論戦をせないかんと思うんで

すけども、その辺がいみじくも二つの減額補正の

実態で如実になったといわれても過言ではない実

態じゃないかと思うんですが、そこら辺どうです

か。どんな感想をお持ちなんでしょうか。 

○教育部長 

まことに申しわけなく思っております。 

市史編纂は先ほどのくだりでお話させていただ
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きましたが、この発掘につきましても、私もしっ

かり担当のものを１年を通じて管理していなかっ

たという部分で、私の管理者としての責任を問わ

れているところでございますが、しっかりまず聞

いてみましたら、実は、さっき課長が申しました

ように、当初は６月から10月で発掘したいという

ことで相手方にお話もして、その筋で進めておっ

たようなんですが、不景気によって会社の寮をつ

くることを断念されたという中身で、そこからな

かなか地権者もその道に進むということはできな

くなったということでございました。 

荒新切の御指摘の部分につきまして、これはそ

の両方等を含めまして、平成22年の予算の中では、

まず八橋につきましても平成16年から発掘してお

るものもございます。そういったものをきちっと

データベース化をして、きちっとそれが報告書に

なるようにまとめていくと。 

それから、もう一つ、あちらの荒新切の方も発

掘したものに対して、これらがきちっと整理をさ

れるということと同時に、今回内部でありますけ

れども、今後の発掘のきちっとした整備計画、こ

れもつくってくということで、そういった方向性

でまずは過去のものをまとめ上げていくと同時に、

未来に向けての整備計画を平成22年中にはつくっ

ていくと。あわせて、この学芸員をこれだけでは

なくして市史の方も加わっていただくという中身

で、この６部会にフォローをしていただくメンバ

ーとしては活躍していただくことになりますので、

そこら辺の事業の割合と仕分けをきちっとして仕

事は進めていきたいと思っております。 

○高橋委員 

学芸員もなかなかお忙しいというような今のお

話ですが、平成22年度の予算でね、平成21年度は

今言われたとおりですけど、平成22年度予算で印

刷製本機101万5,000円、これは埋蔵文化財発掘事

業の予算内容として、この印刷製本費で今言われ

た八橋の３カ年計画の２年を含め、過去のこのデ

ータも含めてここで印刷製本費で製本していくと

いうことなんですか。 

埋蔵文化財の発掘そのものは臨時職員の賃金

208万その他ありますけども、発掘機材借上料17

万とあるんですが、ここはどこを発掘するんです

か、平成22年度は。 

○生涯学習課長 

平成22年度の当初予算にあげさせていただきま

した埋蔵文化財発掘事業の中の印刷製本でござい

ますが、これは昨年の12月議会で言われました荒

新切の発掘しました資料等ができ上がっておりま

すものですから、これについての報告書をつくっ

ていきたいというふうに考えております。 

それと、臨時職員の賃金でございますけども、

現在も出土品が出ておりますので、その方たち通

常毎年出土品の整理をしていただいております

方々の臨時職員、そして万一開発計画の中で埋蔵

文化財がある場所が開発になりますと、そこを開

発する前に発掘をして、どんなもんが出てくるか

というようなことをやらなければならないという

作業がありますので、そういった方々の臨時職員

も尐し入っております。それとそういった発掘機

材等の借り上げもそこに万一開発のときにそうい

った埋蔵文化財が出るような場所ですと、そこで

いろんな作業をしなければなりませんので、そう

いったものがあげてあります。 

以上です。 

○高橋委員 

平成21年度八橋古城跡の発掘は、さっき答弁が

あったように、一時これで地主の了解が得られな

いので、一遍ここでピリオドを打つと、とりあえ

ず。平成22年はもうやらないと、八橋はね。 

今のお話ですと、平成22年度の印刷製本費で荒

新切の報告書、まだ荒新切、全部掘ってないです。

掘ってないけども、今まで何平方メートルでした

かね、掘った分をとりあえず印刷して資料として

まとめていくんだけども、新たに掘るところはま

だ決めてないと。もし開発申請が出て、そこに遺

跡がありそうなら掘るけども、そうじゃなかった

ら基金も含めてやりませんと。人件費は今もう既

に取り出したものの管理上必要な人件費として臨

時職員を賃金を上げた。荒新切は残ったやつは、

いつ掘らせるの。まだどえらい残っておるじゃな
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いですか、3,000平方メートル。 

○生涯学習課長 

昨年の委員の言われた中で、整備計画つくって

委員会立ち上げてという話がありましたものです

から、そこの中で話が決まり次第、どこを掘って

いくかということは決めていきたいと。 

今、早急にその荒新切を発掘するという予定は

今のところありません。 

○高橋委員 

そうすると今後の埋蔵文化財発掘計画を平成22

年度でつくると、こういうことですか。さっきそ

んなようなことをおっしゃったんじゃないんです

か。平成22年度は、何がどこまで到達するんです

か。 

○生涯学習課長 

平成22年度は、荒新切につきましては、この調

査報告書をつくります。そして平成22年度、もし

くは平成23年度になるかもしれませんけども、整

備計画等作成しまして、そのあと委員会を立ち上

げてどんな形にしていくかというのは進めていき

たいというふうに思っております。 

○高橋委員 

整備計画を作成するというのは別に予算計上は

要らないんですか。埋蔵文化財の発掘計画という

ことでしょう、整備計画というのは。つくるのは、

平成22年度か平成23年度だと、こういうふうにア

バウトでおっしゃるけども、平成22年度にはその

予算は計上されていないんですか、されているん

ですか。その計画つくるのには、どの程度の予算

が要るんですか。 

○生涯学習課長 

この整備計画についての予算はあげてありませ

ん。どのぐらいの予算になるかというのもまだ具

体的にはお示しすることはちょっとできないです。 

○高橋委員 

そうすると、平成22年度は計画が立たんという

ことじゃないですか。平成22年度も含めてとおっ

しゃるけど、予算化されてなきゃ計画は立たん。

もちろん学芸員を中心に市のスタッフで計画がで

きるというんなら別に現計予算でできるんだけど

も、発掘計画、整備計画をつくるということ自身

も外部の専門家に委託せないかんわけですか。ど

れぐらいお金かかるものなの、それは。平成22年

度では計上しなければ平成22年度つくらんという

ことでしょう。いつつくるんですか。 

○生涯学習課長 

確かに委員の言われるとおり、外部でやらなけ

れば中だけでは絶対にできないなというふうには

私も思っておりますものです。 

今、平成22年度からという自分の期待を込めて

やったんですけども、今、平成23年度以降になる

のかなというふうに思っております。早くやれれ

ばこちらのいろんな調査報告書等もつくっていく

ことも学芸員の方がおりますもので、それとあわ

せてやれますけども、今の状態ですとなかなかい

ろんな作業が入っておりますもので、平成23年度

からというふうには今、私の気持ちでは思ってお

ります。 

○高橋委員 

それは心もとない。学芸員お一人でね、知立の

市史編纂もやれ、発掘計画も立てよ、あるいは荒

新切のこの間掘った何平方メートルか知らん、

590平方メートルか何かのやつの報告書もつくれ。

これはちょっとそういうやり方しとるもんで減額

になったんだわ、今年度。どうもその轍を踏まれ

るような感じがしてならないんですよ。 

それも今後の整備計画もね、課長のお気持ちは

よくわかる。何とか早くやりたいと。埋蔵文化財

も知立にとっては大事な資産ですからね、これを

きちっとやっていきたいという気持ちはよくわか

る。答弁は平成22年度から平成23年度にかけてと

おっしゃったけど、２年度には予算化されていな

いと。３年度以降だと、こういう話になってきと

るわけでしょう、さっきの答弁だと。 

そうすると、一体どこに真相があってね、具体

的に進んでいく中身というのはどうなんだという

ことはこちらが必ずしもわからんわけですよ。期

待のお言葉の一言一言としては受けとめておきま

すけども、具体的にね。どれぐらいかかるんです

か、整備計画つくるのに、お金は、期間は。 
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○生涯学習課長 

まだそういった期間だとかお金だとか具体的に

試算したことはございません。 

○高橋委員 

教育部長、心もとないがね、こんなん。ずくず

くのまま信用せよと言っておるの。もうちょっと

具体的な中身が整ってこないとね、大ざっぱにい

いぞいいぞといっておるだけではあかんがね。荒

新切はとりあえず来年度調査結果をまとめていた

だければ、まだそれは掘らないかんわけなもんで。

せっかく買ったやつを。だから、それはいつごろ

全体の整備計画を立て、具体的に再発掘が始まる

のはいつごろになるのか、どれぐらいで発掘が済

むのか、どうなのかと、こういう点でもう尐し体

系的な前向きなアプローチと計画がないと、これ

はちょっとまずいじゃないですか。我が先人の歩

みをあまり軽く見ない方がいいというぐあいに思

うんですが、その辺を含めて、再答弁を求めます。 

○教育部長 

あまり弁明をするわけじゃないですけども、な

かなか市史は準備不足があったということはこれ

は反省しておりますが、この発掘も八橋の例であ

るように、あそこは一忚他の所有者ということで、

そこをクリアしていくことがあります。 

したがって、あと発掘する場所は600平方メー

トル残っておりますけれども、こちらはやっぱり

3,000平方メートルございまして、見晴らしのい

い大変いいところになっております。 

これはきちっとしたものの整備計画をつくって

いくということは、それはつくっていくことにな

るんですけども、まずは学芸員として、この地区

のその3,000平方メートル、私も見に行きました

けど、そこのどの部分でポイントはもう既に一忚

当たっておりますので、そこを踏まえて学芸員な

りの考え方と計画、それを平成22年度中には考え

られないかということは話をしました。学芸員は、

私にいわく、わかりましたということを言ってお

りますので、自主的な立派な冊子という形での構

想図ということは多尐それを受けてからというこ

とになるかもしれませんが、アウトラインでの考

え方というものは平成22年で出していく予定を私

は担当者との話では認識をしております。 

以上であります。 

○高橋委員 

そうすると、整備計画の学芸員の試案を一遍求

めていると。それは別に学芸員が頭を使って出す

のは予算要りませんから、その上に立って、課長

が言うように外部に委託するということですか。

ちょっと手のひらに乗らないんですよ、皆さんの

議論が。部長と課長の言ってることは違うんじゃ

ないですか。整備計画をつくるのに、そんなにど

えらいほど銭が要るんですか。だって登城の600

と荒新切の。登城は個人の持ち物なもんですから、

開発が始まるのにあわせて掘らんとまずいわね。

荒新切は既に市が取得しておるわけだから、一部

既に発掘が済んでおるわけだから残りをどうする

のかと。何年ぐらいで完了するのかというプログ

ラムをつくるということは、外部の専門家に頼ん

でそんなおうぎょうにやらんとできないものかど

うか私よくわからんけども、どんな御所見ですか。

ちょっと言ってみえることがちがえへんかしらと

思って。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後３時57分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後４時05分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○生涯学習課長 

先ほど平成23年度から委員会を立ち上げるとい

うようなお話をさせていただきましたけども、12

月議会のときにも私どもの部長が答弁しておりま

すように、平成22年度の中に整備委員会、文化財

保護委員、そして私ども生涯学習課の学芸員等で

整備委員会を設けまして、その中で、整備計画を

詰めていきたいと。それで、それを平成22年から

平成23年にかかるかもしれないということでやっ

ておりましたけども、そして、それができたら次

は実施計画に向かっていきたいというふうに思っ
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ております。 

以上です。 

○高橋委員 

ちょっといまいちまだはっきりしませんが、一

忚内部の学芸員を軸にね、知立市内の識者にも入

ってもらって、埋蔵文化財の整備計画を立ち上げ

ていくと、検討をつくっていくと。平成23年にず

れ込むかもしれんけども、とりあえず事前でそう

いう計画をつくり、そして具体的に実施計画をそ

の後につくっていくと、そういう方向で進みたい

という向きの流れが出てきたということは、一忚

確認をしておきたいと思います。ぜひそういう方

向に沿って対忚していただきたい。 

くどいようですが、埋蔵文化財や、あるいは市

史編纂という直接お金にはならんけれども、知立

の歴史をしっかりと市教委がはぐくみ、大事にし

ながらこれを生かすというここにぜひ力を入れて

いただきたいということを申し上げておきたいと

思います。 

もう一つ聞かせていただきたいんですが、図書

館の管理運営費、85ページに細かい話で恐縮です

が、施設管理協会の委託料が７万円減額になって

おりますが、この理由をお示しください。 

○生涯学習課長 

ここに施設管理協会の方の事務費ということで

当初予算にはあげてありましたけども、この事務

費が６％から２％に下がったということで、今回

７万円の減額をさせていただいております。 

○高橋委員 

図書館の施設管理協会の職員を派遣していただ

いておるんですか。何名派遣されてしていただい

たんですか。 

○生涯学習課長 

現在１名の方が施設管理協会から派遣していた

だいております。 

○高橋委員 

平成22年度は施設管理協会の委託料が計上され

ていないと理解しているんですが、それはなぜで

すか。 

○生涯学習課長 

施設管理協会の方の業務が図書館だより等が入

っておりました。やっぱり施設管理協会の業務と

いうのは、受付業務だったり、歴史民俗資料館に

て資料の収集というような中身の業務ですので、

やはりこの施設管理協会の方で委託料を組むとい

うのは違うのではないかという私の考えもありま

したものですから、今後その方の委託料は減額し

て、現地職員で賃金でそういった直接指示ができ

るような形で図書館だよりをつくっていきたいと

いうふうに思っております。 

○高橋委員 

約170万円ほどの人件費が支出されているんで

すよ、平成21年度170万弱ね、事務費を除くと。 

これが図書館だよりを発行する任務を負ってい

たと。図書館だよりというのは、施設管理協会に

委任するような業務ではないと。むしろ自前で直

営でやるべき性格であって、施設管理協会の今答

弁あったように、職員たるものの任務を精査した

ところ、来年度は施設管理協会の職員を派遣して

いただくに値せずと。 

したがって、委託料をゼロにして、自前で直営

でやるんだと、こういうことですか。直営でやる

ためには、どこか予算増額、臨時職員の人件費は

増額されているんですか。ちょっと具体的にお示

しください、来年度の予算要求。 

○生涯学習課長 

当初予算の方にも入っていますけども、当初予

算では図書館費の中の臨時職員1,050万6,000円で

す。昨年に比べまして139万1,000円の増額となっ

ております。 

○高橋委員 

施設管理費に委託するよりは尐しもっと安く１

名増員できると、直営でやればねという意味合い

の補正予算だと。その臨時職員が図書館だよりを

発行されるんですか、来年は。 

いろいろ意見出たんですが、図書館の英知を集

める図書館だよりを一遍つくったらどうですか。

今まで施設管理協会の一セクションを施設管理協

会にお任せして図書館だよりをつくれと。昔は学

校の校長先生の後の方がずっとやってみえたとい
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うふうに私は理解しておるんだけど、図書館の英

知を集めような図書館だよりを、あれっと思うよ

うな図書館だよりを一遍出されたらどうですか、

これを契機に来年度は。どんな御所見ですか。 

○生涯学習課長 

レイアウトも含めて各市の図書館だよりも見て

おりますものですから、そういったのを参考にし

てつくっていきたいというふうに思ってます。 

○高橋委員 

ぜひ要望しておきたいと思います。 

もう一つ聞かせていただきたいんですが、要保

護、準要保護の関連予算81ページ小学校、83ペー

ジ中学校それぞれ減額の補正予算が載っておりま

すが、その理由を御説明ください。 

○学校教育課長 

それでは、81ページの方が小学校になるかと思

います。108万8,000円の減額となっております。

こちらにつきましては、当初予算では1,287万

4,000円ということで予算を計上しました。それ

で、この段階になりまして支払見込み額がもちろ

ん1,178万5,000円というようなことで、児童数等

が当初想定した数よりも尐なくなっているという

ことであります。中学校の方も同じ状況でありま

す。 

以上です。 

○高橋委員 

対象の子供が減ったから減額になったと、そう

いうことでしょう。 

ただ私、ちょっと解せないのは、午前中の議論

もありましたが、生活保護の対象市民が大幅にふ

えましてね、ケースワーカーを３人から５人にす

るというわけですよ。生活保護の世帯数並びに被

保護人員というのを私、担当からいただいている

んですが、平成22年１月末、つまり、ことしの１

月末、これが一番新しい資料としていただいてお

るんですが、生活保護の世帯数が367世帯で対象

人員が538、１年前の同様の指標でいうと、170世

帯の222人ということになってます。つまり、世

帯で2.15倍、人で2.42倍と。つまり、生活保護世

帯は派遣切り以来がっとふえて、この１年の１月

末を基点にする１年でも２倍以上、2.5倍ぐらい

にふえていると、生活保護世帯が。その要保護、

準要保護の子供たちが、全部生活保護に吸収され

たんだと。今言ったような数字で。だから学校に

所在する当該予算、要保護、準要保護の子供が減

ったんだということではないと思うんです。実際

に学齢の子供を持ってみえる生活保護世帯という

のは、ここに若干あるんですが、そんなに著しく

ふえてない。その他の世帯、母子、障がい者の世

帯というのは、ほとんどふえてません。ふえては

いるんだけども、ふえ方がその他とは違うんです。 

ということは、学校教育課長ね、準要保護のす

そ野も広がっていると、今の経済事情からいくと

ね。生活保護のセーフティネットも広がった。そ

れは準要保護を受ける対象者のすそ野も広がって

いるというふうに理解をしますが、なぜ子供が減

ってしまうんですか、対象者が。だから補正で減

額するということなんですが、なぜ減るんですか。 

○学校教育課長 

当初予算の見込みの数は、昨年度の状況を見な

がら、このくらいにふえるだろうという予測を立

てて予算を計上いたします。そこまでふえなかっ

たということであります。 

○高橋委員 

そうおっしゃるけども、来年度予算はことしの

決算見込みより減ってますよ。来年の準要保護の

予算は小・中ともにことしの決算見込みより減っ

てるじゃないですか。減ってないですか、ふえて

おるんですか。 

○学校教育課長 

今年度決算の見込みよりもふえておると思うん

ですが。具体的にどこというと。 

○高橋委員 

昨年の当初予算よりは減ってますよ。今年度の

決算見込みよりふえているかどうかについては微

妙なところですね、これ。若干ふえてるかね。だ

けど昨年の当初予算よりは減ってる。 

私ね、何が言いたいかというと、準要保護の手

を差し伸べていかないかん人たちに手が差し伸べ

ておられないんじゃないか。つまり、漏れがある
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んじゃないか。これは申請主義ですからね、申請

しなければ対象になりません。生活保護ももちろ

んそうです。それは国民の権利意識も影響します

し、生活実態のひっ迫さにも影響するでしょう。

あるいは行政側の働きですね、呼びかけ、システ

ム、これによっても影響があります。 

準要保護というのは、最終的に学校長の許可が

要ると。学校長の印鑑が要るというふうに理解し

ていますが、学校長の印鑑があれば受理されると

いうふうに理解していますが、いかがですか。 

○学校教育課長 

（１）から（16）ぐらいまで条件がありまして、

その最後のところ、その他の条件というのか、そ

ういうところでは学校長の意見、それから民生委

員の意見も仰げたら仰ぐということであります。

ですが、学校長の印があれば、こちらとしては認

める方向で考えております。 

○高橋委員 

学校長がオーケーといえばね、この制度は認め

られるんですよ。 

それで、どういう方が要保護、準要保護の対象

になるかというと、この知立市就学援助制度で明

記されています。児童・生徒が学校において必要

な学用品や学校給食及び就学などの経費を援助す

るものですということで、（１）から（12）まで

あるんです。例えば、生活保護法に基づき生活保

護を受けている。市民税が非課税であること。あ

るいは市民税の減免を受けている。固定資産税の

減免を受けていること。国民年金保険料の免除を

受けておる。国民健康保険の減免を受けている。

保護者が児童扶養手当の支給を受けている。こう

いうところへ該当すれば、全部該当せんでもいい

ですよ。１つ該当すれば、これはオーケーなんで

すよ。これは公的な認定ですから、例えば、国民

健康保険税の減免を受けているというのを学校の

先生が、Ａ君受けてるねということがわかれば、

校長が、受けてるということで判を押せばこれで

いいんでしょう。民生委員に全部紹介する必要は

ないわけです。そういうことなんですよ。 

ところが、要保護、準要保護の申請用紙には民

生委員の判をもらってくるような欄がつくってあ

る、最初から。つまり、民生委員の判がないと、

これはさっきそういう答弁されたけども、その書

類として不備になると、こういうふうになってお

るんじゃないですか、受付業務は。 

○学校教育課長 

委員のおっしゃるとおりの意見がありましたの

で、今回、平成22年度用の更新に際しましては、

先ほどのように民生委員の印が必ずなければいけ

ないということはないということはお話をさせて

いただきました。 

○高橋委員 

民生委員の委員を求めるフォームが最初から印

刷されておるわけですね。ここがちょっと厄介な

んですよ。 

この市のホームページによれば、申請方法、こ

の援助を希望される方は、市教育委員会学校教育

課に備えてあります申請書を学校へ提出してくだ

さいと書いてある。つまり、高橋憲二が受けよう

と思えば、備えてあるこの用紙を学校へ申請して

くださいと書いてある。どういう方が対象になる

かというと、市民税が非課税であること。あるい

は市民税の減免を受けてること。これは書類を持

っていけばいいわけでしょう。児童扶養手当を受

けている。私、児童扶養手当を受けているんです

が、先生これでお願いしますといえば、これは客

観的なデータがそろっておるわけですから、校長

が、ごく実務的に印鑑を押して、その限りでは実

務的に印鑑を押して、これは市教委へ来れば一件

落着じゃないですか。 

ところが、民生委員の印鑑を持って来いという

フォームになっておるんですよ。だから、民生委

員の印鑑がないと、これは認めてもらえないんじ

ゃないかと。さっきの答弁のように、民生委員の

印鑑がなくても当然この要綱に沿えば全く問題な

い。客観的にそのことを証明する資料がありさえ

すれば全く問題ないと思うんですが、いいですね、

それで。民生委員の印鑑要りませんよね。 

○学校教育課長 

必要になる場合は、特に一番最後のその他とい
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うそういうところで、その前のところにつきまし

ては全く必要はありません。 

○高橋委員 

要件の（12）生計中心者の死亡または長期療養

及びその他理由で生活状態がよくないと。これを

学校長に証明せよといっても、これは校長困りま

すよね。これは地域の民生委員です。地域の民生

委員もここまで奥深くその家庭を見ていらっしゃ

るかどうかということになるとね、これは必ずし

も疑問があるんだけども、そうやって地域の民生

委員に高橋憲二なら高橋憲二が受けようとするも

のが行った場合に、そうですか、大変ですねとい

って、明らかに今の異なる人ならばいかんわけで

すが、そうでない多尐のお話をしてね、実態が明

らかになれば、それは民生委員、判を押せばいい。 

何が言いたいかといいますとね、民生委員がこ

とし改選されますが、きょう所管の担当者見えな

いけども、大幅な人員増にするというわけですよ。

これは高齢者も多い、あるいはひとり暮らしも多

い、いろんな介護度が進んでるということを含め

て、民生委員も最近とても多忙でね、だから、い

いかげんにやれという意味ではない。とても多忙

なので、就学援助については（12）の認定を求め

るときには民生委員のおたくへ行くことが必要だ

けども、その他の（１）から（11）までは民生委

員必要ないんですよ、全く。だけど、どんと大き

く民生委員の印鑑がもらってこいといわんがばか

りのスペース的にも、何か全部、民生委員が仕切

ってみえるようなフォームになっているんじゃな

いですか。私は、そのフォームを含めてね、民生

委員に必ずしも行かなくてもいいと。（12）先ほ

ど読み上げが部分については学校に判断を求める

のは困難ですから、それは民生委員が必要ですが

ね、民生委員も多忙で増員しなきゃいけない。し

かし、なかなかなり手がないというそういう実態

の中で、学校の就学援助制度もそういう点を十分

配慮した制度の本質をきちっとついたような申請

の方法に変えてもらいたい。用紙も含めて、私は

再検討をしてもらいたいなと思うんですが、その

点どうですか。 

○学校教育課長 

委員のおっしゃる方向で平成22年度の更新とい

うことで見直しを進めてきました。ところが、ま

だその点が援助を受けられる方等に十分周知でき

てないというところもありますので、今後、民生

委員の要る場合は、一番最後のところであるとい

うことを十分周知していきたいというふうに考え

ております。 

○高橋委員 

民生・児童委員もね、どこに民生・児童委員が

みえるかということも御承知のない方もたくさん

いますよ。私たちはね、自分ところの町内の民

生・児童委員ぐらいは承知しておるけども、西町

だれですかと言われたらね、それは一遍名簿見せ

てくれと。知っとる人もおらなきゃ知らん人もお

ると、こういう話なんですがね。 

だから、その地域に住んでみえる方が、必ずし

も民生委員知っとるとは限らない。市会議員がだ

れなのかも知らない。区長はどちらさんですかと

おっしゃるわけでしょう。そういうときに、就学

援助を申請しようとする人たちが、民生委員のう

ちを探さないかん。そして、行ったらお留守だっ

た。もう一回行ったら、何かおうちの人が出てき

て要領得んかった、こういう話になるんですよ。

申込書にはでかでかと民生委員と。この仕組みが

私は就学援助のすそ野が広がり、対象者は現にい

るけれども、生活保護がふえとるにもかかわらず、

この予算が減額補正をされて年度末を迎えるとい

うそういう流れに帰着しているんじゃないかと。

これは私は行政がもっと努力をされてね、何も対

象外の人がやれというんじゃないです。対象者が

適正に要綱にあるような人々が適正にきちっと認

定を受けられるような仕組みをつくることが私は

行政に求められておる。そのことは私は減額の補

正予算の中に明確にあるんじゃないかと思うんで

すが、どうですか。どんな感想ですか。 

○学校教育課長 

この１年を見ておりますと、順延の方が要保護

になってしまうということになってしまって、そ

うなりますと市の方としましては、修学旅行費の
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補助だけになると。あとは国の方からというよう

なこともありまして、生活の苦しい方がふえてる

という実感はもちろんあります。 

ただ、それが市の予算そのままふえてくるとい

うことでもなく、そういう要保護の方に回られる

というのか、かわられる方もみえるんだというこ

とだというふうにも思っておりますが。 

以上です。 

○高橋委員 

準要から要保護になる方は否定しないですよ。

みえます。だってそういう実態なんだから。だけ

ども、準要保護から要保護になった方がいるから

準要保護が減ったというのはね、準要保護の客観

的条件はもっと広がっているということですよ。

準要保護の対象者が。病状は重くなってるんだか

ら。貧困の度合い広がっているんだからね、準要

保護が要保護になるという傾向があるということ

は、今までは準要保護じゃない人が準要保護のそ

の対象、ここでいう12項目に該当する人たちもあ

わせて再生産されているんだと。そこがきちっと

制度的に申請という行為であがってきていないと

いうところに私は行政が尐し突っ込んで議論しな

きゃいけない面があるんじゃないか。その一端を

私は申請用紙と学校長と民生委員との関係の話を

させてもらいました。ここに一つ留意をしていた

だいて、平成22年度、今までも時々私ども議会で

この問題を取り上げて改善されているということ

は理解をしておりますが、この補正予算を見るに

つけ、再度その点の考え方を明確にしてほしい。 

それで私は、（12）以外は民生委員の判は要ら

ないよというようなことを別紙につけてお配りす

るとか、あるいは申請用紙そのものの中にちょっ

と書いてもらうとか、学校の担任の先生に渡せば

いんだから、基本的にね。それは学校長へ行くん

だから、その行為はできると思うんですよ。可能

性はあるし、わかるからね、担任の先生は。 

ところが、地域の民生委員にこの書類を持って

いくということについての嫌悪感もあるし、場所

もわからない、相手もお忙しいということになる

と、そこで申請行為が中断すると、中止されると

いうことが私は主要な要因としてあるんじゃない

かということを重ねて申し上げているんです。ど

うですか。そこの交通整理がきちっとできるよう

な、つまり申請者本意の申請の仕方というのをも

う尐し掘り下げて改善してもらえませんかという

ことを申し上げたいんですが、いかがでしょうか、 

○教育部長 

委員御指摘の件につきまして、前にもそういう

議論がありましてね、私が一忚今の自分の記憶の

中ですと、人数は実は平成19年のときが全体で

317人、平成20年のときが326人、そして平成21年

まだ終了しておりませんが、３月８日現在で337

人。したがって、この３年間でかなり全体として

はふえてます。そのうち要保護も平成19年が９人

でした。次の年が14人、そして平成21年が現在36

人ということでふえております。 

御質問の件につきまして、先ほど課長が答弁し

ておりますが、実は、その件、私の方もこういう

ふでいきたいというようないろいろ話をしまして、

その中で、別に学校長もらってくればいいのであ

って、ここだけでしょうという話もしっかりして

おります。様式の方もですね、ちょっとこれって

もうちょっとこういう形にした方がいいんじゃな

いのという話もしておりますので、多分ちょっと

今ここに用紙が全部頭に入っておりませんが、課

長にも確認しましたら、そういう方向で進んで、

できるだけ申請者の目線に立った形で進んでいる

というふうに理解しております。もう一度私もそ

れは担当課長とも確認をしてまいりたいと思って

おります。 

○高橋委員 

そうですよ。申請者の目線で対忚すると。大体、

このような人が市役所に来ること自体が大変なん

だわ。どこへ持って行くのと。２階の南なの、北

なのと。私たちはわかってるしね、顔知った人ば

かりだから、やあおうでここで申請してもらえる

けど、県庁行けと言われたら嫌でしようがないが

ね。何回もどこのフロアなんていって尋ねながら

ということと一緒ですから、申請者の目に立場に

立ってやっていただきたい。 



- 56 - 

それで、前にも申し上げた、これは申請用紙と

いうのはどこでどういうふうにして配られるんで

すか、対象者。就職ガイダンス、入学ガイダンス

のときぐらいに一括して配ったらどうだと。何も

チラシを配るようにやるつもりはないけども、そ

うやって周知することも一つ重要な行政サービス

だというぐあいに思うんですが、いかがですか、

そこは。 

○学校教育課長 

今の申請用紙につきましては、学校または市教

委の窓口へという制度の説明だけはさせていただ

いて、用紙を全員に配るということは現在してお

りません。 

それで今、委員の御指摘は、入学説明会等で全

員に配ったらどうだということでありますので、

今後検討していきたいというふうに考えておりま

す。 

○高橋委員 

検討せんでもやってくださいよ、この４月から。

何で、何か不都合があるんですか、この制度を説

明紹介するのに。 

○学校教育課長 

先ほどの答弁で尐しわかりにくかったと思いま

すけども、援護制度についてのプリントは入学の

しおりにすべて閉じ込んであります。こういう制

度がありますと。 

ただ、申請したい方は学校または市役所の方へ

ということになっておりますので、そこの中に申

請書もとじ込むかどうかということでありますけ

ども、今回の見直しで申請の仕方もできるだけ簡

略化できるようなそういう方向で変更を加えまし

たので、またよろしくお願いしたいと思います。 

○高橋委員 

この要綱にあるように、次の12項目にどこかに

該当する人はオーケーですよということまで含ん

でガイダンスしてあるんですか。申請用紙ではな

いにしても、こういう12項目に該当する方は、ど

なたでも対象になりますということはきちっと周

知してあるんですか、明記されてるんですか。 

○学校教育課長 

その点につきましては、その説明をするときに

各小学校においては、ほとんど教頭が行いますけ

ども、そのような話をきちんとさせていただいて

おります。 

○高橋委員 

こんな12項目も話はでけへんよ。それがそうい

うものがあるということを用紙配っとるというな

らね、12項目ちゃんと書いてあげなきゃどういう

人が対象になるかわからんでしょう、お母さんた

ちは。私たちはこういう仕事してますからね。で

も私たちでも12項目厳密に言われると、わかった

ようなわからんような話ですよ。要綱を引っ張り

出せば明確になるけども、要綱をちゃんと引っ張

り出して質問してますからね、何項目に何がある

かということはみんな言えるけども、こんなこと

は頭の中に全部入ってるわけじゃないですよ、私

たちでも。 

ましてや、いやいや、困ったなと。いろんなこ

とがあって十分なお金が回らんし、困ったなと思

いながら学校に子供を預けて入学を迎えられる、

あるいは進級するお母さんたちが、こういう点で

きちっと自覚的に目がとまるかどうかはわからん

話ですよ。 

今の家庭の主婦、主婦活というんですか、家庭

の主婦の再就職が主婦活ということで大テーマに

なっていると。いっぱい主婦が来て再就職したい

と。だんなの実入りが尐なくなったということで

すよ。そういう点でね、行政におくれがありはし

ないかと。過剰なＰＲをする必要はないが、適正

に自覚できるようなＰＲの仕方というのは、当然

行政やらなきゃいかん。この12項目がわかるよう

な尐なくとも内容でガイダンスしてください。 

○学校教育課長 

進入学児を対象とした説明会で行っておりまし

て、そのあと、２年、３年、小学校学年を重ねて

いくと入学する前に聞いた話を５年生ぐらいにな

ってかなり苦しくなってきたという御家庭もある

かと思いますので、そういう点につきましては、

学校の方からそういう制度を改めて御紹介させて

いただいております。 
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○高橋委員 

そういうことを聞いてるんじゃない。そんなこ

と当たり前なんだわ。12項目を明記したね、だっ

て該当するかどうかわからんでしょう、お母さん、

お父さんたち。学校の先生が学校教育課長に座ら

れると、多分12項目言えといったってわからんと

思いますよ。だから、それが私も対象になるじゃ

んと。どういうサービスが受けられるかというと、

そうかと、必要な学用品と学校給食費、就学など

の経費を援助してもらえるのかということがわか

れば、一度先生に聞いてみようということになる

んじゃないの。そんなもの就学援助に詳しい人い

ませんよ。いればそれは大したもんです。 

だけど、そういうことを前提にしたときに、こ

このインターネットで拾えるような要綱の内容ぐ

らいは示してあげなかったら、それはＰＲしたこ

とにならんでしょう、一般的に準要保護制度があ

りますよというだけじゃあ。だれが該当するのか

わからんようじゃ申請の動機にはならんでしょう

が。それぐらいやってくださいよ。 

○学校教育課長 

今、物がないんですけども、その方向でつくっ

てあるとは思いますので、休憩していただいて確

認をさせていただいてよろしいでしょうか。 

○水野委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後４時41分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後４時45分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○学校教育課長 

すみません、貴重な時間を。 

まだ物がもうすぐくると思いますけども、その

折には皆さん方に資料という形で出したいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○高橋委員 

それで12項目入っとる。 

○学校教育課長 

入っていると思うんですけど、最終確認させて

いただきますので。 

○高橋委員 

ないようでしたら、ひとつ修正してくださいよ。

物を見て論議ということですが、ないようだった

ら、ぜひ更新してください。 

最後にしますけども、転校生が来たときに、生

活困窮者で要保護になったような場合、中学校の

制服を含めた被服費を援助しますよという答弁が

ありましたが、それに間違いありませんか。 

○学校教育課長 

２年生から、または途中からの場合でも１万

1,450円でありますけども、補助していくという

ふうでなっております。 

○水野委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後４時47分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後４時47分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○学校教育課長 

保護者用の説明書じゃなく、申請書がきました

ので、今急いで資料用意いたしますので、よろし

くお願いします。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後４時48分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後４時56分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○学校教育課長 

大変すみませんでした。 

今、各家庭にお配りした就学援助制度について

のお知らせをお配りしました。（１）から（16）

ということで、（13）（14）（15）（16）（12）

から（16）というのは尐し具体的に書かさせてい

ただきましたものを全保護者の配付しております

ので、今後も受給者の立場に立った申請方法等ま

た検討していきたいと思っております。どうかよ
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ろしくお願いします。 

○水野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第18号について挙手により採決します。 

議案第18号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

挙手全員です。したがって、議案第18号 平成

21年度知立市一般会計補正予算（第６号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

議案第21号 平成21年度知立市土地取得特別会

計補正予算（第３号）の件を議題とします。 

直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第21号について挙手により採決します。 

議案第21号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

挙手全員です。したがって、議案第21号 平成

21年度知立市土地取得特別会計補正予算（第３

号）の件は、原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

議案第26号 平成22年度知立市一般会計予算の

件を議題とします。 

直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○坂田委員 

若干お聞きしますが、予算書の79ページ、２款

総務費、３目広報費の広報事業費の中に印刷製本

費2,241万円、このうち、概要の方にも説明され

ておりますが、192万2,000円が市制40周年市勢要

覧作成事業として含まれておりますが、3,000部

という説明でございました。一部640円、単純に

そういう計算になりますが、この640円というの

が作成に十分な費用なのか、そこら辺のところは

わかりませんが、どれぐらいの大きさで、何ペー

ジぐらいのものを予定されているのかお聞かせい

ただきたいと思います。 

○秘書課長 

市制40周年記念の市勢要覧ということでありま

すけども、この192万2,000円の内容でありますけ

ども、先ほど言われました3,000部ということな

んですけど、これは本編ということで3,000部、

これは内容につきましては、Ａ４サイズの32ペー

ジの４色カラーで予定しております。 

それとあと、資料編ということで、知立市のい

ろんな数値等を最近の状況をＡ４サイズの12ペー

ジ単色刷りで1,000部予定しております。 

以上であります。 

○坂田委員 

わかりました。 

我々も視察に行きますと、必ずその訪問市の要

覧というのをいただきます。内容は、その市の財

政規模によっていろんな冊子、立派な冊子から、

また簡単な冊子いろいろあるわけでございますが、

当然そういった中には統計的な数値的なものもい

ろんな形で掲載されるわけでございますので、こ

れからも当市にみえた対外的にはこの要覧が配ら

れると配付されると思いますけども、あまり古い

統計の資料では、これまた失礼になるわけでござ

います。そういった点では、この要覧というもの

は、何年ごとに作成されてきたのか、そこら辺の

ところをお聞かせいただきたいと思います。 

○秘書課長 
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この市勢要覧というものは、前回は35周年の記

念ということで本編の方を同じように作成しまし

た。と、同時に、資料編ということで2005年版と

いう格好で人口から環境、保健、産業、建設、教

育、文化、福祉、生活、財政、行政等をこちらの

方を載せております。こちらの方につきましては、

部数が1,000部となっておりまして、５年ごとに

つくっておりますので、市勢要覧はある程度は使

用できるかと思いますけども、資料編につきまし

ては、あまり古くなってもちょっと数値的によく

ないものですから1,000部ぐらいをというふうに

考えております。 

以上であります。 

○坂田委員 

今回この概要の方にも市制40周年を記念しとな

っておりますが、35周年記念ということでござい

ましたが、何か今回この40周年記念して内容的に

特徴な掲載ですね、対外的に紹介するそういった

内容があればお聞かせいただきたいと思います。 

○秘書課長 

市勢要覧の内容につきましては、一忚担当の方

で前回の５年前を参考にしまして作成していくわ

けですけども、知立市の将来像、かがやくまちみ

んな知立のもとにで、その四つの実現に向けてと

いうことで内容になっております。 

それとあわせて、知立の歴史、知立のお祭り、

観光ガイドマップというのを予定しております。 

以上であります。 

○坂田委員 

作成に当たって印刷製本は当然業者委託すると

考えますが、内容のことは今、課長から説明があ

りましたが、担当部署で作成と理解してもよろし

いかと思いますが、平成22年の何年ごろ完成予定

を目指しているのかをお聞かせいただきたいと思

います。 

○秘書課長 

まだはっきりしたあれなんですけども、当面こ

の40周年の記念式典というのを平成22年の11月20

日土曜日になるわけですけども、多くの方に参加

していただきたいということもありまして、平日

ではありませんけども、土曜日に計画をしており

ます。 

その際に、この要覧の方も配付できればという

ことで、この作成のスケジュールを考えておりま

す。 

以上でございます。 

○坂田委員 

ぜひ40周年にふさわしい立派な要覧を作成いた

だきますようお願いしておきます。 

次に、同じ予算書の91ページ、２款総務費、11

目防災費の91ページの上の方に防災行政用無線装

置保守点検委託料、その下に地域防災無線保守点

検委託料、もう一つおいて同報無線保守点検委託

料、３種類の無線のこの保守点検委託料が計上さ

れておりますが、これらのそれぞれの無線の違い、

わかっているようで意外と私自身も承知していな

い面があるわけでございます。特にこの防災行政

用無線装置、同報無線ですが、これは同じ22あり

ますスピーカーから流れる内容が違うだけのこと

はあって同報無線は当然市の広報活動、または防

災行政用無線はＪアラートとか地震速報、そうい

ったものを流すかと思いますが、なぜ別々にこう

いった保守点検委託料が計上されているのか、ち

ょっといまいち理解できませんので、お聞きいた

します。 

○防災対策室長 

ただいま質問の防災行政無線というものでござ

いますが、同報無線といいますのは、固定局から

一方的に子局に情報を送りましてスピーカーで流

すというものが同報無線ということです。 

それから、もう一つ、防災行政無線の今度は移

動系ですね、車に搭載したり、携帯無線として移

動しながら通信できるものが従来のアナログ式と

新しくデジタル式と２種類ございます。これら三

つを合わせて、それぞれの機械の異常等を点検す

る業務が委託業務でございます。 

以上です。 

○坂田委員 

ちょっとわからないんですが、防災行政無線は

移動局もあるということですか。 
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○防災対策室長 

固定された同報無線と移動可能な無線を合わせ

て防災無線という言い方をしております。その中

で、固定した無線が同報無線というふうに分けて

おります。 

○坂田委員 

ちょっといまいち理解できませんけども、もう

一点、その真ん中の地域防災無線、これですけど

も、これはたしか平成18年度だと思いますが、１

億5,000万円余の予算で導入したもので、従来の

同報無線と違う双方の交信ができ、またそして、

ちょっとこの点は私わかりませんが、避難所等で

ファクス通信が可能となり、災害が発生した場合

は大いに威力を発揮すると鳴り物入りで平成18年

度に投入されましたが、スタート時点は半固定式

が33台、そして自主防災会等へ44台、そして車両

設置の移動局として14台の計91局で発足いたしま

したけども、現状は91局のままなのか、その後変

更があったのかお聞かせいただきたいと思います。 

○防災対策室長 

この防災無線につきましては、デジタル式で台

数については変更ありません。 

○坂田委員 

それでは、91局のままということですね。わか

りました。 

この地域防災無線保守点検委託料がここに

1,455万円計上されておりまして、導入以来毎年

140万円を超えるこの予算が計上されております。

ランニングコストというものかと思いますけども、

なぜこのように毎年高額の保守点検費用が必要な

のか、どのような業者が担当し、また、どのよう

な点検、これは素人に説明するのは難しいかと思

いますが、そこら辺の所を簡単にお聞かせいただ

きたいと思います。 

○防災対策室長 

これにつきましては、デジタル式の先ほどお話

がありましたように、91台の無線の保守点検でご

ざいまして、主には年２回、機器の異常等を点検

するということで、各町内会あるいは固定式のと

ころにつきましては、現場まで行きまして機械の

点検を行っております。これらを点検をしておか

ないと、いざというときに使えないという話でも

困りますので、毎年点検をやっております。 

業者は設置業者でありますメイエレックという

ところがやっております。 

○坂田委員 

91台のそれぞれの保守点検を毎年やるためにこ

れだけのお金がかかるということでございますが、

幸いにもこれまでこの地域防災無線を使用するよ

うな災害は発生していませんが、いざという場合

に備えて、当然今のように保守点検、そしてまた、

この機器を使いこなす講習、そういったものが必

要かと思いますが、この携帯用無線どのような講

習を実施しているのかお聞かせいただきたいわけ

でございますが、私、今手元にこの導入して第１

回目のときに携帯用無線装置説明会、このときに

参加された地元の区長のメモ用紙を持っておりま

して、ここには使用不明時は100番の防災室へか

ける。また呼び出しは必ず自分の番号を報告し、

相手を確認してから通話する。また、１通話は３

分までとする。そして年２回ぐらい無線機の使用

講習を行う予定等々いろんなメモが載っておりま

して、いわゆる子機ですね、子機といいますか、

これは牛田町の番号は418番ですとトランシーバ

ー形式のこういったものをいただきましたけども、

このメモ程度のものを。現状、自主防災会の会長

は恐らくこういった子機を持ってみえると思うん

ですが、ここら辺の講習はどのようにされている

のかお聞かせいただきたいと思います。 

○防災対策室長 

この無線機の取扱い講習につきましては、現在

総合防災訓練、このときにおきまして基地局であ

ります対策本部と各自主防災会、あるいは学校等

の間で無線送信を行っております。 

取扱い説明は、各自主防災会等に配置したとき

にマニュアルとしてお配りしてありますが、その

辺が不明だというところがあれば、また申し出て

いただければよろしいかなと思っております。 

○坂田委員 

秋の総合防災訓練のときに、確かに区長が連絡
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は取っておりますけども、この間それぞれの自主

防災会の会長、区長が勤められているところが多

いと思いますが、この４月にかわられるわけでご

ざいまして。この９月までの間に今の説明ではマ

ニュアルが置いてあるからそれも読めばいいじゃ

ないかということでございますけども、これは先

ほど申したように、大変な予算を費やした機器で

ございます。いつ災害が来るかわかりません。せ

めて第１回目の区長の顔合わせとかそういったと

きにこの防災行政無線のそれぞれの区長の説明で

すね、そこら辺が当然あってしかるべきと考えま

すが、その点に関していかがお考えでしょうか。 

○防災対策室長 

今の無線につきましては、当時の区長が管理責

任者という形で登録されておるわけですけども、

これが来年度ですかね、平成22年度で更新時期が

来ますので、そのときにまた新しい区長が代表に

なって努力するということになります。 

最初の区長会のときにその旨お話して、どこか

で個別に訓練等をやれるとうまいなと思いますが、

先ほどの点検のときに区長等持っていただくとき

に、こういうふうで一度通信テストやってくださ

いと。また防災無線のときにも当日全然つながら

んじゃ困るで、前もって予行演習やりたいという

ところもございますので、できるだけそういうご

要望にこたえて対忚するようにはしております。 

○坂田委員 

ぜひ点検、また使用の訓練しっかりとやってい

ただき、災害の場合に大いにまた威力を発揮する

ようにお願いしたいと思います。 

次に、同報無線についてお伺いいたしますが、

同報無線に関しましては、昨年12月議会のこの場

で私、質問させていただき、今後の更新計画並び

に新設に関してお聞きいたしました。そのときの

答弁では、９月補正で５カ所の更新を予定してい

ると。そして、今後の新設予定について、私、委

員会のちょっと答弁書を目を通しましたけど、い

まいちちょっとわかりません。今後の新設予定あ

るのか、あればその計画、またそして古い機器の

更新、そこら辺の予定があればお聞かせいただき

たいと思います。 

○防災対策室長 

同報無線につきましては、現在子局22局がある

わけですけども、これらの機械がおおむね30年近

くになっておりまして、機器も相当古いというこ

とで、今年度９月補正をもって５局の更新、引き

続き来年度の前倒しということで５局やりました

けども、おおむね３局程度の更新を図って30年近

いものを更新していきたいと。 

その中で、現在４地区ちょっと新設の要望が話

としていただいております。具体的になっており

ますのは１地区、さらに今の区長から御要望いた

だいておりますのが３地区あります。これらをお

おむね３局の中に織り込みまして増設していきた

いなと。市内全域をカバーするにはまだ相当の局

数が要るわけですけども、これ何分無線のすぐそ

ばの方については、うるさくてしようがないとい

うような話もございますので、それらを調整とり

まして、可能であるならば増設もしていきたいな

というふうに思っております。 

○坂田委員 

同報無線の新設は、そういった形でこれからま

た更新等も進めていくということでございまして、

同報無線の子局は、私、今この市内の地図を持っ

ておりますけども、22カ所確かにこの地図に載っ

ております。小学校が４校、中学校が１校、そし

て消防団詰所、またいろんな各地の公民館等々で

22カ所、12月委員会の答弁では、この22カ所すべ

てに個別放送ができる装置が設置されているとい

うことで、私も今回すべてとは言いませんけども、

見てきますと、確かについておりました。この放

送設備は、どのようなときに、だれが使うために

それぞれの子局22カ所に設置されているのかお聞

かせいただきたいと思います。 

○防災対策室長 

このマイクにつきましては、ちょっと私もここ

でどういうどこにというのが思いつかないところ

がございまして、申しわけございません。 

○坂田委員 

この装置のかぎの件は12月の委員会で私、当然
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地元の自主防災会の会長、区長ですね、その方と

市と共有すべきであると。そうしていただきたい

とお願いしましたが、そのときの答弁では、いた

ずらをされては困る。いたずらを区長がするわけ

ではないわけでございまして、常日ごろはかぎを

かけているわけでございます。またそして、放送

エリアがダブる場合があると。これはたしかある

でしょう。例えば、牛田のあそこで牛田の区長が

しゃべる。それぞれがしゃべれは、それは確かに

ダブることがあろうかと思いますが、ダブったと

ころでそれが何だということになるわけでござい

まして、そして、そのときの室長の答弁では、訓

練時にはお貸しますと、かぎを。どうぞ自由に使

ってくださいと。訓練は訓練であって、これはあ

くまで実際災害が起きたときに使ってこその機器

であるわけでございます。 

去る２月の中旪に、この放送設備とスピーカー

の更新を地元で業者がやっておりまして、私そこ

でひととき業者としゃべっておりました。業者も

うるせえやつだなぐらいの顔をしておりましたけ

ども、そのときいろんなことをお聞きし、やはり

ほかの地区においてもこういった放送設備の使用

するかぎは、地元の自主防災会と市が共有してお

りますよと、そういったお答えをいただきました

が、いま一度このかぎの管理に関してお聞かせい

ただきたいと思います。 

○防災対策室長 

前回のときに答弁させていただきました。いた

ずら等大きな問題だというふうに思っております

し、また、町内会がいざというときに使うという

ことですと、例えば、今の牛田町の場合におきま

すと、牛田町、竜北中学校、来迎寺小学校のこの

三つが牛田町のエリアにかかってくることになる

と思います。例えば、竜北中学あるいは来迎寺小

学校については、ほかの町内会も使わないかんと

いうことになってきますので、それが先ほど言っ

た情報が入り乱れるような形の使い方になってし

まいますので、訓練ということでみれば、事前に

どのエリアをやるということがわかっております

ので、これは使用可能かなというふうに思ってお

ります。 

以上です。 

○坂田委員 

もう尐し前向きにこのかぎの管理に関しまして

は、町内関係者といいますか、そこら辺で議論を

していただきたいと思いますけども、部長、この

件に関しましては、市政懇談会のときに地元から

もその話が出ました。部長のお考ですね、どうも

室長はかたくなにどうしても地元には渡せないと

いうようなふうにニュアンスでとりましたけど、

部長のお考えはいかがでしょうか。そのかぎの管

理に関して。 

○総務部長 

同報無線そのものにつきましては、緊急時に放

送が流れる施設であります。それで、私が一番心

配をいたしますのは、地元の方で何かの都合でお

使いになってるときに何か災害があったときに、

それがその場所には届かなくなってしまうと、こ

れが一番心配な一つであろうと思います。それ以

外については、適正に地元できちっとした管理並

びにこうこうこういうことで使うからということ

で事前にこちらの方へ御連絡をいただいたとか、

そこら辺のルールがきちっとしておれば、そこら

辺については管理をしていただいてもいいんでは

ないかなというふうには思います。 

これについては、一度地元とよく御相談させて

いただいて、調整をとらさせていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○坂田委員 

ぜひまた議論を深めていただきたいわけで、地

元と説明と言われましたけども、あの放送機器に

関して、御存じの地元の方はほとんどいないと思

いますね。たまたま牛田の訓練のときに区長が使

われたから、我々もこういうものがあるんだなと

いうぐらいの感覚で見ておりますけども、あれは

緊急時には必要な地元でいろんな細かい情報を流

すには必要な施設だと私は考えております。やは

り災害が起きて市役所へ取りに行って、また戻っ

てきてそれからあれを使用するというのはいかが

なものかなと思いますので、ぜひそこら辺はまた
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検討するとともに、あの放送設備、あれももっと

もっと、先ほど室長も余り深くは御存じないとい

うことでございますけども、もう尐し地元といい

ますか、そこら辺のところへもＰＲすべきだと私、

思います。 

今回も更新されて、かなりの予算をかけている

んだろうなと思います。地元のボックス丸ごと変

えまして、今までボックスがあったのが、ボック

スにまた下のもう一つ小さなボックスがつきまし

たけども、この件は室長、そこら辺の説明どうで

しょうか。どういうふうに変わったのか、性能的

に。 

○防災対策室長 

今回、取りかえ更新をやっております機械でご

ざいますが、本局、いわゆる市役所から情報を流

した情報が、それを受信する装置とバッテリーと

いう形でつけてございますので、箱が二つになっ

ておるかと思います。 

○坂田委員 

箱が二つとなったということで、当然キーも二

つになったと理解しております。 

今もちょっと説明がありましたが、そのボック

スも変えました。そして、上のスピーカーも古い

スピーカーからかなり今までのよりも長いスピー

カーが二つ。そして、どういうわけか私、見てお

しましたら、あの長いのがすべて四っつつくと思

っておりましたが、二つしかつきません。そして、

従来の型の新しいのが二つで計４個ということで

ございまして、そのときの業者と話しとる中で、

これはどれぐらい性能が違うんですかと聞きまし

たら、従来のよりも100メートルぐらい音声が届

くと、そういった説明をいただきましたけども、

行政側からは、そこら辺の説明は一切地元にはご

ざいません。今回のこの同報無線、せっかくそう

いった更新したわけでございます。そこら辺の性

能等についても私は地元に説明があってしかるべ

きと考えます。 

ただ、工事をしますというお知らせの看板は立

ちましたけども、そこら辺のどういったふうの今

までと違うのか。またそして、先ほど申したよう

に、ボックスも二つがかぎがついております。い

ざというときに区長、防災会長、そこら辺が使う

ときにも戸惑うことのないように私は説明がある

べきだと思いますが、今後そこら辺の説明を予定

されているのか、全くそういった予定はないのか、

そこら辺のところをお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○防災対策室長 

今回更新しております機械でございますが、今

までのスピーカーですと、やはり届く範囲が限ら

れてしまいまして、空白部分がかなりあるという

ことで、尐し遠方まで届くスピーカーに変えてみ

ようということで交換しております。 

ただ、地域によっては、片方はこの部分でいい

よというものもございますので、すべて４方向と

もロングスピーカーに変えておるということでは

ございません。 

ロングスピーカーに変えたことによりまして、

おひざ元が尐し音が小さくなるというふうに聞い

ております。まだこれ確認しておりませんが、そ

の辺を今後地域の方にいろいろ意見聞いてみたい

なというふうに思っております。 

そして、まだ工事の方が完了というところまで

いっておりませんので、完了し、次年度に入りま

したら一度区長等に説明させていただきたいなと

いうふうに思っております。 

○坂田委員 

ぜひですね、せめて区長ぐらいには説明してい

ただきたいと思います。 

それと、今先ほどから申しております同報無線

の機器、私も地元ではですね、12月議会のこの場

でも言いましたが、昭和23年に建設された老朽化

の進んだ火の見やぐらが設置されました。アング

ルをつけて強化して設置されましたけども、あそ

こへ消防団員が上ってホースを干している。これ

は非常に危険でないかということで、あのときに

市長にも見解を求めました。市長の答弁は、万が

一消防団員に事故があっては大変なことになるの

で、早急に検討させ、しかるべき対忚をするとの

ことでしたが、いまだに何の気配もございません。
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過去に室長は、あのベランダ風のところへ上られ

たということもお聞きしましたけども、あそこへ

ただ１人が上ったではそんなに危険は感じません

けども、御案内のように、火災が発生した場合、

ぬれたホースを10本、15本とかけます。大変な重

みになるわけでございまして、そこら辺のところ、

どのように検討されたのか、またそして、今後ど

のように検討していくのか、そこら辺のお考えを

お聞かせいただきたいと思います。 

○防災対策室長 

第２分団のホース干場となっております火の見

やぐらでございますけども、先回の質問のあとに

直ちに現場の方へ行きまして、ハンマーでたたき

ながら上まで上っていきました。 

私自身が感じたことは、そんなに傷んでおるわ

けではないけども、一番上のホース干場のところ

で作業をやるには、ちょっとベランダ式に出っ張

ったところが狭くて、その辺が危険に感じるのか

なという感覚がございまして、あの部分をもう尐

し高い位置に取りつける方法があるのかなという

ことで、この平成22年度、今ちょっと塗装の塗り

かえ工事費が計上してございますけども、その部

分で一度何かいい方法はないかなというふうに考

えております。 

○坂田委員 

前もちょっとお話しましたけど、火の見を使っ

てあそこへフックをつけて下から滑車で上げれば

いいんですよ。そうすれば人間があそこへ上がら

なくても済むわけでございまして、そうすれば予

算もそんなにかけなくても、企画部長もそんな話

させていただきましたけどね、私はそう考えます。 

それと、例えばホースの干すのを別に設置する

場合、３分団、４分団のあのタワー形式といいま

すか、あれでは大変な予算かかりますけども、一

番最近つけたあの１分団のホース、あれは非常に

簡単でポールが１本立っておって、それこそ滑車

で上げるだけ。あれだったら私は予算もかからな

いし、場所もとらないと思います。そこら辺の１

分団のあの形式をぜひ参考にして、私は、それぐ

らいのものはですね、あれだけ消防団員頑張って

おるわけでございます。非常に夜間の寒いときの

緊急等も出動するわけでございますので、そこら

辺ぐらいの安心・安全の面から考えたら、当然私

は、設置してやるべきだと考えますけども、この

点に関しまして、市長の御所見を一言お聞きした

いと思います。 

○林市長 

今、坂田委員から御指導いただきました。今、

考えているのは、市長申し上げましたように、塗

装の予算をつけさせていただいておりますので、

塗装をしながら対忚を考えていこうというのであ

るわけでありますが、今、坂田委員が１分団のや

り方がいいんじゃないかという御指導いただきま

した。一度１分団のやり方を担当に見に行ってい

ただいて、そのやり方がよりよければそういった

形も検討していきたいなと思っております。 

○坂田委員 

ぜひ１分団のあれを見ていただいて、設置して

いただきたいと思います。これは強く要望とさせ

ていただきます。恐らく、ほんとに予算は知れた

ものだと思いますよ。 

もう一点だけお聞かせいただきますけども、同

じく219ページに１項消防費の中に詰所改修工事

費714万円、これは説明会の折には４分団の詰所

の屋根と外壁工事と説明いただきました。私、４

分団の詰所を見てきましたけども、屋根はもちろ

んわかりませんけども、外壁の何がこれいかんの

かなと素人目に見てきましたけども、この工事費

の内容はどういった工事費なのかお聞かせいただ

きたいと思います。 

あの詰所の規模、坪数からいって、この714万

円というのは大工事になるんではないかなと考え

ますけども、ここまで予算費やしてる工事どのよ

うなものになるのかお聞かせいただきたい。 

○防災対策室長 

この詰所の改修工事費でございますけども、４

分団の詰所が昨年外壁がところどころはがれると

いう状況がございまして、これを直ちに調査にい

ったところ、特に窓枠近辺がシロアリですかね、

それとも雤水による腐食なのか、もうぼろぼろな
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状態です。昨年台風がきまして、幸いにも大きな

被害はなかったんですが、これはこの近辺もはが

れ出すとみんなはがれちゃうじゃないかなという

ことでした。早速建築した業者に調査してもらい

まして、もちろん部分的に悪いところだけ直すと

いう方法もあろうかと思いますが、これは一遍、

外壁材の当時の施行方法がちょっと問題、問題と

いうことじゃないかもしれませんが、当時はそれ

でよかったかもわかりませんが、１枚１枚が突き

合わせ状態でしてありますので、その間から雤水

が入り込んで下地の木材の部分が腐ってきとるん

じゃないかということがありまして、今回のこの

700万は外壁をすべてやりかえるという考え方の

工事費でございます。 

外壁をすべて変えるということで、あの４分団

の詰所は、私の記憶では、１分団こそつい最近あ

あいった新築されましたけども、３分団の詰所、

２分団の詰所、４分団の詰所という順番でたしか

私は建築されたと思いますけども、なぜ４分団、

一番新しい、新しいといっても20年たちますけど

も詰所がそのようになってしまったのか、もう尐

し日ごろの見回りといいますか点検、そこら辺の

詰所の点検必要ではないかと考えます。そういっ

た点では、もっと古い２分団、３分団、そこら辺

の詰所の点検、そこら辺はどのようにされている

のか、またこれからどのようにしていくのかお聞

かせいただき、私の質問を終わります。 

○防災対策室長 

詰所の点検につきましては、現在ほとんど点検

ということはしておりません。分団から必要があ

るような情報をいただきますと、直ちにそれを見

て直すという程度のことしか行っておりません。

先ほど無線ではないんですが、保守点検というも

のを毎年やる必要があるのかということもござい

ますので、ある年数サイクルをもってやるという

ような方法も一つ研究させていただきたいなとい

うふうに思います。 

○嶋﨑委員 

尐しお願いします。 

まず、41ページの教育費国庫補助金の小学校費

補助金の中に安全・安心な学校づくり交付金682

万2,000円があります。この交付金について学校

づくりにどのような役割を果たしているのかをお

聞かせください。 

○教育庶務課長 

安全・安心な学校づくりの交付金682万2,000円

につきましては、内容といたしましては、アスベ

ストの八橋小学校の撤去工事、これが140万4,000

円で国庫補助が７分の２つく予定でおります。 

それから、東小学校の校内ＬＡＮの整備事業、

これが２分の１補助の361万8,000円、それから、

本年度から行っております太陽光発電システムの

設置工事、知立小学校でありますが、これが２分

の１補助ということで180万、合わせて682万

2,000円の国庫補助をいただいて工事を施工する

ものであります。 

以上であります。 

○嶋﨑委員 

ありがとうございます。 

私は、なぜお聞きしたかというと、時折大事な

交付金がよその方へ流用されるという話を知立市

じゃないけどもお聞きしておりますので、１回確

認させていただきました。 

次に、雑収入のとこで行政連絡員負担金341万

8,000円があるわけですけども、なぜ行政連絡員

負担金がここへ載ってくるのかなと、雑入に入っ

てくるのかということでわかりませんので教えて

いただきたいと思います。 

○総務課長 

行政連絡員の負担金につきいましては、水道事

業会計の方から、それから、そこからまた国民健

康保険特別会計の方から、そちらの方から公達員

を使っての配付物がございます。そういったとこ

ろの負担金という形でいただいております。その

２カ所プラスすべて申し上げますと、介護保険特

別会計、あとは選挙の関係もございます。平成22

年度に関しましては、市議選、知事選、参議院選

ございます。そういった選挙に関しても公達員を

使っての配付物でございますので、そういったと

ころからの負担金となっております。 



- 66 - 

以上です。 

○嶋﨑委員 

次に、81ページの電算管理費の中の効果費の自

動車運転業委託料が昨年度と比較して半分に予算

がなっておるわけです。この理由を教えてくださ

い。 

○総務課長 

こちらにつきましては、今年度初めて平成21年

度でもって自動車の運転委託業務を行いました。

そこで当初見込んでおった金額の約半分の金額で

委託料が済んだという形で、平成22年度の方を平

成21年度決算見込みに合わせた数字でもって計上

させていただきました。 

○嶋﨑委員 

次に、87ページ、国際交流協会補助金がやはり

同じように156万円計上されておるわけですけど

も、これも416万円から37.5％になっております。

これ、どのような理由でしょうか。 

○秘書課長 

国際交流協会補助金、平成22年度156万円とい

うことでありますけども、毎年市民派遣団及び中

学生をウインダム市に派遣しているわけなんです

けども、そして国際交流協会に補助金として補助

をしてまいりました。 

その部分につきまして、例年ですと市民につき

ましては13万円の８人分の104万円、中学生が26

万の12人分312万円の416万円で補助をしておりま

したけども、平成22年度につきましては、この市

制40周年及び国際交流協会の設立20周年というこ

との中で、国際交流協会から市民及び中学生を派

遣を協会の方の予算において実施するということ

になりまして、その分、従来からの市からの補助

金が減額されたということでございます。 

○嶋﨑委員 

内容はわかりました。 

それであっても国際交流については、もう尐し

目を開けていただきたいなと思っております。 

次に、同じく87ページの職員互助会負担金949

万4,000円、これを御説明いただきたいと思いま

す。 

○秘書課長 

職員互助会負担金につきましては、職員の福利

厚生ということで職員の互助会、福利厚生事業を

行っているわけですけども、その財源としては、

本人の職員の負担金及び公費負担ということで今

回、職員互助会負担金、給与と金額の1,000分の

５％を負担していただいているものであります。 

以上であります。 

○嶋﨑委員 

この職員互助会負担金を支給するわけですけど

も、この金額については、市の監査は受けておる

んですか。 

○秘書課長 

互助会の部分につきましては、年に２回ですか、

監査委員事務局長にお願いしております。 

以上でございます。 

○嶋﨑委員 

この職員互助会について、2009年度の愛知県の

方針として全廃、愛知県は全部廃止するよという

お話、また総務省は、平成６年のときに全国の自

治体に住民の理解が得られるよう職員互助会への

補助を見直すことを決めたと。それを受けて2008

年には22都道府県が県と県教委の職員互助会への

補助金を既に全廃したというニュースもあります。 

既に知立市は、県等に倣えという形で行ってお

るんですけども、この件については県の意向につ

いては何ら関係なしに行っておられるようですけ

ども、県からはそういう要請はないようでしょう

か。 

○秘書課長 

職員互助会につきましては、愛知県の方につき

ましては新聞報道等もありますけども、その内容

がどういったものが全廃なのかちょっとはっきり

わかりませんけども、互助会のその事業として給

付事業につきましては、これは公費を使わなくて

職員の掛金の方で使用していくというふうで、財

源を分けて使用の方を考えている状況でございま

す。 

○嶋﨑委員 

ありがとうございました。次に移らさせていた
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だきます。 

93ページの市民協働費の中の町内会事業費で区

長報償金があります。区長報償金1,041万6,000円

について、どのような内容のものか教えていただ

きたいと思います。 

○市民協働課長 

区長報償金につきましては、知立市内に31町内

会がありまして、31の区長掛ける１カ月２万

8,000円という計算でなっております。 

○嶋﨑委員 

この1,041万6,000円は平成17年度までずっとさ

かのぼりますと全く同じ金額ですね。これ、いつ

のときから1,041万6,000円になったのか御存じで

しょうか。 

○市民協働課長 

今の２万8,000円につきましては、平成10年度

から２万8,000円ということで、ずっと変わらず

今の状態でございます。 

○嶋﨑委員 

平成10年ということでございますので、その間

に市は区長に対して全く10年間同じでいいという

感覚でしょうか。 

○市民協働課長 

この報償金につきましては、御存じのように、

職員の給料等その社会情勢の中で、なかなかこの

平成10年からは上げれない状態というのはあった

かと思っております。 

ほかに特別にその上げれなかったとかそういう

状態ではありませんが、多分担当の方としまして

も、そういう状況の中でそれを要求したというこ

とはないのかなというふうには思っております。 

○嶋﨑委員 

区長の仕事の量として、今お話のあった２万幾

らかの金額は妥当か妥当じゃないか検討されたこ

とはあるでしょうか。 

○市民協働課長 

前回も委員から区長の報酬等について妥当かど

うかというような御質問いただきまして、確かに

内容、区長の仕事自体については、市の方のいろ

んなお頼み事みたいなものが非常に多くなってる

ことは確かだと思っております。 

そこの中で、実際にその報酬が妥当かどうかと

いうことにつきましては、私の方も近隣の市町の

状況も聞かせていただきましたけれども、やはり

その市町の中で、報酬ということで払っていると

ころと、また、町内会自体に、知立市でいいます

と活動費の補助金というのがありますけれども、

そういう活動費の補助金の中に区長についての手

当というんですかね、それは町内が市からもらっ

た補助金の中からまた区長に町内が独自にまた分

けているという市もあるというようなことも聞い

ておりますので、その中で一概にこの報酬が妥当

かどうかということについては、確かに区長の事

務量というところを考えれば非常に区長には大き

なお仕事をこちらの方からお願いをしているとい

う状況は認識しております。 

○嶋﨑委員 

区長の活動ということをかなり私は31区長の中

では、区によっては差があると思います。それは

承知しております。でも尐し10年間という時代離

れをしたような基準じゃないかなと思っておりま

うので、ぜひ一度検討していただきたいなと思い

ます。 

それから、町内会の事業費ですね、これもやは

り大体毎年変わらないんです。でも町内会にお願

いする仕事の量というのは10年前と、今度は区長

じゃないですよ。町内会にお願いする仕事の量は

10年間ふえているのか、ふえてないのかをお伺い

します。 

○市民協働課長 

私がこの担当させていただいている中を見る限

りは、やはり仕事の内容というのは確かにふえて

ると思います。 

ただし、その仕事自体は、やはり一つは環境の

面とか保健の面とか、それぞれの各担当課の方か

らお願い事が出てきてるという状況の中で、その

中でまた別に町内会活動の補助金ということでは

なくて、それぞれのところから何がしの補助金が

出てるというものもありますので、そこら辺のと

ころで区長のお仕事の配慮をしているのかなとい
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うことは思っておりますが、仕事自体は確かにふ

えているということは認識しております。 

○嶋﨑委員 

今、町内会に回覧板がありますよね。その回覧

板が１年間の何枚お願いしておるかということで

す。一度考えられたことありますか。 

○市民協働課長 

今の回覧板がどれぐらい回ってるということで

よろしいでしょうか。 

区長の中に回覧というのは各町内会によって組

数が違いますので、当然大きい世帯の区長の方に

は枚数的には多くいきますけれども、今、市の方

では月に第１、第３の金曜日に市役所の中の各所

属のものについては区長に回覧文書を統一してと

いうことで、なるべく区長には毎回いかないよう

な配慮をしておりますが、それが実際にどれだけ

各所管から出ているかというところまでは、申し

わけありませんが、認識しておりません。 

○嶋﨑委員 

回覧を区でやった中の大体紙でこれぐらい１年

間にあるんですよね。おおむね何百枚だかよくわ

かりませんけども、もしそれを行達員の方にやっ

ていただいたら幾らかかるか計算することはでき

ないと思うんですけども、それと、もう一つ、実

際には一般の折り込みに入れたらかなりの金額で

すよね。例えば、中日新聞Ａ４なら大体２円前後

と、１円50銭から２円ぐらいと、そういう形であ

るわけなんですけども、かなり区に市の方は負担

をかけているという思いがしますので、一度検討

してみていただきたいと思います。 

次に、217ページに移ります。 

217ページの消防費です。消防費の中で、消防

団が市には４団あるわけですけども、その市の４

団の中で何人かの方がほんとに献身的に働いてい

ただいております。消防団の用例集を見ると、団

長16万7,000円年間という形がずっと入っておっ

て、団員は年間３万2,000円というような形にな

るわけですけども、概算すると400万近くのお金

が動いているわけですけども、この予算書の中の

どこにそれがあるのか教えていただきたいなと思

います。 

○防災対策室長 

消防団の報償金、あるいは活動費というのは常

備消防の衣豊の連合負担金の中にそれぞれ共通経

費と単独経費というふうに分かれておりまして、

この単独経費の中で費用弁償的なものを見ており

ます。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後５時58分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後６時08分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○嶋﨑委員 

ありがとうございました。 

消防団員の人件費は衣豊の方に把握されておる

ということわかりました。前の教育委員会の図書

と同じで、我々の知らされてないところでころっ

と変わってますから、なかなか理解しづらかった

んです。よろしくお願いします。ありがとうござ

いました。わかりました。 

次に、221ページの現職教育研究費が昨年度は

576万5,300円が今年度は205万4,000円という形で

66％減額されております。まず、その理由をお願

いしたいと思います。 

○学校教育課長 

現職教育研究費でありますけども、この中の臨

時職員の賃金でありますけども、この中の昨年ま

でありましたきめ細かな指導対忚教員配置事業で

あります。これが約1,168万円、こちらを尐人数

指導事業というそちらの方に移動させていただき

ました。 

それから、もう一つ大きなものは、放課後子ど

も教室推進事業、昨年度2,335万2,000円、こちら

を社会教育費の方へ内容的に社会教育の方が適当

であろうということで、そちらの方に移動させて

いただきましたので、大きく減額になっておりま

す。 

以上です。 
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○嶋﨑委員 

それだけでその減額が補充できておるのかなと

思っておりますけども、とりあえず説明はお聞き

します。 

221ページの関係、この現職教育研究費、この

財源は一般財源なのか、県・国の方から多尐なり

出ておるのか、それを説明ください。 

○学校教育課長 

今お話をさせていただきました理科支援員の配

置事業、こちらの方につきましては全額国の方か

らということになっております。 

そのほかにつきましては、市の方からの予算と

なっております。 

以上です。 

○嶋﨑委員 

学校教育指導費の臨時職員の金額が非常に高い

んですよね、3,339万8,000円。例えば、21ページ

の1,235万3,000円、臨時職員賃金と見ると、223

ページの959万7,000円、225ページの1,144万

8,000円ということで、学校教育指導をするに、

これだけ臨時職員の賃金が必要なのか、教育長の

見解をお願いしたいと思います。 

○石原教育長 

これは１つ１つたくさんの職員の補助員等のも

のが合わさった金額であります。それぞれ今まで

もそういう人たちを配置して有効に教育活動を進

めてきたものであって、必要であると考えており

ます。 

○嶋﨑委員 

臨時職員の方がこれだけ学校教育指導費につい

て必要なのかをお伺いしているだけです。 

○石原教育長 

必要であると考えております。 

○嶋﨑委員 

普通教員でそれを賄えないからこれを使ってる

わけですね、お答えください。 

○石原教育長 

例えば、例を挙げてお話した方がわかりやすい

かと思います。221ページの臨時職員賃金、これ

はむすびあいの適忚指導教室の指導員２人おりま

す。心の指導員、これも２名おります。それから

学校読書活動、これは各学校１名ずつ配置してお

ります。それから小学校の英語活動のＡＬＴ、こ

れが入っております。それがここに理科支援員が

入っております。 

それから、223ページの臨時職員が真ん中の方

にあります。臨時職員賃金、これは英語活動の翻

訳をやってみえる方も入っております。そのほか

に早期適忚指導教室、かきつばた教室であります。

それから今お話しした日本語の翻訳者、あいフレ

ンド、メンタルフレンドというのが各中学校の１

名ずつおります。発達障がい児等支援補助金、こ

れが10校で20名配置してあります。そういった職

員のものであります。例えば、まだ225ページで

も臨時職員賃金というのが入っております。尐人

数学級事業費、これにきめ細かな指導対忚教員５

人分の賃金であります。こういったそれぞれのも

のを臨時職員賃金として計上をさせていただいて

おります。 

○嶋﨑委員 

この臨時職員の方の賃金について、賃金対忚は

どのような形なのでしょうか、時間給なのでしょ

うか、日当なのでしょうか、月給なのでしょうか

お聞きします。 

○学校教育課長 

それでは、お答えいたします。 

先ほどのむすびあい教室の指導員、不登校の子

供たちでありますけども、１時間1,270円の１日

5.5時間210日、これが２人と。 

それから、心の指導員1,270円の４時間、そし

て210日、こちらも２人。 

学校読書活動支援員ですけども、１時間940円

の１日４時間、そして年間102日の10人と。 

小学校英語につきましては、2,862円の年間477

時間の２人。 

理科支援員につきましては、１時間1,000円と

いうことであります。 

それから、早期適忚指導教室ですが、こちらの

お一人は嘱託員という形になっておりますが、も

う一人につきましては、１時間1,270円の5.5時間
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の210日。 

それから、緊急雇用でお願いしております翻訳

ですけども、2,500円の６時間、年間240日。 

それから、あいフレンドにつきましては１時間

1,000円の３時間、年間70回、これが３人。 

発達障害児等支援補助員は、１時間1,000円、

１日３時間、年間65回の20人。 

225ページの臨時職員、きめ細かな指導対忚教

員でありますけども、こちらも2,862円の１日４

時間の210日というふうになっております。 

以上です。 

○嶋﨑委員 

223ページのところで、一般指導費で昨年から

ことしにかけて抜けているものが三つございます。

574万2,000円がどこかへいっちゃって、どこでそ

れが行われているのかがわかりませんので、教え

ていただきたいと思います。 

それは何かというと、あいフレンド、学習補助

員、発達障がい児等支援補助員、学習指導補助員

報償金、あいフレンド指導員報償金、これ合わせ

ると574万2,000円あるわけですけども、どこへ振

り分けられておるのですか。 

または１つ１つとっても非常に大切なものだと

思いますので、現状今、平成22年度はどうなって

いくのでしょうか。 

○学校教育課長 

あいフレンド、それから発達障がい児等支援補

助員等につきましては、理科支援員と同じように

年間決まった、例えば、週２日とか定期的に継続

的に勤務しておりますので、報償金から賃金の方

に移動させていただきました。事業自体はなくな

っておりません。継続しております。 

ただ一つ、学習補助員につきましては、算数と

英語を行っておりましたけども、こちらの事業に

つきましては、尐人数きめ細かな関係もありまし

て、平成22年度につきましては廃止という形をと

らさせていただきました。 

以上であります。 

○嶋﨑委員 

発達障がいについては説明がありましたか。 

○学校教育課長 

こちらも報償金から賃金という形で移動させて

いただいております。 

以上であります。 

○嶋﨑委員 

報償金から賃金に回したことで、この事業が完

全に遂行されていくでしょうか、お伺いします。 

○学校教育課長 

こちらの事業につきましては、支払うところを

報償金から賃金の方に変えさせていただきました

が、事業内容等昨年度と全く変わらず行っていき

たいと思っております。 

以上です。 

○嶋﨑委員 

次に、225ページの先ほどから説明のあった尐

人数学級事業費の臨時職員賃金が1,144万8,000円、

尐人数学級事業が2,985万3,000円ということで、

臨時職員賃金がかなりの金額、四十何％占めてお

るわけですけども、尐人数学級事業をやる上に、

なぜ臨時職員賃金が必要なのかをお伺いします。 

○学校教育課長 

こちらの尐人数学級事業費の一番上にあります

報酬というのが担任を持つ教員の年間分を割って

いくというものであります。そして、臨時職員賃

金につきましては、きめ細かな指導対忚教員とい

うことであります。尐人数学級というのは、きめ

細かな指導を行いたいというそういう願いのもと

に行われる事業でありまして、尐人数学級ももち

ろん一つの方法でありますし、学級をふやさずに

支援が必要な子供たちへ対忚できるようなきめ細

かな指導対忚教員も必要であるということで、こ

の尐人数学級事業費の中に尐人数学級数をふやし

た担任の対忚分と学級をふやさず個別に対忚でき

る対忚教員ということでこの中に入れさせていた

だいております。 

以上です。 

○嶋﨑委員 

尐人数学級を行うために市負担教員報酬３人を

見込むわけですけども、それで十分じゃないんで

すか。まだ何か人が必要なのでしょうか。なおそ
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れも尐人数学級事業の中にその臨時職員を入れて

おるということはどういうことなのかをお聞きし

たんです。 

○学校教育課長 

３人というが学級増、予算計上した折には３人

でしたが、現在猿渡と来迎寺の二つの学校かなと

いうふうには思っておりますけども、それは一つ

の方法であり、きめ細かな先ほどのいろいろお話

をしました臨時職員賃金、こちらもあわせて、で

きるだけきめ細かな教育を行っていきたいという

願いのもとにお願いをしておるものであります。 

以上です。 

○嶋﨑委員 

きめ細かな指導というのは当たり前のことであ

って、尐人数学級をやるからそれができるという

問題じゃないと思うんです。 

今、現職の教員もそういうことで、きめ細かな

教育指導ができないのかということを僕は言いた

いんです。いかがでしょうか、教育長。 

○石原教育長 

このきめ細かな指導対忚教員の５人分というの

は、小学校３年生については尐人数学級を行って

いくということで、４年生尐人数学級ではありま

せんので、４年生で35人を超える学級がある学校

へ１名配置しましょうということ。それとあわせ

て、通級指導が今市内に２人指導教員として県か

らいただいているわけでありますけども、それで

は子供の数よりも尐ないので、市単で１名お願い

したいということで予算の上では４人の小学校４

年生の対忚教員と通級指導の対忚教員１名という

ことで５名を計上させていただいております。 

○嶋﨑委員 

臨時職員賃金のこの金額で４年生ですね、各学

校に１人ずつ７人した場合、この金額でおさまる

んでしょうか。 

○石原教育長 

今お話しましたように、４年生で35人を超える

学級になるところ、それが今のところ４クラスを

予定しております。３クラスになる可能性もあり

ます。もう一人は発達障がいのある子供の対忚と

いうことで、予算上は５人計上させて、各学校１

名ずつということではありません。 

○嶋﨑委員 

大変申しわけない。 

じゃあ、どこの学校でしょうか。 

○石原教育長 

尐人数学級につきましては、市単で行うのは来

迎寺と猿渡であります。一忚３月１日現在の人数

で決定をしておりますので、それから、きめ細か

な指導対忚教員配置事業でありますけども、４年

生で35人を超える学校、現在のところ知立小学校、

猿渡、南小学校の３人であります。これはまた始

業式現在で進めていきますので。 

それから、発達障がいのある児童を対象に行う

通級指導対忚教員は、知立小学校へ配置をする予

定であります。 

○嶋﨑委員 

どこの学校かお聞きしてわかりました。 

また学校経営案を見て、それが適当であるかど

うかを一回判断をさせていただきたいと思います。 

次に、同じく225ページに愛知教育大学連携事

業負担金100万円、昨年も載っておりました。こ

としも載っております。これについて説明くださ

い。 

○学校教育課長 

愛知教育大学との連携についてであります。

100万円を負担をいたしまして、一番大きな事業

は、知立東小学校の方に学生が来まして、教授も

来まして、そこの外国人のための教材開発という

ことであります。現在リライト教材ということで、

国語の教科書等、外国の子供たちにもわかりやす

いように書き直す、そういう教材を大学と学校で

一緒に行っております。 

そのほか、私たち教員が提出する際には、愛知

教育大学の教授等を講師としてお招きをするとい

うこともありますし、先ほどお話にもありました

発達障がい等支援員等も愛教大の方に教諭を目指

す学生の方にぜひ来ていただきたいというような

ことで、そういうお願いもしております。 

以上であります。 
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○嶋﨑委員 

大体、学生または教授ということで、年間でど

の程度の人数が現場へ入るようでしょうか、現場

へ入っていますか。 

○学校教育課長 

申しわけないです。何人ぐらいというのは、リ

ライト教材等するときには学生と教授とが来ると

いうのは聞いておりますけども、実際に何人とい

うのようなことはこちらの方で把握しておりませ

んので、申しわけありません。 

○嶋﨑委員 

学校教育課の方では把握してないということで

すか。学校現場に任せきりですか。 

○学校教育課長 

学生が来る場合には、交通費というような形で

お支払いを、その中から支払っていただくという

ことで、人件費という形、交通費ですけども１回

1,000円で40回、24人参加というようなことを聞

いております。 

ただ、先ほどお話もさせていただきましたけど

も、私たちの研修の折にも何回も来ていただいて

おります。それから、発達障がい支援員、または

メンタルフレンド、それから学習補助員というと

ころでも来ていただいておりますので、正確に何

人ということは尐しお答えはできないかと思いま

すけども、以上の形です。 

○嶋﨑委員 

学校から報告がないと定かな数字が出てこない

ような感じがしますね。 

次に移ります。231ページに教科書改訂事業費

2,312万7,000円がありまして、その内訳として消

耗品費2,312万7,000円と同額が計上されておりま

す。これは、どのようなものでしょうか。 

○教育庶務課長 

これにつきましては、臨時的な経費でありまし

て、小学校が平成23年度教科書の改訂があります。 

したがいまして、平成22年度で教師用の教科書

指導書等の平成23年度分の改訂を今回、平成22年

度の予算で計上させていただくものであります。 

なお、内容につきましては、学校教育課から数

料等をあげていただいて、私の方で予算化させて

いただいております 

以上であります。 

○嶋﨑委員 

教職員の指導書と承ります。これは消耗品なの

でしょうか。図書という形じゃないんでしょうか。

消耗品で処理されているんですか。 

○教育庶務課長 

一忚教科書等につきましては、従来こういう会

計の都度、消耗品扱いということであげさせてい

ただいております。 

○嶋﨑委員 

それじゃあ、この教科書はこの予算計上されて

いる金額で大体何冊取り寄せる予定ですか。 

○教育庶務課長 

教科書指導書等で７小学校で3,762冊購入する

ものであります。 

以上であります。 

○嶋﨑委員 

１冊教科書とは違って教職員の指導書は3,000

円、3,500円という形で載っておりますので、大

体この金額になるだろうと思います。 

この財源は一般財源で払わなきゃいけないもの

なのでしょうか。県教委の方から出てこないんで

すか。 

○学校教育課長 

県の方からは財源がありませんので、市の方で

賄うということになっております。 

○嶋﨑委員 

非常に県教委はずるがしこいですね。本来、教

員を派遣している以上は、県教委でその研修する

ものを与えて勉強させていただいて、地域に還元

していただくというのが大事なことだと思うんで

すけども、やっていることがかなり県教委はずる

いなと思っております。財源わかりました。一般

財源でこちらで負担をするということですね。 

それから、231ページに図書購入費が533万

9,000円、中学校費でも同じように載っておると

思います。359万4,000円、合わせるとかなりの金

額になりますね、900万近く。この金額で私、一



- 73 - 

般質問のときにお話しましたけども、大体小学校

の標準冊数はクリアしておりますよというお話を

聞きました。毎年この金額が充当されていくわけ

ですけども、冊数はふえてないんですよね。これ、

どういうことなんでしょうか。 

○学校教育課長 

配置基準に従いまして古くなったもの、子供た

ちにとって、この前、国の名前が古いものとかあ

りましたけども、そういうような形で順次廃棄し

て、子供たちが、いつ行っても手に取ってみたく

なる本があるというようなことを心がけておりま

す。 

以上です。 

○嶋﨑委員 

この金額533万9,000円、小学校について考える

と、かなりの冊数が補充されとるはずです。廃棄

基準がどのようなものかよくわかりませんけども、

同じだけのおおむね同じ冊数だけが廃棄されてお

るんですか。僕は、もう尐し調べていただきたい

なと思うのは、廃棄基準である現物を基準に沿っ

て廃棄するというのと、もう一つ見過ごしていな

いかというのが実際に学校図書でなくなってると

ころはないかという部分があると思うんです。そ

れは全く触れられないで廃棄基準という判断は僕

自身は間違いだと思いますけど、いかがでしょう

か。 

○学校教育課長 

まず、購入と廃棄の冊数の関係でありますけど

も、こちらにつきましては、学校によってまちま

ちであります。例えば、知立小学校825冊購入、

平成21年度。廃棄は794ということで、30冊ぐら

いはふえる形になります。 

しかし、知立中学校は500冊購入予定の1,034冊

廃棄予定ということで、冊数につきましては学校

によってまちまちになると思います。 

それから、もう一点、廃棄についてであります

けども、その学校の司書教諭を中心とし、また読

書活動推進員、それから協議も、どんなものが子

供たちにとっていいだろうかいうことを検討しな

がら新しいものを購入していくわけですけども、

その中に、それに変わって廃棄されるもの、また

は委員御指摘の紛失してしまうものというものが

あるわけですけども、図書を借りて返さない子供

については担任等を通じて催促、督促をするわけ

でありますけども、それが年間どれだけなくなっ

てしまうかというについては、はっきりとはこち

らでは把握しておりませんが、以上のような形で、

先ほどもお話しましたけども、子供たちが図書室

へ行きたくなるような、そういう形にしていきた

いというふうに思っております。 

以上です。 

○嶋﨑委員 

一度廃棄基準を見せてください。いつも見せて

くださいといって、私が行かないと見せてくれな

いので、今回は私の手元の方へ出してください。 

次に、廃棄基準で廃棄した本、それにかわるも

のを入れているのか、全く廃棄基準で廃棄したも

の以外の新しい本をどんどん入れているのか、そ

の対忚をお教えください。 

○学校教育課長 

こちらで今、手元にはどういう題名の本を購入

したかということは把握しておりませんけども、

先ほどお話をしましたが、古くなった同じものと

買うということではなく、新刉もあれば、昔から

出ておるもので、ぜひ子供たちに読ませたいもの、

または地名が変わったから新しく必要なものとい

うことを学校の中全体で考え、もちろん司書教諭

が中心となるわけですけども、そういう形で補充

をしております。 

以上です。 

○嶋﨑委員 

図書購入費、これだけの金額を当市は入れてい

ただいておれば、ごく普通ならば愛知県下のトッ

プにいくぐらいの図書保存冊数という形になると

思います。 

これは県・国の標準よりちょっと上回っている

ということになると、かなりいろんな角度でなく

なっておるということです。廃棄基準だけじゃな

いと思うんです。一回紛失というのを調べていた

だきたいと思うんです、どのぐらいあるのか。図
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書の各学校の紛失を調べていただいて報告してい

ただきたいと思いますというのと、もう一つ、本

を表紙がちょっと破れとったらほかっちゃうよと

いう形なのか、どこまでしっかり廃棄基準を適用

しているのかも報告いただきたいと思います。 

○学校教育課長 

本の表紙が尐し破れたということでありますけ

ども、こちらにつきましては、学校の職員もそう

でありますけども、学校図書ボランティアの方々

に表紙を補強していただくようなボランティア活

動もしていただいております。中身等子供にとっ

てよいものは、そういう形で使っていくというこ

とであります。 

各学校何冊紛失したかにつきましては、現在把

握しておりませんので、また後ほどという形にさ

せていただきたいと思います。 

以上です。 

○嶋﨑委員 

紛失等調べて報告していただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

次、241ページに先ほど話が出ました放課後子

ども教室推進事業費2,470万5,000円載っておりま

す。この中身で94.5％が臨時職員賃金という形に

なろうかと思います。この放課後子ども教室推進

事業というのはどういう形で、どなたがやってい

るのかをお聞かせください。 

○学校教育課長 

事業の目的についてでありますが、放課後に学

校の教室等を活用した放課後子ども教室を設置し

て、地域の方々の参画を得て子供たちとともに勉

強やスポーツ、文化活動、住民との交流活動等の

取り組みを進めていく。簡単に言いますと、放課

後の子供たちの安心・安全な居場所づくりという

形になると思います。 

こちらにつきましては、学校の空き教室等を教

育委員会の方で借りる形になっております。こち

らの方で運営をさせていただいております。 

あと、そのほか内訳でしたかね、賃金。平成22

年度ですね、平成21年度とほとんど同じでありま

すけども、指導員等謝金ですね、こちら指導員に

はコーディネーターと、コーディネーターという

のは各学校の施設の中心になる者、それからサブ

コーディネーター、補助をする者、それから指導

員という形になっておりますけども、コーディネ

ーターにつきましては、時間当たり1,270円とい

うことであります。そして、サブコーディネータ

ーも1,270円、指導員の方については940円という

単価でお願いをしております。 

以上であります。 

○嶋﨑委員 

この臨時職員については、教育委員会が採用す

るわけですね。 

○学校教育課長 

はい、そうであります。 

○嶋﨑委員 

この子供推進事業を行っていく間に大きな事故

があった場合は、教育委員会が責任をとるという

ことですね。 

○学校教育課長 

設置しておるのが教育委員会でありますので、

そのような形になると思いますが、そうなると思

います。 

以上です。 

○嶋﨑委員 

教育委員会が責任をとっていただけるなら、こ

れはいいと思いますけども、とれないような仕事

はやる必要がないと思います。必ず一つの事業を

やる以上は、責任を持って当たっていただきたい

と思います。特にこの放課後子ども教室推進につ

いては、教育委員会が責任をとっていただくこと

を望みます。 

次に、文化協会補助金、または文化協会自主事

業補助金がかなりの金額で増額されておりますけ

ど、その理由はいかがでしょうか、何でしょうか。

251ページです。 

○生涯学習課長 

今回、文化協会の補助金が120万ほどふえてお

ります。これにつきましては、平成22年度は文化

協会が設立40周年になる。また、愛知県の文化協

会連合西三河支部の芸能大会が知立市で開催され
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るということで、この大会の経費の一部を負担し

ていくというものでございます。 

西三河８市５町の文化協会の芸能部門から各団

体の方が参加していただいて、日ごろの練習技能

を披露するということで、今回120万、文化協会

に臨時で出していくものでございます。 

以上です。 

○嶋﨑委員 

ありがとうございました。 

次に、253ページの野外センター費の中のテン

ト架台管理委託料が160万8,000円あるわけですけ

ども、このテントの下にあるものを管理していた

だいているんですけど、この台は、あと何年もつ

でしょうか。 

○生涯学習課長 

特にこの木の造りの厚い木だと思いますけども、

何年と言われると、ちょっと私も専門家でもない

ものですから、なかなかこれ今お答えはありませ

ん。申しわけございません。 

○嶋﨑委員 

非常にテントのあるところへ行って、その架台

を見させていただくと、かなり傷んでおります。

その傷んでいる部分に対して委託料は計上されて

いくけども、それを改善するための基金は何の形

もないわけです。載ってないわけです。これ、あ

と何年か先には必ず変えなきゃいけないという問

題が起きてくると思いますので、ぜひそれに対忚

できるように予算を獲得しておっていただきたい

なと思います。もうじきの問題だろうと思うんで

す。部分的には腐食しているところも十分幾つか

あって、部分的には使えないというのもあるだろ

うと思います。 

次に、259ページのＡＥＤ借上料が６万2,000円

あるわけですけども、昨年も６万2,000円という

ことで載っておりました。校庭開放についてＡＥ

Ｄの貸し出しについてお話があったかと思います

けども、その後、何らの形が見えてこないんです

けども、どうなっておるでしょうか。 

また、必要ないと判断されたのかお聞きします。 

○スポーツ課長 

ここで載っておりますＡＥＤ借上料は、昭和グ

ランド管理事務所に置いておいて、昭和グランド、

昭和テニスコートの利用者の緊急な場合に対忚す

るということで借り上げをしております。 

何年か前から学校開放等々にＡＥＤを置いたら

どうだというようなお話がありまして、現在ＡＥ

Ｄ各学校に設置をされております。その分も含め

て、グランドの利用者あるいは体育館の利用者

等々の利用に供するにちょっと不便じゃないかと

いうようなお話もあります。新規に設置したらど

うかということで、管理上の問題もありますので、

今、研究をさせていただいているというのが現状

でございます。 

以上です。 

○嶋﨑委員 

この件についての教育部長の見解をお願いしま

す。 

○教育部長 

前も私、答弁さし上げましたけれども、学校で

持っているＡＥＤが一忚学校によって設置場所違

いますけども、校舎の中にあります。 

施設開放になりますと、当然体育館とかそうい

うところになるわけでございますけども、そこら

辺、学校とスポーツ課と一度協議をして、それが

外でも仮にそのときに外置きができるということ

になるかどうかということを研究課題ということ

で出してあるわけですけども、まだ現時点におい

ては、その調整ができていないというのが実情で

ございます。 

○水野委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後６時52分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後７時00分 

○水野委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○久田委員 

一点だけちょっとお願いというか、質疑をさせ

ていただきます。 

この予算の概要の18ページの一般会計予算歳入



- 76 - 

歳出増減説明一覧表で景気低迷ということで個人

市民税とか法人市民税は下がっております。固定

資産税においては、評価替えということで増加に

なっておるようなのが2010年度の歳入の方の予算

の骨組みだというふうに思います。 

知立ホテルが今回クラウンパレスというような

名前に変更されまして、国際観光ホテル整備法に

よる固定資産税の均一課税について、ちょっとお

聞きをしたいと思います。 

今のクラウンパレスというのは、セントピアホ

テルを東レが経営しておりまして、二、三年前に

クラウンパレスに変更になった経緯であります。

あのホテルというのは駅前の駅周辺の整備だとか、

あるいは区画整理事業だとか、リリオの関係があ

りまして、私は、あのホテルを存続させていかね

ばならないというふうに考えておりますが、税務

課長、そこら辺はどのようにお考えでしょう。 

○税務課長 

現在あります知立市の条例におきましては、固

定資産の均一課税ということで都市計画法で規定

されました高度利用地区内ということでの均一課

税ですね、これを既に１回実施しておりまして、

これが平成11年から平成15年の５年間実施してお

るということでございます。 

今、委員がおっしゃいました国際観光ホテルと

いうことでございますけど、当初はホテルを始め

る時点でしょうか、そのときは国際観光ホテルの

整備法にホテルの登録、これはやらないというよ

うなことを言われておったということを聞いてお

りますけど、平成12年２月４日の文書が写しでご

ざいますけど、私どもの方にございまして、これ

が運輸大臣の指定登録機関の方から指定を受けて

おるという写しを私どもの方もいただいておると

いうことで、一忚現在は国際観光ホテル整備法に

よるホテルの登録ということでは登録はできてお

るということでございます。 

今現状の知立市の均一課税の部分からいいます

と、今、簡単に言えば、できませんということに

なってしまうわけですけど、全国的には観光地が

多いと思うんですけど、国際観光ホテルの整備法

ですね、この23条というのの規定によりまして、

地方税法６条第２項の規定ということで、固定資

産税の税率の軽減を図ることができるということ

があるものですから、これはこういう形の均一課

税の場合は、よその例を見てみますと、単独の条

例を設置されておると。例でいいますと、国際観

光ホテル整備法に基づく登録ホテルに対して課す

る固定資産税の均一課税に関する条例というよう

な形の条例を設けられて減額をされておるという

事例が全国的には観光地が主でございますけど、

ございます。 

軽減の税率につきましては、いろいろでござい

まして、1.0から0.7、もともとの税率が1.4です

から0.7ということになりますと２分の１という

ようなことになるわけですけど、こういうふうな

事例はございます。私どもの方、こういう条例を

あるということは知っておるんですけど、うちの

方ではそこまでは考えたことがないというのが今

の現状でございます。 

○久田委員 

ありがとうございました。 

クラウンパレスというのは国際ホテル整備法に

適用されておるというふうに理解してよろしいで

すか。 

○税務課長 

平成12年２月24日付の運輸大臣指定登録機関、

財団法人日本観光協会からきております文書でい

いますと、国際観光ホテル整備法の規定に基づく

ホテルであるということで登録ができておるとい

うことでございます。 

そのときの名称で知立セントピアホテルという

ことになっておるものですから、その立地条件等

そのまま引き継いでおるということで、現在のク

ラウンパレスもそれが可能ということでは認識し

ております。 

○久田委員 

そうすると、減免するに当たっては国際観光ホ

テル整備法に基づくということで、固定資産税の

不均一課税に関する条例というものを制定しなけ

ればならないでしょうか。 
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○税務課長 

条例本文の中で不均一課税というのをうたって

おりまして、土地計画法によります減免ですね、

これは使用を開始してから５年間、２分の１、

0.7ということで不均一課税がすることができる

ということでうたっております。 

今言われるような国際ホテルということで特定

して不均一課税ということを図るのであれは、そ

の中でうたうか、また、他市の例にようにこれだ

け単独の条例をつくるかという二つの方法がある

とは思っております。 

○久田委員 

最後に何が言いたいかと申しますと、この固定

資産税の減免に対しまして、今後検討はしていた

だけるでしょうか。 

○税務課長 

私の立場で検討するというのはそういうことは

ちょっと言いかねるものでございまして、そうい

う形の意見があるということでございます中での

研究させていただくというような形の私の課長と

しての立場から申し上げられないということでご

ざいます。 

○久田委員 

まず研究していただいて、そして、行く行く検

討というふうに移っていただきたいということを

お願い申し上げまして、質問を閉じさせていただ

きます。 

○高橋委員 

本会議では税収の見通しや財源論について、か

なり突っ込んだ議論がございました。私、尐し触

れたいんですが、政府が発表しました来年度の国

の税収は、1985年の水準だと。25年に戻ってしま

ったというわけであります。来年度の法人税は、

そういうこの水準の中で６兆円ということなんで

すが、税全体が1985年の水準に戻ったんですが、

1985年のときの法人税というのは幾らあったのか

といいますと、これは国税ですが12兆円あったと

いうわけですね。 

つまり、国の歳入全体、税収全体は25年前へ戻

ってしまったが、法人税そのものは来年度歳入さ

れる予定のものよりも25年前の方が倍法人税とし

ては納税されていたということになるわけです。 

これは何が言いたいかといいますと、この間に

法人税は大変な勢いで減税が進んでおるというこ

となんですね。以前、定率減税の話しましたけど

も、我々給与所得者の定率減税は、これはもうぱ

ーになりました。そのときに法人その他の減税は

そのまま留保されて、今日まできているというそ

ういう大きな財政構造の中に知立市もすっぽりと

はまっているということですね。平成22年度の法

人市民税は、既に議論のような形で相当な減収に

なっていますが、税務課長、法人税減税と当市の

法人市民税の来年度の税収との関係などを尐しは

迷走、頭をめぐらしたようなことはございません

か。国でいうと、今いうことが言えるということ

ですよ。知立市の数は尐ないけども法人市民税と

いうのは、もちろん法人税が変われば変わってき

ますからね、この辺はどのようなお見込みや御推

察なんか、お答えをお持ちだったら、ひとつ明ら

かにしてください。 

○税務課長 

法人税の今、税率が下がっておるというお言葉

いただいておるわけですけど、今の政府等が出し

ているマニフェストでいいますと、また法人税の

税率ですね、所得所得税ですね、そちらの方も下

がるというようなことを逆に聞いておるものです

から、そちらの方に近づいていく。私どもの法人

税割というものは法人所得の税金ですね、これが

課標になっておるものですから、また１億以下の

法人税が政府の方で下がるというような形のマニ

フェストも出ているもので、逆にそちらの方の減

額というのがつられて起きてしまうのではないか

というような逆に感じを受けておるわけですけど。 

○高橋委員 

これは知立市でどうこうという立場の問題では

ないけども、先ほど申し上げたように、税収は

1985年の段階に戻ったと、そういう水準の収入し

か見込めない。そのときの来年の法人税は６兆円、

1985年のときの法人税はどうかというと12兆円あ

ったと。今の半分になってしまったんですね、当
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時の。今の倍あったというわけです。 

だから、こういう税のゆがみがね、私に言わせ

ればゆがみが地方財政にも重大な影響を与えてい

るのではないか。もちろん知立市は、法人市民税

の位置が低いわけですからね、その影響は豊田、

安城、刈谷に比べれば小さいわけですが、しかし、

そこは軽視できない今問題になってきているんで

はないかと、こんなふうに思うわけです。 

平成21年７月１日現在になるですが、例えば、

市内法人926社あるんですが、このうち、法人割

が課税できない事業所、これ639件あるというわ

けですね。つまり、68.6％は黒字が出せないと。

つまり法人税割を課税できない、そういう法人だ

というわけです。926の市内法人のうち、市内に

本店のある法人のうち68％、約７割が赤字決算だ

と、こうなってるわけです。 

しかも９号法人、これ一番小さい法人ですが、

９号法人は72％が赤字だと。８号が56、７号が51、

６号が30というふうに資本金が大きくなると赤字

法人の率も減ってくるという、こういう関係にな

っとるわけですが、税務課長、大体こんなあんば

いでいいですか、認識として。 

○税務課長 

平成22年度でいいますと、法人割が課されてい

る法人でございますけど、１号法人が６社、２号

法人が１社、３号法人が60社、４号法人が５社、

５号法人が37社、６号23社、７号115社、８号９

社、９号が285社ということで計541法人が一忚払

っていただいておると。全体では1,360社という

ことでございますけど。 

○高橋委員 

私は市内本店法人と、こう言ったんでね、今の

やつは市外も含んでおるだわ。 

いずれにしてもそういうことで、法人税、そし

て法人市民税のシフトであるわけですが、中小企

業は圧倒的に赤字決算と、こういうことなんです

ね。 

それで当市は、私どもの提案も含めて、平成18

年度から法人超過課税、資本金１億円以上の超過

課税を実施していただくようになりました。来年

度の予算では、773万円の超過課税を見込んでお

られるというふうに思います。予算書の書いてあ

ります。 

平成18年から来年度見込みまで含めて、法人超

過課税というのはどれぐらいの金額になっている

んでしょうか。 

○税務課長 

平成18年から平成22年の見込み、平成21年も見

込みになるわけですけど、２億167万5,000円とい

うことです。 

○高橋委員 

超過課税、これはもちろん利益を出していない

と法人割の部分ですからね、これは生まれないん

ですが、それにしても、平成22年は尐ない、平成

21年の決算見込みも尐ないわけですが、平成19年

度で7,500万を先頭にね、この間、約２億円の超

過課税が実現できてると、これは非常に重要な財

源だというぐあいに思うんですね。 

ただ言えることは、今、トヨタリコールでトヨ

タ自身も大変な事態なんですが、下請はどんどん

単価を切られる。新聞報道でも３割単価切り下げ

と。なかなかそうは切り下げられないよという、

こういう実態があるわけですが、一方トヨタはリ

コールの問題はさておいてもね、膨大な内部留保

をこの間に蓄えられたということになっているん

です。この経済のアンバランスと矛盾が今、地方

行政にも色濃く財政構造と市が行うべき行政サー

ビスの課題との関係で、重大な影響を及ぼしてい

ると。なかんずく金融危機という形の中で税収不

足が議論されておるだけに、法人税の税の体系の

あり方そのものが、やっぱり地方からも告発して

いくような事態になっているということはお互い

に確認しながらね、持ち場持ち場で議論を深める

ことが必要だというふうに思います。 

したがって、この構造は瞬間的、一時的なもの

ではなくて、やっぱり政権そのものが税の累進的

課税について、もう尐し突っ込んだ踏み込みと政

策決定をしないとね、尐々景気が上がってきても、

今私が申し上げた市内法人の９号法人などは７割

が赤字だと、この体質は改善できないんじゃない
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かというぐあいに思うんですね。これが結局当市

の税収構造にも大きな影響を与えるというような

負の影響が国政上の選択の中で生まれてきている

と。これは、ここにみえるだれかの責任というこ

とではないわけですが、そういう構造の中で、地

方自治体の行財政がこういう事態になってるとい

うことを改めてお互いに見つめ直す意味で指摘を

しておきたいというふうに思います。 

それで、本会議でもありましたが、来年度は固

定資産税の家屋の増収が見込まれるという趣旨の

御発言があるんですが、何か大きな開発を想起さ

れてそういうことを財政計画上うたってみえるの

か、そのあたりの根拠について尐しお聞かせいた

だきたい。 

○税務課長 

家屋の増加ということにつきましては、毎年新

増築というのが繰り返されておるということで、

３年ごとに評価替えを繰り返されております。今

までずっとこの３年のサイクルの中で、一番当初

の評価替えの年ですね、これ価格が下がってしま

います、税額的にも。２年度は確実にそういうふ

うに新築がふえていくということで増加するとい

うパターンは、もうこれずっと繰り返しておりま

す。 

それで残念なことですけど、平成21年の状況を

見ますと、新増築がかなり減っておりまして、例

年と比べて２割、強くいうと３割近く減っておる

状況もあるものですから、伸びがそんなに大きく

は期待できないという部分がございますけど、間

違いなく従前からすると７割、10割いっていつも

のとおりだということで、３割減というような状

況であっても税収的には多尐は前年度よりはよく

なるというふうには考えております。 

○高橋委員 

これは将来な話なわけですから確定的な議論は

なかなか難しいんですが、財政計画によると平成

23年に地方税で2.8％の増と、再来年度平成23年

度、この要因が固定資産税の家屋分の増収だと、

こういうふうにおっしゃってるけども、さっきお

話があったように、最近はなかなか住宅の建築が

思うに任せないと。売り地の看板が１年近くその

まま野ざらしになっても、なお売り地の看板が掲

示されたままになっているというケースをしばし

ば見るわけでして、そういう点から考えますと、

ほんとに家屋の増収、大団地の形成を前提にして

一気にふえるんだと、平成23年は、１月１日の段

階でぐっとふえるんだという見通しがあって

2.8％増というなら、それはそれなりの根拠があ

るんですが、その点の見通しと見解を聞いておる

わけですが、それはどうなんですか。 

○税務課長 

家屋の増加分につきましては、毎回の評価替え

のパターンで、まずこのぐらいの伸びは間違いは

ない。実際心配な中におきましては、償却資産の

方がかなり心配しております。こちらの方は生産

機械等の投資を尐なくということになってきます

と減価償却で減っていってしまうということで新

しいものが入らないと償却資産の方が減っていく

と。家屋の方は知立の場合、割に大きな建物は聞

いてはいなんですけど、安定的に割合建設が事例

が出ておるということで、家屋の方は大丈夫だと

いうふうには考えております。 

○高橋委員 

そういう見解であることは心にとめておきます

が、いずれにしても大変な事態だということであ

ります。 

そういう点では、不要不急の経費の削減なども

大いにメスを入れるべき内容についてはきちっと

入れていくという見地も必要だと思います。 

そこで一つ聞きたいのは、83ページに企画費の

中で、金額は極めて些尐なんですが、例えば、伊

勢湾港道路建設促進期成同盟会負担金、平成23年

が8,000円、中部国際空港連絡鉄道建設促進協議

会負担金9,000円などなどですね、この不要不急

といいますか、例えば、伊勢湾港に道路をつくろ

という案があったですが、昔。まだこれを引きず

ってね、期成同盟会があるからといって、金額は

8,000円だからね、それは右も左も同じようなも

のだけども、こういうおつき合いをいまだに続け

きゃないかんのかどうか。これは金額の問題もさ
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ることながら、政治姿勢の問題としていかがなも

のですか、お答えください。 

○企画課長 

今、伊勢湾港道路の建設促進事業の期成同盟会

の負担金ということでございまして8,000円、こ

れ、伊勢湾大橋を含む伊勢湾港道路の早期の建設

を実現を強力に推進するということで、静岡県の

三ケ日から愛知県渥美半島から伊勢湾港を経まし

て、三重県の伊勢志摩に至る高規格な幹線道路で

ございます。 

実を言いますと、去年高浜市の方が、ここの期

成同盟会の方から負担金を払わないというような

形になっております。 

それから、もう一つ、町名は市の方の名前は忘

れたんですけれど、三重県のところで下の方に入

っておりますので、上の方の市が１市抜けたとい

うような形になっておりまして、うちの方も高浜

の方に状況を聞いたときに、県が、高浜市が負担

金を払わないというようなことを表明したときに、

非常に留意に努めたというような経過がございま

して、うちの方もこの負担金の期成同盟会のとこ

ろにいきますと、負担金が高いから負担金をやめ

たらどうだというような議論はうちの方はしてお

ります。 

それから、もう一つうちの方が伺っているのは、

愛知県でももう一市やめたということになれば、

内部的に調整を図って、私の個人的な意見でござ

いますけど、抜けてもいいじゃないかなというよ

うな意見は思っております。 

以上でございます。 

○高橋委員 

伊勢湾港道路建設というのは、今御説明あった

ように、静岡の三ケ日から伊勢湾を越えて向こう

へ橋をかけると。これは国民がレッドカードを突

きつけて退場させた古い案じゃないですか。もち

ろん最近、国土交通大臣が格好よくね、コンクリ

ートから人だと、こう言ったけども、小沢幹事長

が窓口一本にして陳情をどんどん受け入れてね、

結局は道路財源をなんだかんだといって張りつけ

ながら道路をさらに築造していく方向が出ておる

ということでマスコミからやゆされている、そう

いう実態があるということはわかるんですが、こ

の種のものに高浜は勇気があるじゃないですか。

やめたんですか、負担金払わないと。もう一市出

てきたら知立も考えるということ、今の答弁は。

こんな前近代的なプランニングに堂々とつき合う

必要ないじゃないですか。我が方は悪いけどオミ

ットしてくださいと、結構ですよと、これ言えな

いの。 

○企画課長 

県の方の説明で聞きますと、高浜の方は同盟会

を抜けたということは言ってないそうです。ただ、

負担金は払わないというような形で、事実上は抜

けたと一緒のものでございます。高浜が抜けたと

きに、私の方も同盟会の方で、愛知県の中で高浜

が抜けていく、今の三重県の方でそういったおひ

ざ元の方から抜けていく市があると、払わないと、

そういうような形が起こりますと、うちの方も議

会とか一般の市民の皆さんに説明が非常にしにく

いと、そういうような話というのは、この期成同

盟会の中できちんと行っております。 

ただし、今、議員が言われたとおり、私が非常

にこれは個人的な意見になるかと思いますけど、

県の方が何回かも高浜市の方を留意したというよ

うなことを聞いておりまして、うちの方は、これ

とあれとというのは違うと思いますけど、大きな

事業の建設の鉄道高架の負担金の見直しというの

は県の方に言っておりますので、先ほど言ったよ

うに、愛知県でもう一市抜けるようなことがあれ

ば、それに足並みをそろえるような格好でという

ような形で私は考えております。 

以上でございます。 

○高橋委員 

何ともわかりにくい決断の途中経過を発表され

たんですが、今、市長は退職手当組合の負担金を

払わんよと、こういう今、決意をしてみえるんじ

ゃないですか、この間の答弁では。そのときに担

当の課長がね、7,000円、8,000円とはいえ、去年

は１万円だけどね、そこの決断できずしてどうや

って新しい市政の市民的なニーズにこたえて一歩
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も二歩も前へ出ていけるんですか。 

これはさっき税務課長が、国際ホテルの課税の

問題、不均一の固定資産税どうだというときに、

課長の身のほどでどうのこうのという話がありま

したけども、これはもうちょっと上の方の人はど

う思ってみえるんですか。企画課長は、もう一市

きたら我が方も脱退すると、払わんと、こうやっ

て今言われるんですが、何でそこまで待たないか

んの。企画部長、にこっと笑って嫌な顔されるけ

ども、こんなおつき合いやめたらどう。伊勢湾港

に道路をつくるなんていうちょっと笑い話。昔、

鈴木参議院国対委員長が政策に掲げたという経緯

があるよ。それはレッドカードでノーじゃないで

すか、この間の総選挙とその前の参議院で。そう

いう輩は、もう政権とってくれんでもいいと、こ

れが国民的な意思でしょう。ところが知立の行政

マンは、便々としてこの種のものを多尐疑問を持

ってみえるようだけども、おつき合してみえると。

この乖離をどう説明されるんですか。私は払う必

要なしと。脱会してくださいよ、こんなものは。 

○企画部長 

高浜が抜けたというのか、払わないという今の

話ですが、そういう話は聞いたことがございます。 

ただ、すぐにここから知立も脱退せよというお

話でございますが、正直いって、この期成同盟会

が今どういうふうな活動をしておるのか、これか

らどうなっていくのか、ここら辺を尐し勉強をさ

せていただきたいと思います。 

今、もう一市が抜けたらというような話もあっ

たわけですけども、ここら辺よく今までの経緯、

そして今からの動き、こうしたものも検討をさせ

ていただいた後に、また検討させていただきたい

と思います。 

○高橋委員 

ちょっと感度が悪いわね、それは。正直いわせ

てもらって。 

名鉄三河線複線化促進期成同盟会負担金、平成

22年度は予算計上されてませんが、何でですか。 

○企画課長 

これにつきましては、いつもうちの方の企画の

方で予算計上はしておりました。平成22年度、今

年度につきましては、会議にいつも出るたびに三

河線の利用促進が主になってたというような形で

ありますので、平成22年度より経済課で予算計上

しております。それにつきましては、碧南と刈谷

市は商工課が担当しておりますので、今のうちの

方の経済課の方に複線化というような形がほんと

にめどが立ってきたら企画の方に移すということ

で、利用促進の前のところについては経済課の方

でお願いしたいというような形で話がしてありま

す。 

以上でございます。 

○高橋委員 

そうですか。私は、もう三河線の複線化はこれ

で出てますね、183ページに。迂回してますわね。

分散して迂回してわからんようになっておる、対

前年の比較がね。おっしゃったことはそういう趣

旨。 

私は、金額はほんとに１万円程度ですから、そ

れはそんな細かいこと言うなとおっしゃるかもし

れんけども、この中に流れている考え方というの

は、寄らば大樹の陰というか、前年度踏襲主義と

いうか、その事業が今の部長だと何をやっておる

のかよくわからんと、期成同盟会がね。パンフレ

ットがくるのか何か知りませんが、分担金だけ払

わされて、これだれが理事長か知りませんが、理

事長の領収証だけ送ってくると思うんですよ。あ

と何をやっておるのかわからんけども、前年度主

義でとにかくやっていくと。議会からも余り指摘

がないと、こういうことでずっときておられてね、

今、新しい価値観と政治の方針が国民的合意を得

て、うまくいくかどうか知りませんが、新しい方

向で政治を前へ進めよという国民的な審判があっ

て、なおかつ便々と予算化されていることについ

ては、いかがなものでしょうか。 

これは林市長に見解を伺った方がいいのかな。

この負担金の支払いを留保されたらどうですか。

高浜市なかなか立派ですよ。いかがですか。 

○林市長 

えらい金額は小さいんですけれども、これもそ
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うでありますが、いろいろな負担金、常に前年踏

襲ということではなくて、どんな意味があるのか

なということは考えながらやるわけであります。 

そうした中で、やはりまだまだこれについて、

どういった意図で今まだあるのか、歴史的なあと

経緯とか、これを外すことによってどんな影響が

出てしまうのかなということがまだ私の中で整理

がついておりません。そうした中で、本年度もこ

うして計上させていただいたということでござい

ます。 

○高橋委員 

整理がついていないといったって、どういう期

成同盟会で何をやっておるかわからんと担当部長

が言ってみえるんだがね。だけど、その金額の要

求があるから、去年つけたんだから、ことしもつ

けると、こんだけの話ですがね。前年度踏襲主義、

もちろん私は必要な事業は前年度踏襲も含めてき

ちっとやるべきだと思うけども、この種のものに

ついては対処すると、言われたような内容で対処

すると、今後大至急、こういう認識を表明できな

いですか、市長。 

○林市長 

ですから、どんな影響が出てしまうのかなとい

うこと、この局所的な部分もあるわけですけれど

も、大局的に立って、やはり見きわめてから影響

ないなという判断をしてから、私だけでなくて内

部で一度そういう検討をして、そう影響がないな

と判断をさせていただいた際には、これを執行し

たいと、そういう形になろうかと思っております。 

○高橋委員 

もう一遍聞くけども、この同盟会というのは何

やっとるんですか、日常的に。同盟会の事業内容

を説明してください。 

○企画課長 

目的を達成するための事業でございます。それ

から、国会、政府、その他関係機関に対する要望

活動及び連絡調整と、それから、建設促進に必要

な情報収集及び調査、研究でございます。それか

ら、その他本会議の目的達成するに必要な事項と

いうような形でそれが決まっております。 

以上でございます。 

○高橋委員 

だから、三河湾に橋をかけるということについ

て、林市長はどう認識しとるかということですよ。

そんなものは必要ないと、私は、はなからそう思

っています。もしそういう認識に立てば期成同盟

会の趣旨に反するわけだから、やめればいい話。 

いや、これは必要なんだと。伊勢湾港に橋をか

けて、今説明されたような道路が必要だというん

ならおつき合いしなさいよ。そのかわり、そのお

つき合いする姿勢については、市民の審判に付さ

れるべきですよね。そういう話ですよ。難しくな

い何も。コンクリートから人へという限り、尐な

くともこの種の負担金、この種の期成同盟には決

別をされるというのが妥当な判断ではないですか。

いかがですか、市長、もう一遍お答えください。 

○林市長 

いま一度この本会議終わってから整理をして、

判断をさせていただきたいと思っております。 

○高橋委員 

負担金を払わんかった場合、どういう市長の立

場に影響があるのかということを考えてみえるん

じゃないですか。県からいろいろと言われへんか

と。高浜も言われてるそうだという話があった。

そういうのは嫌だなと。願わくば、あまり摩擦が

ない方がいいなと。だったら１万円程度なら払っ

ておけと、こういう判断をずっとされてきたんじ

ゃないの。事の善悪、事の当否よりも。 

しかし、本日ここまで来て、なおかつ伊勢湾港

なのかと、このシャープで鋭い質問に対して市長

はお答えになれないんですよ、現時点。こういう

道路が必要だと思われるなら、引き続き同盟会で

頑張ればいい。しかし、そういうものは必要ない

という認識の上に、そういう世界観で市政をやっ

ておられるなら、脱退するなり、負担金を払わな

いという立場を明確にされるべきですよ。極めて

簡単なことですよ。その旗をはっきりさせること

にちゅうちょされてるから歯切れの悪い答弁にな

るんじゃないですか。 

私は、明確に高橋憲二としては、この種の負担
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金は不要と、伊勢湾に道路は要らないと、これは

私ははっきり宣言しますよ。また、そういう姿勢

で訴えてます。林市長、どうなんですか。そこは

問われてるんですよ。 

もちろん手続やね、いつ負担金を請求してくる

んだということは考えていただければいいけども、

手続論は。それは企画課長がやってもらばいい。

市長が、この港湾道路についてどういう認識を持

つかということに一点にかけられてます。行く着

く先はその１点ですよ。どうですか、そういう趣

旨のものについては基本的に負担金を払わないと

いう方向で決裁をする、そういう方向性で明らか

にすると、みずからの意思と立場を。そういう答

弁はいただけませんか。 

○林市長 

何遍も繰り返しになりますけれども、一度自分

なりに整理をして、必要じゃないと思えば、当然

ながらこの執行はないものだと思っております。 

○高橋委員 

残念ですね。知立市の具体的な行政の中で起き

てる問題で、たくさんの予算について、たくさん

の関係者がいて、厳しい財源の中でどういうふう

に調整するかという話ならね、お互いにひざを交

えて議論することはやぶさかじゃないけれども、

伊勢湾港道路の建設について、その程度の認識と

歯切れの悪さではね、これは大変私は、市長の姿

勢として疑問を持ちますね。かつて知立一新とい

うことをあなたおっしゃったけども、最近知立一

新なんてことをだれも言わなくなりました。当局

も議会も、あなた自身も。この程度のことが脱皮

できずにして、なぜ一新なんですか。だから、も

う皆だれも一新なんてことは言わなくなりました

よ。あなたの姿勢の方向性について、だれも言わ

なくなった。みんなよく知ってるから言わなくな

った。あなた、それ追認しようという答弁を今さ

れたんですよ。これはやはりね、林市長のよって

立つバックボーンについて、あなたの政治の原点

について、どうなんだという問いかけが改めてさ

れているというふうに言わざるを得ません。伊勢

湾港道路の建設、今、私が申し上げている方向で

検討するという答弁もできないんですか。もう一

度お願いします。 

○林市長 

一度しっかりと自分の腹に押さえてから判断を

させていただきたいと思っております。 

○高橋委員 

ちょっと感度悪いね、正直申し上げて。大変な

看板と実態に大きな乖離を認めざるを得ない、そ

ういう状況だと思います。 

中部国際空港連絡鉄道建設促進同盟、リニア中

央新幹線建設促進同盟、この種のものも必要なん

ですか、負担金。 

○企画課長 

これにつきましては、リニア中央新幹線促進に

ついては、県内の市町村がすべて参加しておりま

して、事務局が愛知県がなっております。これに

つきましては、抜けるというようなことというの

は考えておりません。 

それから、中部国際空港の連絡鉄道建設協議会

負担金というような形でございますけど、これに

つきましても、事務局が安城になっておりまして、

当市については特別会員というような形で参加を

しております。これにつきましても、安城が事務

局でやってる以上、隣接の市といたしましては協

力をしていきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○高橋委員 

それは、おつき合いの平衡感覚が真っ正面に出

た話ですよ。しかも、こういう同盟会がないと事

業が推進できないという考え方自身が今、問われ

ているんじゃないですか。陳情政治、中央へもう

でる政治、こういう政治のあり方そのものが問わ

れているんですよ。期成同盟会というのは最たる

見本ですよ。しかも公費を使って。この行政の仕

組みとシステムが問われてるんじゃないですか、

今。市民の目線で必要な施策をやりましょうと。

市が行う事業をやってパブリックコメントにかけ

て市民の声を聞きながらやりましょうと、こうい

う大きな分権と地方の流れの中で、相も変わらず

田中角栄型の陳情政治がここにはまだ脈々と息づ
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いている。リニアがほんとに必要ならば、国が予

算化すればいい話ですよ。適切な予算要求すれば

いい。こんな形で従来型の期成同盟会をつくって、

そして、よくわからんと、活動の内容が。わから

んけども便々とこれに従って疑問も感じないと、

ここが問われてるんですよね。 

私は、名鉄の複線化期成同盟会も含めて、今申

し上げた期成同盟会から脱退もしくは負担金の支

払いを拒否すべきだというふうに思います。これ

も市長に見解を承ります。いかがでしょうか。 

○林市長 

高橋委員のお考えは十分わかりました。そうし

た中で、自分はしっかりと腹に落として、それぞ

れ判断をさせていただきたいと思っております。 

○高橋委員 

企画課長、この支払いはいつごろになるんです

か、大体。負担金の支払い行為は。 

○企画課長 

支払いにつきましては、すぐ支払えということ

はないと思います。４月になってからすぐ負担金

の支払いが来るというのは尐ないというふうに考

えております。しっかりしたやつについては調べ

ますけど、４月に入って新年度になってからすぐ

負担金を払えというようなことについては、ない

と思います。 

○高橋委員 

ということですので、平成22年度の予算執行、

負担金の執行の停止、執行しないということも踏

まえて、先ほどの市長答弁を真摯に私も受けとめ

ますが、市長、そういうことでよろしいですね。 

○林市長 

実際に腹に落ちて、そして大局的に判断をさせ

ていただきたいなと思っております。 

○高橋委員 

そういうことは先ほど聞きました。４月すぐに

支払いをせよということではないので、今年度予

算化されてますが、今論議したように、一度きち

っと考えたいということですから、考えがまとま

った段階では負担金の支払いの請求がない段階で

まとまってやめるというならば、予算の執行の停

止を含めて対忚されることですねというふうに聞

いておるわけですが。 

○林市長 

一度大局的に判断をさせていただいて、いろい

ろな予算の執行のあり方、停止であろうか、また

そのまま継続であろうかということの判断をさせ

ていただきたいと思っております。 

○高橋委員 

本会議では切実な市民要求についてね、例えば、

この所管ではないけども、がん検診やワクチンね、

お金はそうかからんけども、これぐらいのことは

どうだといったときに、財政が厳しいんだと。思

いはあるけども財政厳しいとあれほど財政の厳し

さを言われた市長が、8,000円、１万円という金

額ではあるけれども、大局的な検証をしないとこ

れが支払いを切れないと、大変矛盾ですね。どち

らを向いて市政をやっておられるんですかと。上

に結果的に反抗するような、弓を引くような姿勢

については大局論を語るが、民が求めるものにつ

いては財政支援の厳しさ、財源厳しさの中でこれ

を一蹴して認めないと、こういう姿勢じゃないで

すか、あの図式的にわかりやすくいえば。この姿

勢に問題があるんですよ、林市長、私が申し上げ

たいのは。伊勢湾港の道路なんてのは、お互いに

やめましょうよ。わかりましたと。よくわかった

ので、手続上いつどういう方で、企画課長と相談

して執行しないように努力すると言われればすむ

話だ。大局論じゃないですよ、そんなこては。も

う一度、市長の答弁を求めます。 

○林市長 

上が怖いとかそういうことじゃなくて、やはり

自分なりにまだまだ私の不足している部分がある

わけでありまして、腹に落ちて判断をさせていた

だきたいと、そういうことを先ほどから申し上げ

ているわけであります。 

○高橋委員 

腹に落ちないということですか、伊勢湾港道路

の位置づけというのが。ちょっとそれはとちらの

向きにかじを取られるかはいいけれども、それは

市長に私、押しつけないけれども、伊勢湾港道路
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が必要であるか必要でないのか、自分はどういう

方向でこのものをとらえるかということがまだま

とまってないと。しかし、予算計上だけこうやっ

てたらたら出てくると。この信憑性問われたら、

大局的な検証をしてないと。これではちょっとま

ずいんじゃないですか。 

今、8,000円の話をしてるんだけど、8,000円の

予算歳出の話してるけども、話は市長の姿勢の基

本にかかわる問題を私は問題提起しとると思うん

ですよ。大変残念な答弁です。民の要求について

は財源論でこれをいなし、国・県が隣接市が主催

するような内容については、その信憑性や内容が

どうであってもおつき合いをしていくと。そして、

その後ただされてもきちっと対忚の方向をはっき

り示せないというところに林市政の限界といいま

すか、本質があるということをこの事象を通じて

明らかにしなければならんというふうに思います。 

次、行きます。 

ボランティア活動センター運営補助というのが

あります。これは、市長が一連の選挙のときにボ

ランティアの育成、そういうことを踏まえて訴え

られました。市民活動支援補助金なども50万円、

平成21年度の予算の組みかえをしていただきまし

たことも含めてあるんですが、ボランティア活動

センターの運営補助が576万円計上されておりま

す。今回、福祉の里八ツ田が大がかりないきがい

センターができることによって模様がえになるん

ですが、ボランティア活動センターというのは、

どの位置に今後設置されるんでしょうか。 

○市民協働課長 

６月１日にシルバーの方が移るということを聞

いておりますので、現在、場所は会議室れんげと

いうところでございます。１階のところですけれ

ども、それを２階の作業室、それから一般相談室、

健康相談室という三つの部屋になりますけど、２

階の階段を上がっていただいて、左に行ったつき

あたりというところに今、福祉協議会との協議の

中ではそこに移設というようなことで運んでいき

たいというふうに思っております。 

○高橋委員 

そうすると、ボランティア活動センターのスペ

ース的には現在れんげで手狭だよね。これが今度、

シルバーが移転しますので、ボランティアセンタ

ーは２階の３部屋をぶち抜いて独占すると、活用

されるということですか。面積は従前と施行後で

どの程度の差が生まれるんでしょうか。どの程度

広くなるんでしょうか。 

○市民協働課長 

現在が平米でいいますと33.18平方メートルで

ございます。これで２階の３部屋ということにな

りますと、合計で144.67平方メートルということ

になります。 

○高橋委員 

部屋も大変広くなります。したがって、ボラン

ティアセンターの機能もより高度化する必要があ

ると思います。 

例えば、今パソコンが一忚置いてあるんですが、

狭い部屋ですので隣の人が何をやっておるかわか

るようなところにパソコンが置いてあったり、あ

るいはコピーを回すとやかましくなっちゃったり、

あるいは輪転機は福祉の里の社会福祉協議会の事

務フロアにあるものを活用するとか、いろいろに

なってますよね。 

今回こういう措置によって役割と機能、576万

円、人件費を含めて予算計上されているんですが、

そのグレードアップされる内容について、ここで

明らかにしていただきたいんですが、いかがでし

ょうか。 

○市民協働課長 

予算の内訳につきましては、通常ボランティア

センターの運営費補助金は、今までボランティア

のコーディネーターの人件費、それから、臨時職

員の人件費ということです。コーディネーター１

名と臨職２名ということです。 

それについては、平成22年については426万

1,000円、それと今回移設ということに伴う移設

の補助ということで、今お話に出ましたような印

刷機だとかパソコンだとか机、いす、メールボッ

クス、パソコン等の配線の移設費等々いろいろ金

額もかさみますけれども、枠として150万円とい
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うことで予算化をさせていただいております。 

○高橋委員 

そうすると課長ね、今よりもどの程度機能アッ

プするのか、使いやすさがふえるのか。部屋が広

くなったということはよくわかりました。輪転機

もセンターのこの部屋へ移動してくるんですか。

新しくここで買われるということですか。あるい

はパソコンというのは何台置かれることになるん

でしょうか。あるいは、ちょっとした小さなミー

ティング、これらができるようなスペースがほし

いというのが前からあるんですが、そういうもの

は担保されるんでしょうか。 

○市民協働課長 

実際この枠の中で150万ということですので、

今お話に出ましたような印刷機なり、それから製

本するような機械だとか、そういうものを全部ひ

っくるめて新しいものに変えるということは非常

にこの金額では難しいのかなということも思って

おりますけれども、これは社会福祉協議会と市の

方が協働でやるということで、福祉協議会の方も

ある程度予算を使われるということで今、話を進

めさせていただいておりますけれども、今、事務

室があって、会議用の机が一つというような状況

になっております。それがこれで移設を考えた場

合に、会議用の机がまず交流スペースとして三つ

机が配置できるのかなということを思っておりま

す。これは新しいものを使うものと、それからま

た使えるもの、古いものでも使えるものを使うと

いうことも含めてということでございます。 

それと、作業スペース、２階のつきあたりのち

ょっと左側のところが作業スペースということで、

今机が二つ並んでおると思いますけれども、そこ

を作業スペースということで考えておりますので、

作業スペースは二つと交流のスペースが三つとい

うことで、それだけの机とそれに伴ういすが並ぶ

ということです。 

そこの作業スペースのところに紙折り機だとか、

印刷機だとか、そういうものを置かせていただい

て、その裏側にパソコン、これについては通常パ

ソコンも今お話出たように、インターネット等が

使えるような形でのパソコンをということを今考

えているところでございますけれども、これが具

体的にこういうふうでいくというところまでは今、

至っておりません。 

○高橋委員 

そうすると、まだ配置図の漫画もないと。今い

ろいろおっしゃったけども、そういうものをペー

パーにしてもらえば時間も助かると思うんですが、

まだそこまでお出しするほどのところまでいって

ないということですか。あるいは一定の見取り図

があるならそれを一遍お出しいただいてね、対忚

したいと思うんですが、どうですか。 

○市民協働課長 

予算を作成する際の配置図というのは、社会福

祉協議会と私の方で一忚つくらせていただいてお

りますけれども、このままいくという形のもので

はないので、まだ具体的なものではないので、今

お配りして、また変わるという可能性もあります

ので、今の段階では今言ったような形で、その中

をこれから検討していくということでお願いした

いと思います。 

○水野委員長 

ここで10分間休憩します。 

休憩 午後８時00分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後８時08分 

○水野委員長 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

○市民協働課長 

配置図につきましては、まだ社協と細かい詰め

ができておりませんので、一度社協の方に確認を

取ってからということでお願いをしたいと思いま

す。 

○高橋委員 

大至急、ひとつ手はずをお願いしたいと思いま

す。 

関連する内容でもう一つ、防犯灯の設置補助金、

これは昨年市長が肝いりで上乗せされて別枠で市

が直営でつけるというようなことを含めて提案し

てそうなったんですが、今回2,197万1,000円です
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か、昨年並みとはいわんけども、かなりふえてい

る。今回の平成22年度はどういう取り扱いをされ

るのでしょうか。 

○市民協働課長 

ことしにつきましては、去年の区長会の中で、

去年は追加ということで平成21年度対忚させてい

ただきましたけれども、新たに設置が必要なとこ

ろ等々の御要望について、特に通学路等について

の要望を実際にいただいておりますので、その要

望がこの当初予算に反映をされております。それ

と通常の各町内会での防犯灯が必要なところとい

う場所を要望であげていただいておりますので、

ここの中に町内会からの今までにない要望も含ま

っているということで予算計上をさせていただい

ております。 

○高橋委員 

昨年度は議会でも議論があってね、特に手のつ

いてない暗いところ、これは上から網をかぶせる

ことも含めて別枠でやったらどうだということで

やっていただきました。それはほぼ終了したとい

う認識でしょうか。 

ことしはそういうことを含めて区からせり上が

ってきた要求ね、申請されてきた要求の総体を予

算化するとこういうふうになってくるんだと。だ

から基本的には平成22年度は区申請の箇所を対忚

するということを前提にこの予算を組んだと、こ

ういう理解でよろしいでしょうか。そこら辺あた

りお願いします。 

○市民協働課長 

そのとおりでございます。 

○高橋委員 

そうすると、市の方から見て暗いなというとこ

ろについては、去年基本的に対忚できたと、こう

いう理解でいいですか。 

○市民協働課長 

私の方から見てという場所については、去年議

会で意見をいただきまして、そのあと夜、実際に

回りまして、そこで暗い箇所をその町内の区長に

相談をさせていただいて、その場所については昨

年一忚対忚させていただいた。 

その中で、まだ対忚ができてないものについて、

平成22年で繁栄をさせていただくという中身でご

ざいます。 

○高橋委員 

基本的に理解いたしました。 

平成22年度は参議院選挙があり、市会議員選挙

があり、そして知事選挙があり、平成23年度の県

議選も含めて予算化されています。盛りだくさん

の選挙があるんですが、かねてから懸案になって

いた投票済証の発行について疑義があるんだと。

使われ方が不正ではないか、不当ではないかとい

う声があります。私どももそういう立場で投票済

証の活用については疑義ありというふうに申し上

げてきました。 

選挙管理委員会で対忚の議論をしたいというお

話でしたが、どういう方向で検討していただいて

るんでしょうか。 

○選挙管理委員会書記長 

投票済証につきましては、当選挙管理委員会の

方にも話をさせていただきまして、選挙管理委員

会の中で検討をしていただいた結果、特にこのま

まやめるという方向ではなく、県下すべてが出し

ておりますし、当市においても、その投票済証と

いうものが特にどういったことで使われておるか

ということまでの把握ができません。ということ

によって、いましばらくこのままの状態で投票済

証も用意していく、発行していくという予定にな

っております。 

○高橋委員 

既に議論を尽くされているんですが、投票済証

については、この公職選挙法上の規定はありませ

ん。それを発行するかどうかは当該の選挙管理委

員会が決めればよいことになっております。 

したがって、全く発行していない県、全く発行

していない自治体、あるいは今、愛知県のように

すべての自治体で発行している県、いろいろござ

います。それで、特にこの地方は、企業のぐるみ

選挙、端的にいうとね、ぐるみ選挙の材料の投票

済証が使われていると。実際に家族の分まで要求

すると、当該団体がということがありまして、現
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場ではかなり苦い思いで投票済証をもらい、当該

団体に提出されている方々がおみえになります。

私からいえば人権侵害じゃないのかと。今、北海

道競争、これとは尐し違うけども、先生たちが

丸々動員され、その政治資金として組合からの寄

附が不正不当に活用されていたと。今これが脚光

を浴びる、浴びるというとおかしいが、大きな問

題になって、間もなく当該の衆議院議員は辞職さ

れるでしょう。世論の指南を受けて立っておれな

いと思うんです。この地方は、そういう状況とし

てあるわけじゃないけれども、名もなき有権者の

方からは、尐しやりすぎではないか、行き過ぎで

はないか、主権者国民の投票の権利や自由を逆ね

じを食らわせて侵害するものではないかと、こう

いう議論が起きてる。今の答弁では、実体よくわ

からんので、愛知県もやってるからそのまま継続

する。選管ももうちょっと突っ込んでほしい、議

論をね。先ほどの市長と同じ話だわね。大局的に

流れに沿っていこうと、この判断も私は、いかん

と思いませんよ。一定度そういう考え方も議論の

立脚点に立たれることはいいけども、人権侵害、

不当な選挙干渉というようなやゆされるような投

票済証を選挙管理委員会の意思で発行することも

発行しないこともできるというようなフリーハン

ドであるときに、尐し問題のえぐり方が浅いんじ

ゃないですか、そういう言い方はおかしいけども。

これは行政委員会ですからね、あなたは事務局で

すから行政委員会の長にも一度きちっと私はお尋

ねしたいと思うんですが、そういう点では、もう

尐しえぐった議論があってしかるべきだと思うん

ですが、議事録は公表していただけますよね。選

管の議事録は取っておられるわけでしょう。議事

録ありますよね、選管は。 

○選挙管理委員会書記長 

事細かい議事録とまではいかないかもしれませ

んが、やったことに関して、どんな問題で、どん

な御意見が出たかという形のものは用意はされて

おると思います。 

○高橋委員 

委員の氏名なども明記されているんでしょうか、

その議事録は。私、一度議事録いただきたいなと

思うんですが、これ要求すればいただけるんです

ね。 

○選挙管理委員会書記長 

一度ちょっと私もどこまでのものがあるかとい

うことを確認いたしておりません。書記の方に一

度確認をして、どんなものまでがあるのかという

ことを確認をさせていただきたいと思います。 

○高橋委員 

書記長がその議事録がどういう範囲で、どの程

度詳細にとられているかを御承知ないというのは

ちょっと残念なんですが、御承知ないことは前提

として、議事録をいただくことはできますよね。

私に１部ください。 

○選挙管理委員会書記長 

一度書記の方に確認をさせてもらいまして、用

意をさせていただきます。 

○高橋委員 

きょうこの場でというふうには申し上げません

けども、大至急ね、要するにコピーすればいい話

ですから、事実行為をね、ぜひいただきたいとい

うことを、出していただけるという答弁がありま

したので、いただきたいと思います。 

私は、この問題というのは民主主義の原点にか

かわる問題でね、それはお互いに言い分はあるか

もしれませんが、投票済証が今言われるような内

容で活用されていたとしたらね、これは人権擁護

委員にも訴え出たいような、そういうお話ですよ。

女房の分まで持って来いというんですよ、当該団

体が。お母ちゃんは構成員じゃないじゃないかと。

いやいや、必要なんだと。そして職場にそれを要

求すると。こういう個人の尊厳や投票の自由を含

めて、そこまでほんとに干渉がましいことが許さ

れるのか、選管はその意図で出してみえるわけで

はないが、結果的にそれが使われているというこ

とを認知されたならば、そこには当然、当該団体

の聞き取りとかね、行政委員会として意思を決め

る上での聞き取りとか調査とかいうことがあって

しかるべきだと、私はそう思うんです。これは私

のひとり言になるのかもしれませんね、その意味
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では。結論を書記長から聞きましたが、大変残念

な思いであります。そのことだけは申し上げてお

きたいと思います。 

次にお尋ねしたいことがございますが、それは

総合評価方式の入札について聞きたいと思うんで

すが、国土交通省は、公共工事の入札及び契約の

適正を図るための措置に関する指針というのを平

成18年６月９日に発表して、各自治体にこれをお

ろしております。いろいろ言っていますけれども、

一つは、予定価格の事前公表についてはどうなん

だろうかという問題を投げかけております。むし

ろ予定価格を事前公表することによって高値の安

定の価格になるんじゃないか、落札価格になって

るんじゃないか。業者が見積もりをするという行

為を省く結果にもなってるじゃないかというよう

なことがあって、国としてはね、この事前公表に

ついては要検討という方向だと。地方自治体も強

制はしないけれども、それに沿って検証を願いた

いという趣旨の指針を示しています。この点はど

ういうふうに御理解いただいているでしょうか。 

○総務課長 

今、委員のおっしゃられたとおり、国の方から

もですね、ちょっと今手元にすぐに見つからない

んですけど、そのような通知文書がございました。

事前公表を当初は進めとったかと思います、国の

方も。最近になってまた事前公表について、それ

がまた反するようなお考えに変わってきたのかな

と。 

当市につきましては、現在電子入札をやってお

るということで、工事等につきましては事前公表

を行っております。それが今後、事前公表でなく

なりますと、うちの方といたしましては、電子入

札に関していうなれば、非常にちょっと電子入札

がやりづらいといいますか、やりにくくなるとい

うことになると思います。 

以上です。 

○高橋委員 

最近の激しい経済危機のもとで、この受注をす

る業者の皆さん方が、価格破壊といいますかね、

非常に低い金額で札を入れると。粗悪品という言

い方はちょっと当たっていないかもしれませんが、

十分な工事が担保されないような入札における事

業の実施が散見されるということで、従来のよう

に価格だけに着目して落札業者を決めるという方

法を是正して、いわば総合的な評価による入札を

中央は指針として出しています。どういう方向で、

どういう幅でやるのかというのはかなり選択の余

地がありますから、いろんな視点でやれるわけで

すが、当市は、私の知る限り、平成21年９月10日、

去年の９月10日ですが、公共下水道築造工事、汚

水支線広見２丁目の工事、あるいは平成20年10月

30日、牛田町西中線の新林町地内での緊急路面補

修の工事について、価格だけに着目した従来のや

り方ではなくて、総合評価落札方式という方式を

もって入札を行いました。私の知る限り２件です

が、このほかにもあるんですか、総合評価方式に

よる入札は。 

○総務課長 

今、高橋委員のおっしゃったとおり、昨年初め

て施行いたしまして、今おっしゃられた10月30日

ですか、それからまた今年度１件行っております

２件だけでございます。 

○高橋委員 

この総合評価落札方式というのは、知立の場合

はいろんな要素を取り入れてみえますが、結果的

にたまたま二つとも中一建設が最低価格者で、し

かも総合評価で他をまさっていたので中一建設が

落札をいたしました。総合評価方式を採用した場

合には、最低価格者イコール落札者にならないケ

ースがあります。当然のことです。そうでなかっ

たら総合評価を入れる必要はありません。知立の

場合は、何と何を加味して価格差を補う総合評価

にしようとされたのか、簡潔にお答えください。 

○総務課長 

価格以外のこととなりますと、その企業の市へ

の貢献とか、また採用者が例えば身障者の方の採

用だとか、ちょっと今資料手元にございませんも

のですから、ほかにも数項目にわたって金額以外

の面で点数の方をつけさせていただいた中で決定

をさせていただいております。 
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○高橋委員 

市の方式によれば、この評価方式、加算方式を

採用されているんですね。価格とは別に、この業

者が地域の貢献度、ボランティアにどう参加して

いるのかとか、あるいはエコについてどうなんだ

と、ＩＳＯの承認がどうのこうのということも含

め、あるいは工事の施工実績ももちろん入るわけ

ですが、そういう点に着目をされていることは理

解をしないわけではありません。実施されたのは

２件です。 

私は前にも述べましたように、価格破壊による

２次、３次下請の労働者の給料がダンピングによ

ってさらに悪化すると。これを防ぐために公契約

条例等の制定を過去から求め、私にかわって最近

は佐藤議員がその点をただしているわけですが、

残念ながら、その部分が全く加味されていません。

そういうものを加味しようという御意思はござい

ませんか。 

○総務課長 

ちょっと委員のおっしゃったことが理解しにく

いといいますか、うちの方へ総合評価をやってお

る中身につきましては、県下また近隣各市もあわ

せまして同じような方法で行っておるというふう

に考えております。 

○高橋委員 

総合評価というのは総合評価ですから、いろい

ろあります。加算式もあれば除算式といいますか

ね、引いていくものもあるんです。私が申し上げ

たいのは、例えば、下請、孫請を使う。その下請

を市内の下請を使うのか、市外の下請を使うのか、

ここも算定の根拠になるんです、総合評価のね。

あるいは孫請を市外でやるのか、市内でやるのか。

ある企業は全部市外でやると、地域貢献度が低い

と。これが総合評価の点数になるような事例もあ

ります。また、この低価格入札によるダンピング

受注によって建設労働者の低賃金や不安定雇用に

これが活用される、転化されるということを補う

ために下請企業の労働者の給与表を完了検査のと

きに提示していただく。その内容が二省賃金の何

割以下ではだめだと。これによってまた点を加え

るというところまで評価のエリアを広げて地域の

産業に貢献できる発注者はだれなのかと。あるい

はそこで働く人々の給料をきちっと保証できる企

業は一体どちらなのかと、それを全部この表の点

数で競わせるその一つに落札金額もあるわけです。

落札金額だけで今まで決めてますよね、圧倒的に

は。だけど、その企業が落札金額をもって仕事を

やるけれども、２次、３次の下請に地元企業を使

ってるかどうか。そこで働く労働者の賃金が二省

給与、二省賃金に対してどの程度の水準で払われ

ているのかどうか、これも点数に加えますよと。

あるいは地域ボランティア、災害があったときに

どの程度貢献をするのか、これも加点しますよ。

あるいはエコでＣＯ２対策に努力をしている企業

なのかどうかということを総合的に評価して入札

の落札者を決めるというのは総合評価方式です。

知立の場合は、今言ったような部分が残念ながら

加えられておりません。下請に地元企業を使った

方がいいとか悪いとかというのは評価されておる

んですか。下請の労働者、みずからの労働者も結

構ですが、それがどの程度の給料によって支払い

をされているのか、それによってランクづけをす

るということも残念ながらやれてない。 

時間がないので私の方からどんどん申し上げた

んですが、ここの日野市の総合評価にかかわる具

体的なデータがあります。これによると、最低価

格者が必ずしも落札者にならないケースが生まれ

ています。これはもう考えられないことですね。

最低価格者が必ずしも落札者にならない。それは

さっき言ったような評価点から生まれてくるわけ

です。こういう点をもう尐し具体的に調査、研究

されて、今私の申し上げたような地元貢献度、下

請に地元をどの程度使っているのか、働いている

人たちの賃金がどの水準にあるのかということを

総合評価に加えるような入札の方法をさらに突っ

込んで検討して実施をしてもらいたいなというぐ

あいに考えていますが、どんな御所見でしょうか。 

○総務課長 

実際もう総合評価方式ですので、金額だけでは

ないということは十分わかっております。その中
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でも今回２件とも一番低価格のところが落札者と

なっておるわけでございますが、今、委員のおっ

しゃられたいろんな項目を織り込んで、もちろん

今後検討していけば、ひょっとすると最低金額の

ものじゃないところが落札ということも当然のこ

とながら起こってくるというふうには考えます。 

○高橋委員 

総合評価というのはそういうものなんですよ。 

ただ、そのときに何を評価するかによって事は

変わってくるわけでしょう。知立は何を評価され

ておるですかというね。二つの入札で何を落札価

格以外に評価されておるのかということが、ここ

に総合評価落札方式に関する事項というのが別添

でありますよ。ここを加味してみえるなというこ

とが書いてある。これは全部業者にわたって、こ

ういうことでやりますよといって条件を示して入

札するんです。 

今示したのは、日野市の例を示しましたが、そ

こには下請を地元で活用するのかどうか、働いて

る人の給料がどの程度の水準であるかどうかとい

うことも評価点に加えるよと。そのことによって

ダンピングがその働いておる弱い人たちの低賃金

に転化されないようなしかけを自治体がつくっと

るということですよ、総合評価方式というのは。 

私が総務部に求めているのは、そういう点も加

味した総合評価の入札に踏み切られるような方向

での検討はできないのかということを聞いておる

わけです。 

○総務課長 

私も先ほどおっしゃられた日野市のものを新聞

記事だったか、資料として一度見たことございま

す。随分その中で逆転が起こっておるところもあ

るんだなという認識でございました。たまたま近

隣各市では、まだ逆転が起こるような総合評価と

いうのは耳にして、担当者の会議の中でも逆転に

なったというようなケースはないというようなこ

とも聞いておりますが、この審査項目の中に、日

野市でやってみえる審査項目も一度よく勉強させ

ていただきまして、今後の審査項目の中にふやす

べきものがあればちょっと研究させていただきた

いというふうに思います。 

○高橋委員 

日野市は既に価格順位が一番でない人が落札し

とるんです、現に。２番落札者、２番札で落札し

たのが９社、全体にはそんなにまだたくさん総合

評価方式の入札は施行されてないけれども、既に

９社が２番札で落札していると。それは総合評価

の価格以外の評価で優秀だったからですよ。そこ

で日野市が採用しているのは、下請に地元をどの

程度入れておるのかという視点、ここからその企

業を評価する。働いている労働者にどの程度の給

料を払われてるかということも評価の中に入れる。

日野がここが特徴なんですよ。一般的に日野市を

勉強してもらうのはいいけども、そういう視点か

らアプローチしてほしいというのが私の声です。

これは日野市の総合評価に導入についてのインタ

ーネットはこれだけあるんですよ。これだけの資

料が出てきますよ。あるいは刉行物でも日野市の

例を具体的に紹介する刉行物もあります。日野市

を研究してもらう、何がどうなのかというのを研

究してもらうより今言ったような評価をすべきだ

と、その項目によってどうなんだということを聞

いておるわけです。地域経済の貢献できるような

下請を地元で採用しておるかどうか、労働者の賃

金がその企業の中でどういうふうに位置づけられ

ておるのか、それも点数に加えますと、内申書を

どの項目を重視するかということですよ。お金は

表へ出ますから、しかし、内申書もこうやってつ

けますよと、これを何点としますよということは

全部あなたたちも書いてみえますがね。その上で

土俵をつくって競い合っていただく、そういう方

向で検討ができないかということを聞いておるわ

けです。一般的に日野市を勉強してくださいとい

うことを言っているわけじゃない。いかがですか。 

○総務課長 

今おっしゃられました、どの程度の給料だとか

下請業者、市内の業者を下請に出すだとかいうこ

とまで私もちょっと勉強不足で、日野市がそんな

ようなことまで入れておるということは確認はし

てございませんでした。 
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もちろん日野市も例にして、また今後、近隣各

市の方においても総合評価方式が徐々にまた進ん

でくるかと思いますので、一度勉強させてくださ

い。 

○高橋委員 

知立は実績が二つなんですよ。これからさらに

やっていくということでいいですか。どの程度ふ

やしていこうと思ってみえるんですか、総合評価

方式は。 

○総務課長 

今の段階で、今後さらに件数を増やしていくと

いう答弁はちょっと控えさせていただきます。 

というのは、メリットばかりではなく、デメリ

ットもございます。デメリットの一つには、その

総合評価を件数を決めて、事案を決めたあとで審

査を受ける審査費用だとか、また、入札から業者

決定する落札までの期間が非常に長くかかるだと

か、いろいろとデメリットの方もございますので、

そのあたりも研究させてください。 

○高橋委員 

ただ、方向性をどう考えるかということですよ。

今は価格だけに着目した落札者です。しかし、そ

れが知立ではそんなに頻繁に起こるわけではない

けども、安ければ安いほどいいと、こういう思想

につながるんですよね。安ければ安いほどいいと。

インターネットで落札率を研究されて、高橋君、

落札率は知立は高いじゃないかと、こうなっとる

じゃないかと、95じゃないかといって私の方に勉

強の成果を示してくださる方もおられます。もち

ろん落札率というのは一つの線だけども、果たし

てそれでいいのかと。本会議でも出ましたよ。設

計金額はきちっとなっとるのか。 

もう一つは、その企業が落札することを通して

地域社会やその地域の構成員にどういう恩恵をは

ぐくんでいけるのかということまで着目したとい

う点ではね、私は画期的な方針だと。だけど単価

がかかるんですか、審査に。幾らかかるんですか。

歯切れの悪いことおっしゃってるけども、そうい

うレベルの話じゃないですよ。しかも実績は二つ

しかない。もう尐し研究されて、そういう方向で

やっていくということが時代の要請ではないかと

いうふうに私は思います。部長、どうですか。も

うちょっと前向きな話はできないですか。 

○総務部長 

この総合評価方式もまだ始まって日が浅い状況

でもある中で、費用の話をするとあれですので、

期間的にも非常に長く業者決定までにかかるとい

うここら辺がスピーディな形で進むことであるな

らば、できるだけ多くのこういった総合評価の方

式によって入札業者を決定するという方法は地域

の貢献度を含めて、いい制度だと思います。 

ただ、先ほど言いましたように、手続的に非常

に手間取る方式でございますので、ここら辺もス

ピーディにいけるということも検討しながら、先

ほどから提案のあります選定項目の拡大、これら

も一度よく検討させていただきますので、よろし

くお願いします。 

○総務課長 

まだ制度として定着してないわけですから、そ

れは試行錯誤もあるし、その制度をやっていくの

にも時間もかかる。だけども時間がかかることは

お互いに了解するわけですが、時間がかかる入札

ならば、時間をかけて十分できる対象工事を選定

してやればね、それはそれでやれるでしょう。下

水道工事と牛田町西中線の路盤整備が２件ありま

したね。そういうものに限って、きちっと一度シ

ミュレーション、試行錯誤の中だけども、よりい

いものを目指してやっていくというところに価値

があってね、年に１本１本ではね、ちょっといい

かがなものかと。かといって大半を現時点で総合

評価方式にするなんていうことはできないし、私

も考えておりません。年に数本は、しかしそうい

う条件を満たせる発注で、年に数本は地元や働く

人たちへの貢献度を評価するような評価点に入れ

るような総合評価方式に踏み込んでいくべきだと。

地域が疲弊し、働いておる人たちがろくな給料も

もらえないようなそういう地域の実態を行政の側

が立て直していく一つの処方なんです、これ。い

かがですか、もう一回。年に数本ぐらいはどうで

すか、総合評価方式の入札。 
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○総務部長 

地域の貢献度、下請の賃金等いろいろあります

が、どこら辺まで拡大できるか、どのぐらいの件

数ができるか、一度検討してみたいと思います。 

○高橋委員 

前向きにお願いしたいというふうに思います。 

時間がどんどん回っていきますので、あと中心

問題だけ若干やらせていただきますが、一つは、

233ページの議会でも問題になりました出会いと

体験の道場の推進事業委託料、これは中学校２年

生でやる、いわば職業体験ですね、これは本会議

で議論になりました。問題は、自衛隊に派遣する

ことがなぜいけないのかという市政会の議員の御

意見がありました。 

そこで私、改めて聞きたいんですが、出会いと

体験の道場というのは一体どういう事業なのかと

いうことですね。中学生による職業体験事業、あ

いち・出会いと体験の道場について、県学事振興

課の奥澤さんという方がネットで、その担当者と

してこの事業の本旨について語っておられます。 

つまり、社会での実体験の不足がかかわる問題

として中学生に職場体験という形を通じて子供た

ちの出会いと地域の中での子供たちの位置づけを

明確にするというようなことを言っておられます。

この事業の教育長、一番の目的というのを改めて

ちょっと紹介してもらえますか。目的と実際に事

業所を選定する場合の事業所選定の基準といいま

すかね、どういうような点を留意して事業所を決

めるのか。 

○石原教育長 

県の方からも、あいち・出会いと体験道場につ

いてというのが企画振興部の企画課から出されて

おります。創設始まった経緯もあります。ここち

ょっと読ませていただきますと、社会の成り立ち

について理解や職業観、勤労観の育成、適切な人

間関係を築く力の育成を図るため、中学生を対象

に総合的な学習の時間を活用し、１週間、連続５

日間の職場体験やボランティア活動等を行う、あ

いち・出会いと体験道場を創設、このように初め

に書いてあります。 

このねらいというのはこういうふうに書いてあ

りますけども、地域の中の道場ですから道場主は、

そこの商店、企業あるいは公共施設などの地域の

方々、そこで子供たちが学校を離れて１週間程度

の職業体験をすると、そういうことを通して地域

社会全体で子供たちの教育に取り組んでいこうと

いうそういう基本的な考えがある、そんなふうに

思っております。 

したがいまして、子供たちは地域で育つという

ことを思っております。地域の中で、いろんな体

験を通して、そこに住んでいる人、知立の人、住

民、近隣なるかもわかりませんけども、そういう

人と触れ合うことによって地域の中で育っていく

と。そして、やがては子供たちがそこの地域の中

でずっと生活する子もおれば、中には遠くへ行く

子もおります。そのときに、やはり知立で育てて

もらったんだというようなそういう郷土愛とかそ

ういうものがあればいいかと、そういうものがや

がてこれからの子供たちのよく地域と学校と家庭

との連携というけども、そういうものを通して培

っていくのではないかと、そんな思いを持ってお

ります。 

○高橋委員 

大体教育長のおっしゃったことは、県学事振興

課の奥澤さんもネットの回答でそう述べられてお

ります。 

学校は学びの場としてもちろん重要だが、者会

で生きる力をはぐくむという面では地域の商店や

工場、福祉施設などの職場体験やそこでの大人と

の出会いを通じて、子供たちの考え、学ぶことが

大変重要です。この意味で、現場は最高の教室で

すと、こういうふうに言っておられる。じゃあ具

体的にどういうところを選ぶのかという点で、例

えば、スーパーマーケット、小売店、飲食店など、

子供たちが日ごろからお客さんとして利用してい

る身近な職場や保育園、郵便局、消防署など公共

的な職場での職場体験を受け入れていただくこと

が大事だと。このほか地場産業の向上や農家など

で行っている例もあるということですよね。 

だから私は、このかいわいの地域に密着した昔
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の八百屋のおやじさんのところで１週間仕事をや

る。こういうことを通じて、そこにはぐくまれて

いる地域性やそこの地域の人々を通じて最高の道

場として学んでいくと、こういうことだと思うん

ですね。 

本会議では、自衛隊も職業じゃないかという御

意見がありました。確かにジャンルとしてはお仕

事は職業でしょうけれども、自衛隊というのは確

かに災害復旧いろいろやるんじゃないかというふ

うに言われていますが、歴代政府は自衛隊の位置

づけについては、専守防衛という形容詞をつけな

がらも軍隊だと、戦力だと、こういう位置づけで

すね。前、中島牧子議員が体験学習の結果を寄せ

たしおりですね、戦車が格好よかったと、こうい

うことを子供が書いておると、こういうのが職場

体験なのかと、今読み上げた趣旨でね、こういっ

た対忚させていただきました。教育長は、そうい

う点では問題があるということで御発言もありま

した。 

私はね、豊川駐屯地や小牧空港まで行くんです

か、自衛隊が、そういう地域を大きく越境してね、

どうやってそこへ行くのか知らんけども、自衛隊

が迎えに来てくれるんかな。要するに、自衛隊を

ＰＲし、将来の隊員獲得をしようということであ

れば、それぐらいのサービスはしてくれるでしょ

う。 

しかし、この自衛隊の存在については、極めて

政治的に多くの問題があります。今、与党になっ

た社民党の代表が国会で、自衛隊合憲ですか、違

憲ですかと言われて答弁に窮すると、こういう場

面がありました。それぐらいに非常に国論的に統

一されていない、そういう側面を持ったところに、

しかもこの現地域にはないというところに子供を

やるということは、子供と保護者が要求したから

といって、本事業の本旨を生かすことには私はな

らないというふうに思うんですが、教育長どうで

すか。 

○石原教育長 

議会の中では行きたい子供がいて、行かせたい

保護者がいて、体験内容がふさわしいものと。体

験内容というのは、子供たちが職場へ行くという

ことも体験内容になってきます。そして、竜北中

学校お電話いただきまして、ことし行くけども教

育長知ってるかということで、校長にその話をし

まして、校長からは、ことしは行きませんという

その中で、こんなことを言っております。 

この職場体験学習は、竜北中学校の学区、また

は学区周辺の市域の中で、自分の職場体験場所を

選択させたいと考えております。そして、竜北中

学校は原則は１人１事業所の体験活動場所を自分

の力で決定させて、自分の力で行くというふうに

考えていると。自衛隊は送り迎えをしていただき、

数名一緒で、しかも豊川や名古屋守山区への体験

をすることは目的からもふさわしくないと考えて

おりましたというようなことを校長は話しており

ます。 

今後の生徒の職場体験学習には市域を意識し、

市域の中で竜北中学校の生徒を育てていただける

ものと考え、この考え方は、いわゆる職場体験学

習の基本的でやるということであります。 

したがいまして、その自衛隊の職場体験の具体

的な内容については触れてないけども、そこへ行

くということ、それは地域の中で育っていきたい

という学校の強い願いを持っている、そんなふう

に感じております。私もそんな思いを持っており

ます。 

○高橋委員 

今の読み上げていただいた竜北中学校の校長先

生の見識を私は了としたいと思います。そういう

ものだと思います。自衛隊を拒否したとかせんと

かというより、そういうものだと思います。この

出会いの体験学習というのはね。 

それで、念のために一つだけ聞くんですが、警

察というのは対象の事業所になるんですか。 

○石原教育長 

警察の方は、警察の方から拒否をされている。

体験に来られても常に体験内容があるわけではな

いので。消防署の方も初めの２日か３日でも５日

間となるとその活動が保障できないということで、

消防署の方も５日間の体験はちょっと御遠慮願い
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たいと、そういうように緊急にいろんなことをや

るところは難しいかなということを思っておりま

す。 

○高橋委員 

その話もよく理解できます。にもかかわらず、

豊川から、あるいは守山から送り迎えをしてでも

おいでおいでというのはね、やっぱりそこに違う

次元の意図を感じざるを得ないというふうに私は

思います。 

それで、この事業は、すべての学校でやってる

わけじゃありません、愛知県のね。これは中学校

の学校教育活動として行うものですと、この例の

奥澤さんの回答はね。それぞれの中学校において

実施するかどうか決めてもらいますと、こういう

ふうなんですよ。 

だから、うちの中学校やりたくないといえば、

別にやらなくてもいいと。今、竜北の校長先生の

コメントいただいたんですが、そういう方針で地

域の学区の周辺で探させるということも含めた体

験学習という位置づけでやりたいというのは、そ

れも一つの考え方だと思うんですが、そういう点

で、私は本会議の教育長が何か押されておられて

ね、何かはっきりしない答弁で終わられたんで、

きょうはちょっと委員会でじっくり議論したいな

と思ったんですが、初期の目的は先ほどの答弁で

大体わかりましたので、そういう方向でぜひ対忚

していただきたい。どうですか。 

○石原教育長 

第１回のときの知立市あいち・出会い体験の道

場推進会議、やはり地域でやろうと思っても地域

の方の御理解と御協力、これが必要でありますの

で、そういう関係の方に来ていただいていろんな

お話をして、今年度は比較的地域の方の協力が得

られたということであります。それがどんどん広

がっていくように地域の方たちにも啓発をしなが

ら進めていきたいと思っております。 

○高橋委員 

最後の質問にしたいと思います。長くなって恐

縮です。 

給食センターの調理委託について、若干ただし

たいと思うんですが、給食センターの調理委託を

しているわけですが、責任者というのはどなたが

責任者なんでしょうか、調理の。 

○教育庶務課長 

大新東の管理責任者が委託先の責任者だという

ふうに理解しております。 

○高橋委員 

それはどなたで、どこにみえるんですか。 

○教育庶務課長 

給食センターの事務室の方に、専用事務室です

ね、そこのおります。 

○高橋委員 

どういう役職の方ですか。責任者兼調理師とい

うことでいいですか。この方ですか。何というお

名前の方ですか。 

○教育庶務課長 

責任者兼調理師ということで、文室という方で

す。 

○高橋委員 

先般、除去食をつくる上で、大変御苦労いただ

きました。皆さんの御努力、あるいは関係調理師

の栄養士の皆さんの御努力には敬意を表します。 

このときに、16人に対して除去食を提供すると。

牛乳の飲めない子は７名と。その上で問題になっ

たのは、保育所の年長者24人、今除去食やってみ

える方があるそうですが、この人たちの対忚をど

うするのかということで、よりより協議していた

だいて本会議のような答弁になりました。一歩前

進です。これはこれでよろしいです。 

私、ちょっと聞きたいのは、現在在校生で16人、

あの除去食は20食というふうに言われております

が、16人で、あるいは保育所の人たち、これは宮

谷先生のこれから診断を受けながら申込書も出し

て４月から対忚するということなんですが、当然

間違ったメニューを除去したりしてはまずいので、

この除去食対象者、ＡさんからＺさんまであるか

もしれませんが、この人たちに間違いなく除去さ

れた食事を提供するということが担保されなきゃ

まずい。これはどうやって担保するんですか。 

○教育庶務課長 
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翌月の献立をもとにしまして、前月に保護者と

当初決定いたしました除去品目の確認、献立表は

毎日変わりますので、それに基づいて確認表を前

月に行います。まずそれらは保護者との対忚です。 

それから今度は、センターの栄養士と委託先の

管理責任者、それから管理栄養士、アレルギー対

忚の専用の管理栄養士、正規調理員踏まえまして、

当月の除去、どこの学校の何年何組のだれだれさ

んの毎日の除去の献立の内容について話し合いを

事前に進めていきます。それに基づきまして、当

日の献立を調理上でつくっていきます。調理上で

つくったものを専用容器で各学校のコンテナに入

れさせていただいて、それがまず各学校の配膳室

へ届きますので、配膳室で届いた時間と該当の子

供の名前、確かに届いたという時間とチェックを

するようにします。それから、当然給食の間に時

間が空きますので、職員室の方へ配膳委員が持っ

て行って職員室へ保管と。そこから学級担任の方

へ給食の時間に渡って、学級担任の方も、きょう

はだれだれさんのものが来ておるという必ずチェ

ックをして時間を記入すると。それで本人に届い

たことを確認して給食が始まるという全体の流れ

を考えております。 

以上であります。 

○高橋委員 

今、るる御説明あったんですが、大体そういう

流れだと思うんですがね、一番大切なことは、献

立をつくるのは市の管理栄養士がつくりますよね。

市というか、センターに所属の管理栄養士がつく

ると。その中で、７品目の除去を求める子供たち

がいると。 

したがって、あなたおっしゃるように、一度１

カ月前に献立表を親へ送るんです。高橋憲二のと

ころへ届くと。私の息子のためにね。私がそれ全

部チェックするんです。食べられるもの。だから

献立表はカレーライスというだけじゃなくて、何

が入っておるのかと、何グラムぐらい入るのかと

いうことを全部チェックできるような献立が出る

んです。それを私が保護者として丸を打つんです。

これは食べられる、これはオーケー、これはまず

いと、空欄はまずくなります。それを高橋憲二も

その作業をやるし、久田さんという保護者もその

作業をやるし、坂田さんもやると。在校生16人や

るわけです。新１年生でさらにふえる。これを全

部持ち寄って、そしてランチボックスが高橋憲二

の子供用のランチボックスはもう決まっとるんで

す。固定されている。名前が書いてある。そこへ

間違いなく除去食を載せて運搬しなきゃならない。

最後は校長の印もらうんですか。ちょっとあとで

答弁してもらえばいい。 

そのときに問題は、どの段階で除去をするかと。

卵を除去するのに、どこ段階で除去するのかと。

除去食室で新規につくるわけじゃないですから。

大がかりな、この間、私ども見学しましたが、あ

そこで調理をやっているあの過程の中で除去に必

要なものをもらってきて、その段階で除去してい

くんですよ。だからメニューによっては、はなか

ら除去せないかんもの、場合によっては調理して

から除去できるもの、いろいろあるんですね。 

そうなるとどういうことが起きるかと言います

と、具体的に調理員と献立をつくった管理栄養士

が綿密な意思統一と共同行動と共同作戦が要るん

です。そう思いませんか、教育庶務課長。 

○教育庶務課長 

確かに今、高橋委員がおっしゃったとおりに、

特にアレルギーの除去については、もう大分前か

らアレルギーの調理室の現場での対忚、メニュー

によって調理過程でどの段階で、いわゆるアレル

ギー食品が入る前にかまから取り出してアレルギ

ー対忚室へ持って行くというのがメニューによっ

て変わってきます。それから、Ａ君、Ｂ君によっ

てまたその取る段階が変わってきますので、非常

に今、高橋委員が言われるように、市の栄養士、

それから委託業者の栄養士等の十分な打ち合わせ

が非常に重要なことだと思っております。 

○高橋委員 

これね、表裏一体の連携なしにはできないと私

は見ましたね、この除去食というのは。 

つまり、メニューによって、どの段階で高橋君

の子供の除去を７項目のうち何項目をどの段階で
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抜くのかと、除去するのか。でき上がったものか

ら全部除去するというわけにはまいらん。中へ溶

け込んじゃってる場合もあるから。だから溶け込

む前に除去しないとだめだから、それは調理工程

のどの段階なんだと。これは献立をつくった管理

栄養士と調理員が、まさに意思統一よろしくね、

あうんの呼吸でやらなきゃならんということなん

ですよ。 

何が言いたいかというと、そういう除去を提供

するのに請負業務なんですよ、委託してるから。

請負業務の場合には、市の管理栄養士が個々の調

理員には指揮命令を監督はできないことになって

ますよ。ががっと一遍に、だめですよ調理員さん、

ここで除去しなきゃだめじゃないですかと、極端

なことをいうとね、こうやってしゃしゃり出て一

体でやらないかん。ところが、そういう指導はで

きませんよ、直接。派遣じゃないですからね。請

負の場合はそれをやっちゃいかんことになってる

んですよ。私は、前から調理の委託については疑

義があって、そういうことをずっと主張してきた

けども、除去食については今のような請負業務の

実態でいいのかということですよ。ほんとに責任

持ってやれるのかということですよ、私が申し上

げたいのは。どういう御見解ですか。 

○教育庶務課長 

先ほど高橋委員が言われたように、非常にこの

打ち合わせが重要なことだというふうには理解し

ております。 

ただ、委託の中で、これはできないということ

ではないと思っております。確かに十分な事前の

打ち合わせは非常に大切であるというふうに私も

認識しておりますし、センターの栄養士も認識し

ておりまして、もう相当前からアレルギーのため

の打ち合わせを大新東の委託先の方とも重ねてお

ります。 

なお、大新東につきましては、他で県外であり

ますが、アレルギーの対忚を、人は違いますが、

会社としては実績を持ってるところであります。 

○高橋委員 

アレルギー対策協議会の議事録をそれなりに私、

目を通させてもらいました。それから教育部長も

御努力をされてね、年長の子供が９月からじゃい

かんと。早くやらないきゃいかんということで、

ほんとに苦労されて努力されました。努力の景色

というのは私は現場にはいないからわからんけれ

ども、市の幹部、部長や担当課長お出になったで

しょう。あるいは管理栄養士も出て来られた。委

託をされとる事業所からは、先ほど言った責任者

もお出になった。あるいは調理員もお出になった。

そしてかかわる人たちが、かんかんがくがくね、

これはこうしたらいいじゃない、ああしたらいい

じゃないといろいろ議論を積み重ね闘わせて、あ

の方向性を出された。 

しかし、その作業そのものが請負違反になるん

ですよ。そういう形態を禁じてるんです、請負業

というのは。それは直営ならそれでいいですよ。

あるいは派遣ならそれでいい。そのかわり派遣は

３年たったら正職員にしなきゃいかんという、直

営にしなきゃいかんということがあるんですが、

そういう一体的に物事をやること自身が請負契約

の概念を逸脱するんですよ、残念ながら。一体的

にはやっちゃいけない、管理栄養士は、先ほどあ

なたがそうだとおっしゃった責任者兼調理師１名、

これは学校給食センターの経験３年以上の者と、

こういうふうにあなた方の仕様書にうたってある

が、この人に小言を言ったり、調理についていろ

いろ述べられるのは結構だけども、直接調理員に

は声もかけられない、厳密にいうとね。それが請

負という限界なんですよ。 

私はね、ここへ来て調理部門をもく一遍白紙に

戻せということも困難かもしれませんが、この除

去食ぐらいは直営でやるぐらいの修正を加えない

と、一体になって取り組まないと、Ａ君にＢ君の

除去食を食べさせたら、えらいことですよ。ある

いはどの段階で除去するのかということの意思統

一が不十分のまま入っていって、十分除去できな

かったということがあっても大問題ですよ。 

私は、そういう点で、これは派遣法違反になる

と、今のような表裏一体の関係で議論したりする

こと自身が既に、そう思うんですが。私は、水を
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差そうと思ってるんじゃない。本来あるべき姿と

いうのはこういうものだということをきちっと認

識していただきたいということをもって申し上げ

ているんです。安上がりの労働力でちゃちゃんと

やるというだけでは事態は解決しない、そういう

本質論を語っているつもりなんですが、担当課長

どう思われますか。 

○教育庶務課長 

アレルギー対策協議会につきましては、業者の

請負側につきましては、オブザーバーという格好

で協議会には同席していただいた経緯があります。

一緒にお話をするという形ではなくて、あくまで

進行状況を見ていただくということで出席してい

ただいております。 

それから今、アレルギーの実施に向けて、これ

は事前にいろんな管理責任者を筆頭にしまして打

ち合わせをしているということで、それで対忚が

していけるというふうに理解しております。 

○高橋委員 

派遣法違反、請負業違反になってはいけないの

で、そのことはお互いにわかるわけだからそうい

うことをおっしゃってるけども、ほんとにそれで

調理員と一体となって真心のこもった除去食がで

きるんだろうか、大変私、不思議です。 

この請け負われた大新東ですか、これは先般摘

発されましたよ、請負違反でね。どこで摘発され

たかというたら、学校の用務員を派遣されておっ

た。用務員を校長が、しょっちゅう、君はああし

なさいと学校現場はそうなりますよ。直接上司が

発注者側が請負の労働者を指揮命令してはいけな

いというこれに抵触していてね、これは学校用務

員の話ですが、違反という摘発指導がありました

よ。 

だから私は、林市長にも就任されてから申し上

げました。食育をおっしゃるなら、調理について

は真心がこもる一番大事なところなんだから、妙

な発想ではなくて、従来のノウハウを生かした直

営でやるべきだというふうに申し上げました。私

は、それが具体的に除去食を提供するという実践

の中で、今試されている。そして現実的には既に

請負派遣法に抵触するような事態が現場で起こっ

てると。管理栄養士が直接乗り出していかないと

除去ができない。そういうような実態がもう想定

されるし、そういう種類の会議は既にやられてい

る、相手側の調理員を含めて。こういうこと自身

が既に本来直営でやるべき行為であって、請負の

限界を超えてるということをひとつ申し上げてお

きたいと思います。教育長、ちょっと御所見を承

りたい。 

○石原教育長 

アレルギー対忚食についてでありますけども、

何よりも子供たちの安全、これを第一に考えなけ

ればいけない。事故があったら大変であります。

そういう意味で、調理する人、あるいは献立を立

てる人しっかりと連携をとって、そうしたことが

ないように、また、給食センターだけではなくて、

それが子供のところへ届く、食べるまでがありま

す。給食センター、そして配膳員、学校の先生方

一体となって取り組んでいくことが大切だと、そ

んなふうに思っております。 

○高橋委員 

請負では一体感がつくれないんですよ。一体感

を持ってはいけないというのが請負なんだから。

請負者の責任者にしか指示監督命令ができないと、

発注者側は。そこを乗り越えないと除去食はでき

ないんじゃないかと。現にそういう体制で協議も

され、議論もされ、調理員もその中へ入ってやっ

てこられているんじゃないかと、それが到達点だ

し、その努力は多とします。 

しかし、それは一層の一体感を持ってやろうと

すれば、その請負の関連法律に抵触するという、

そういう道にあなた方はかじを切ってきたんです

よ。私たちは問題があるじゃないかと言っておる

のにね。いや、それは一体感を持ってやりたいと。

一体感を持つとアウトですよ。そのことだけ申し

上げておきたいと思います。 

以上です。 

○水野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 
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○水野委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第26号について挙手により採決します。 

議案第26号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

挙手多数です。したがって、議案第26号 平成

22年度知立市一般会計予算の件は、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

議案第29号 平成22年度知立市土地取得特別会

計予算の件を議題とします。 

直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、討論に入ります。 

まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第29号について挙手により採決します。 

議案第29号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

挙手全員です。したがって、議案第29号 平成

22年度知立市土地取得特別会計予算の件は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

陳情第２号 「外国人へ参政権を付与すること

に反対する意見書」に関する陳情の件を議題とし

ます。 

御意見がありましたら発言をお願いします。 

○山﨑委員 

この陳情第２号に関しまして、採択の立場で意

見を述べたいと思います。 

この外国人参政権、この問題に関しましては、

陳情理由にありますように、民主主義の基本にか

かわる重大な問題ということで憲法上の問題等も

あり、拙速な結論を出すべきではないと考えてお

ります。 

また、政府も永住外国人に地方参政権を付与す

る法案につきましては意見統一ができずに、今国

会への提出を見送る方針でございます。 

よって、さらに国会で議論してもらい、国の動

向を見きわめる必要があると考えております。 

以上の理由で、陳情第２号については採択でお

願いしたいと思います。 

○高橋委員 

私、本陳情に反対をいたします。 

本陳情は、定住外国人に参政権を与えるなとい

う御趣旨にものであります。知立市議会は、かつ

て平成７年３月27日に全会一致で定住外国人の地

方参政権に関する意見書を可決をいたしました。

この中では、定住外国人の意見書、参政権につい

ては前向きな検討を政府に要求してまいりました。 

今回、民主党が法案化しようという流れがある

ということで、それに対抗する意見書として出さ

れていると思いますが、私は、大きな時代の流れ

の中で、この問題を間違いなく対処することが必

要だというぐあいに思うわけであります。 

私ども日本共産党は、我が国に永住する外国人

に地方参政権を付与すべきだと、この世論の高ま

りの中で、当然の要求であり、永住外国人に地方

参政権を付与することを当面の緊急の課題として

これを解決すべきだと考えております。 

60万人を超える定住、永住外国人がおられます。

日本の国に一員として、いわばこういう形態が日

常化しております。今回の要求は、地方政治にお

いて参政権を付与する、私どもそのように考えて

おります。すべての住民の要求にこたえ、住民に

奉仕するために住民自身の参加によって地方政治

を進めるというのは大原則であります。外国籍で

あっても我が国の地方自治体の住民として生活し、

納税を初めとする一定の義務を負っている人々が
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住民自治の担い手となることは憲法の保障する地

方自治の根本精神と合致をいたします。最高裁も

永住外国人に地方参政権を保障することは憲法上、

禁止されているものではないという95年２月の最

高裁判決を下しているところであります。諸外国

では、ＥＣを初め、参政権を与えるというのが主

流の事態になっているわけであります。 

以上の理由から、我が党は、永住外国人の地方

参政権を付与すべきだという視点から、本陳情に

反対するものであります。 

○水野委員長 

それでは、これより採決します。 

陳情第２号について、採択することに賛成の委

員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○水野委員長 

挙手多数です。したがって、陳情第２号 「外

国人へ参政権を付与することに反対する意見書」

に関する陳情書の件は、採択すべきものと決定し

ました。 

ただいま陳情が採択されたのに伴い、意見書の

案文について御協議をお願いします。 

案文については、添付されている案文でよろし

いでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

御異議がないようですので、そのように決定し

ました。 

提出先については、添付されている案でよろし

いでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 御異議がないようですので、そのように決定し

ました。 

意見書の議案については、提出者は副委員長、

賛成者は委員長及び議長を除く賛成委員として最

終日に議員提出議案として上程します。 

正副委員長一任で御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

 以上で、本委員会に付託された案件の審査は終

了しました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては、正副委員長に御一任お願いしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○水野委員長 

御異議なしと認め、そのように決定しました。 

以上で、企画文教委員会を閉会します。 

午後９時23分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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